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Ⅰ  計画の趣旨



1 計画改定の背景

　本市は、平成21年の中核市への移行に伴い、景観法が定める景観行政団体となり、同年には前橋市景観計
画（前計画 ）並びに前橋市景観条例を定めました（翌年から施行 ）。前計画では、「人が生きる風景を守り、育
む 」ことを基本的な考え方（計画の目的 ）とし、本市で活動する人々の営みと風景にいつも寄り添うようにあ
る「赤城山 」を景観形成の中心に据え、「振り返りたくなる風景がある 」をテーマに、前橋にふさわしい良好な
景観の実現を目指してまいりました。
　それから17年が経過する中で、平成30年４月には、本市の最上位計画である第七次前橋市総合計画が策定
され（令和７年に改定 ）、市政運営の根幹をなすビジョンや将来都市像が新たに示されました。これに加えて、
上位計画である前橋市都市計画マスタープランが令和８年に改訂、さらにはアーバンデザイン（令和元年 ）や
前橋市歴史的風致維持向上計画（令和４年 ）といった新たな関連計画も策定されています。
　また、これまでの本市の景観形成の推移をみると、平成30年４月に広瀬川河畔地区が本市第１号となる景
観形成重点地区に指定され、地元住民や事業者による主体的な景観まちづくりが第一歩を踏み出しました。こ
のほか、赤城山麓の良好な景観保全を目的とする再生可能エネルギー発電設備の設置に関する条例の施行や、
市内の主要幹線における違反屋外広告物に対する是正指導計画の立案、本市独自の取り組みである景観資産
登録制度の運用など、前計画の策定時点にはなかった新たな取り組みもスタートしています。
　一方、景観形成の成果について考えると、それが目に見える形になるには長い時間がかかります。例えば、
道路や街路樹、市庁舎などの公共物については、新設や改修のタイミングを合わせることで一定のコントロー
ルが可能になりますが、住宅やビルなどの民有物が一斉に更新される機会はほとんどないため、特定のルール
を定めてそれを長い期間適用することで、一定の方向性に徐々に誘導していくことになります。従って、前計
画やそれ以前の前橋市都市景観形成基本計画（旧計画 ）からの大きな方向性を引き継ぎ、「これまで 」と「こ
れから 」の一貫性を担保することも重要です。
　以上のことから、本市の景観形成のこれまでの成果と課題を整理したうえで、これからの景観保全、景観形
成のあり方を展望するため、前計画に定める基本的な方向性は継承しながらも、本市の景観を取り巻くさまざ
まな状況変化を考慮し、前橋市景観計画を改定しました。

赤城山1周ライド
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2 計画の目的

　本市の最上位計画である第七次前橋市総合計画では、地域全体で共有するビジョンとして、「めぶく。～良
いものが育つまち（Where good things grow.）～」を掲げ、目指すべきまちのあり方をイメージするため
のまちづくりの目標（将来都市像 ）を「新しい価値の創造都市 」と定めました。
　本計画では、こうしたビジョンや将来都市像の実現に向けて景観形成の観点からアプローチすることを基
本姿勢として、

人が生きる風景を守り、育む
ことを計画の目的とします。

　本市が今後も「良いものが育つまち 」であり続けるためには、良いものが育つ土壌を守っていかなければな
りません。その土壌とはすなわち、先人たちが長きにわたって築いてきた「暮らしの積み重ね 」であり、前橋
らしさの源泉でもあります。それを景観形成の観点から捉えたとき、守るべきは「ふるさと前橋 」を象徴する
心象風景や原風景、つまり人々の記憶と体験に根ざした風景であるといえます。
こうした風景を守り、育むことは、暮らしを担う現役世代にとっても、次の世代を担うこどもたちにとっても、
郷土の誇りを身近に感じられる契機となるとともに、次の時代に見合った新たな前橋らしさ＝新しい価値へ
とつながっていきます。

　本計画は、人が生きる風景を守り、育むことで、前橋にふさわしい良好な景観を実現するとともに、これか
らも良いものが育つまちであることを支え、新しい価値の創造に寄与する景観形成を目指します。

大沼でのカヌー

Ⅰ 

計
画
の
趣
旨

3



3 計画の位置づけ・構成・計画期間

　本計画は、景観法第８条が規定する「良好な景観の形成に関する計画 」で、本市における景観形成の総合的
な指針となるものです。改定にあたっては、前計画の基本的な方向性を継承することを前提に、本市の景観特
性や現況を踏まえた時点修正を行うとともに、関連する他の行政計画との整合性を考慮した計画を目指しま
した。

【計画の位置づけと構成】

【計画期間】
　計画の一貫性を担保するため、目標年次を2037年（計画期間10年 ）とします。

景観法

前橋市景観条例
景観法の施行に関する市条例

前橋市都市計画マスタープラン改訂版
前橋市の都市計画に関する基本的な方針

前橋市景観計画改定版

関連計画
・環境基本計画
・緑の基本計画
・農業振興地域整備計画
・前橋市アーバンデザイン
・歴史的風致維持向上計画
・赤城山景観ガイドライン

前橋市景観計画
（前計画）

第七次前橋市総合計画
まちづくりの方向性を示す市の最上位計画

環境負荷の少ない
まちづくり

活力のある
まちづくり

コンパクトな
まちづくり

美しい景観の
まちづくり

安全安心な
まちづくり

計画の趣旨 計画の目的：人が生きる風景を守り、育む

景観形成の方針

計画のテーマ：振り返りたくなる風景がある
【４つの方針】
■水と緑が織り成す前橋らしい景観まちづくり
■県都にふさわしい風格と質感のある街並みづくり
■地域性と歴史性を生かした市民協働による地域づくり
■人にやさしく心地よさのある生活環境づくり

【行動指針】
■市民の役割
■事業者の役割
■行政の役割

行為の制限と
景観の誘導

【行為の制限に関する事項】
・届出を要する行為
・景観形成の基準
・景観形成に係る他法令の基準

【景観の誘導に関する事項】
・エリア指定の仕組み
・物件指定の仕組み
・協働の仕組み

景観形成
重点地区 広瀬川河畔景観形成重点地区

新たな景観形成に
向けて

・歴史的風致維持向上計画との連携　・県立赤城公園活性化に向けた基本構想
・前橋クリエイティブシティ構想　　・屋外広告物規制の弾力化

計画の推進に
あたって

審議会と庁内連携
推進体制
景観形成に係る取り組み
建築等行為などに対する審査・監察・アドバイス体制
赤城山景観ガイドラインの運用

啓発
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【景観計画区域】

4 計画の区域（景観法第８条第２項第１号）

　前計画と同様に、前橋市全域を景観計画区域とします。ただし、前橋市景観条例第10条に定める景観形成
重点地区の指定区域については、本計画「Ⅵ　景観形成重点地区 」において別に定めます。
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Ⅱ  前橋の景観特性



1 景観形成のこれまでの歩み

　本市では、平成５年の「都市景観条例 」の制定から本格的に景観形成の取り組みが始まり、平成８年に策定
した都市景観形成基本計画（旧計画 ）では、「歩いて楽しい前橋のまちづくり 」を基本目標に、「水と緑がおり
なすふるさとを育てる 」・「歴史にはぐくまれた文化を育てる 」・「人にやさしい生活環境をつくる 」・「まちに
魅力ある個性をつくる 」を基本方針として良好な景観の実現を目指してきました。
　その後、本市は中核市への移行により景観行政団体となり、旧４町村との合併により赤城山の山頂からふも
とまでが市域となったことから、従前の目標や方針を概ね引き継ぎつつ、景観法に基づいて内容を再構成する
形で景観条例並びに景観計画（前計画 ）を定めました。
　それから現在に至るまで、「振り返りたくなる風景がある 」をテーマとした景観形成を進めながら、広瀬川
河畔景観形成重点地区の指定や、再生可能エネルギー発電設備設置条例の施行、違反広告物に対する是正指導
計画の策定、景観資産登録制度の創設などにも取り組んできました。

平成 ５年 ３月 前橋市都市景観条例の制定 

平成 ８年 ３月 前橋市都市景観形成基本計画（旧計画）の策定 

平成 10 年 ３月 前橋市屋外広告物法等施行規則の制定

平成 10 年 ４月 群馬県から屋外広告物に関する 16 項目の事務委譲を受け許可事務開始

平成 14 年 ３月 景観形成モデル地区（けやき通り地区－本町二丁目－）の指定

平成 16 年12 月 大胡町・宮城村・粕川村と合併、景観法の施行

平成 20 年12 月 前橋市屋外広告物条例の制定（群馬県からの事務移譲）

平成 21 年 ４月 中核市へ移行（景観行政団体へ移行）

　　〃　　年 ５月 富士見村と合併（現在の市域となる）

　　〃　　年 10 月 前橋市景観計画（前計画）の策定

平成 22 年 ３月 前橋市景観条例の制定

平成 24 年 ８月 前橋市違反広告物是正指導計画（第一次）の策定　※現在第三次計画期間中

平成 28 年 ９月 前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
（再エネ条例）の制定

平成 29 年 ９月 広瀬川河畔景観形成重点地区（朔太郎の散歩道）の指定の告示

広瀬川河畔屋外広告物特別規制地区の指定の告示

令和　元年 10 月 前橋市景観資産登録制度の創設

令和　２年 ３月 地区計画等区域に係る色彩基礎調査の実施

令和　７年 ３月 赤城山景観ガイドライン策定
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％

無回答

悪い

どちらかといえば悪い

どちらかといえば良い

良い

3.3％3.3％

2.3％2.3％

16.6％16.6％

56.5％56.5％

21.3％21.3％

2 市民の実感

調査地域 前橋市全域
調査対象 15歳以上の市民

調査対象者数

5,500人（回答者数3,052人、回答率55.5％）
【内訳】
①市民　5,000人
②�本市と包括連携協定等を結んでいる企業・大学等に所属している市民　
500人

抽出方法 大胡町・宮城村・粕川村と合併、景観法の施行
調査方法 前橋市屋外広告物条例の制定（群馬県からの事務移譲）
調査基準日 中核市へ移行（景観行政団体へ移行）
調査期間 富士見村と合併（現在の市域となる）

【Ｑ　あなたは、前橋の景観についてどのように感じていますか】

（１）令和５年度市民アンケート
　景観形成は成果が出るまでに大変長い期間を要するため、本市の取り組みが効果的であったかどうかを直
接測ることは難しいですが、一つの目安となるのが市民アンケートです。
　令和５年度の市民アンケートで景観に関する質問項目を設けたところ、比較的良好な結果が得られました。
なお、良いと答えた方の多くが「自然の豊かさ」をその理由とし、続いて「静かさ」や「落ち着き」を挙げており、
これらが本市を象徴する景観的な特性（景観特性 ）の源泉であると推察されます。
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

無回答

まちなみが雑然としている

活気が少なくさみしい雰囲気

自然や景観が破壊されている

老朽化した建物や看板が多い

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％

無回答

まちなみが雑然としている

活気が少なくさみしい雰囲気

自然や景観が破壊されている

老朽化した建物や看板が多い

1.9％1.9％

38.9％38.9％

81.0％81.0％

13.5％13.5％

56.1％56.1％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

無回答

静かな雰囲気

近代的な雰囲気

落ち着いた雰囲気

おしゃれな建物が多い

歴史的な建物が多い

まちなみが整備されている

自然豊かである

0 10 20 30 40 50 60 70 80

無回答

静かな雰囲気

近代的な雰囲気

落ち着いた雰囲気

おしゃれな建物が多い

歴史的な建物が多い

まちなみが整備されている

自然豊かである

7.0％7.0％

36.0％36.0％

1.1％1.1％

33.1％33.1％

1.8％1.8％

10.0％10.0％

19.9％19.9％

72.8％72.8％

【Ｑ　どのようなところが良いと感じますか】

【Ｑ　どのようなところが悪いと感じますか】

10



（２）対話型説明会等でのアンケート
　令和５年度に実施した市民アンケートを補完するため、令和７年度に対話型説明会と景観に関するアン
ケートを実施したところ、概ね同様の傾向が確認されました。
　とりわけ、市民アンケートから推察されていた「自然の豊かさ 」、「落ち着いた雰囲気 」、「静かな雰囲気 」が
本市を象徴する景観特性であるとの傾向についても同様の結果が得られました。
　対話型説明会の会場は、幅広い年代の意見を聞くため、子育て関連施設のある前橋プラザ元気21や、高校
生学習室（アクエル前橋 ）、また、各地域の自治会にも説明を行いながらアンケートを実施しました。
　今回、新たに追加した自由記載意見では、「好きな歴史を感じる建物 」について、回答者の多くが臨江閣を挙
げており、特に支持が高いことが確認されました。対話型説明会では、若年層を含む年代の方が、臨江閣を選
んだ理由として「行事等で利用したことがある 」といった声もあり、「臨江閣の利用経験が想起と愛着を高め、
選好につながっている 」ものと考えられます。

回答者

居住地域 前橋市82.2％、市外 17.8％

年代
10歳未満 1.6％、10歳代 4.2％、20歳代 6.1％
30歳代 14.1％、40歳代 17.4％、50歳代 21.9％
60歳代 18.1％、70歳代 14.7％、80歳代 1.8％

人数 923人

対話型
説明会等

①
実施日 令和7年 11月 22日（土）、23日（日）
対象 全世代
会場 前橋プラザ元気21　3階通路

②
実施日 令和7年 12月 6日（土）
対象 高校生
会場 令和7年11月12日（水）から令和7年12月11日（木）

③
実施日 令和7年11月12日（水）から令和7年12月11日（木）
対象 各地区自治会

Ⅱ 

前
橋
の
景
観
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性
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0％ 10％ 20％ 30％ 40％

静かな雰囲気

近代的な雰囲気

落ち着いた雰囲気

おしゃれな建物が多い

歴史的な建物が多い

まちなみが整備されている

自然豊かである

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代
50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

40歳代

17.09％17.09％

1.24％1.24％

23.97％23.97％

2.37％2.37％

7.11％7.11％

11.11％11.11％

37.11％37.11％

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 70％60％

悪い

どちらかといえば悪い

どちらかといえば良い

良い

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代
50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

40歳代

1％1％

8％8％

58％58％

33％33％

【Ｑ　あなたは、前橋の景観についてどのように感じていますか】

【Ｑ　どのようなところが良いと感じますか】（複数回答）

12



0％ 5％ 10％ 15％ 20％ 25％ 30％ 35％ 40％ 45％

まちなみが雑然としている

活気が少なくさみしい雰囲気

自然や景観が破壊されている

老朽化した建物や看板が多い

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代
50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

40歳代

25.93％25.93％

40.12％40.12％

9.26％9.26％

24.69％24.69％

【Ｑ　どのようなところが悪いと感じますか】（複数回答）
Ⅱ 

前
橋
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0 50 100 150 200 250 300 350 400（件）

赤城山

赤城山の四季

赤城山からの景色

赤城山南面からの景色、夜景

赤城大沼

広瀬川河畔（柳、桜含む）

アーケード、商店街、
まちなか、馬場川通り

利根川（景観、橋、
サイクリングロード、沿いも含む）

ケヤキ並木通り

臨江閣（周辺も含む）

前橋公園（桜、さちの池や周辺も含む）

るなぱあく（周辺も含む）

群馬県庁（周辺含む）

群馬県庁から見る景色

群馬大橋（景色含む）

ばら園

敷島公園（河川敷、桜含む）

千本桜、桜、ツツジ、イチョウ並木

田園風景

お祭り、花火大会

その他

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代
50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

40歳代

380 件380 件

45 件45 件

115 件115 件

41 件41 件

89 件89 件

59 件59 件

270 件270 件

【Ｑ　「あなたの好きな前橋の風景や自慢の景色」を教えてください】（複数回答）

（その他回答例　覚満淵、グリーンドーム、古墳、桃木川周辺、夕日、赤城神社、整備されたま
ち、敷島浄水場、赤城の鳥居、群馬会館、歴史的な建物や町並み）

14



0 50 100 150 200 250 300 350（件）

臨江閣

るなぱあく

群馬県庁昭和庁舎

群馬会館

前橋城跡地

アーケード通り

市立図書館

前橋刑務所

群馬県民会館

敷島浄水場

旧アメリカンボード宣教師館

阿久沢家住宅

上毛倉庫

旧安田銀行担保倉庫

大竹レンガ蔵

赤レンガ倉庫

総社神社

三夜沢赤城神社

赤城神社

神社仏閣

前橋カトリック教会

教会

古墳

その他

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代
50歳代 60歳代 70歳代 80歳代

40歳代

319 件 319 件 

134 件134 件

81 件81 件

39 件39 件

37 件37 件

67 件67 件

【Ｑ　「あなたの好きな歴史を感じる建物」を教えてください】（複数回答）

（その他回答例　グリーンドーム、東照宮、呑龍横丁、萩原朔太郎記念館、白井屋ホテル、敷島
公園、広瀬川、朔太郎の詩碑、原嶋屋、上電、赤城の大鳥居、大沼湖畔、大胡、群馬総社駅舎、
総社の町並み、蚕糸記念館、天狗岩用水、旧本間酒造、養蚕住宅など）
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3 地域における景観的な特徴

　前計画では、市内の自治会単位で地区を分け、地域の方々の協力を得て各地区の景観的な特徴を網羅した
「地区の目カルテ 」を作成しました。このたびの改定に当たっては、前計画の策定時点からの地区の風景の変
化や、また、新たな施設や特徴的な街並みが現れたのかどうかなど、地域の方々のご協力をいただきながら地
区の特徴を更新しました。

■当地区の特徴と課題
　※各地区の景観に関する特徴と課題についてまとめています。

■データ
【地区指定等 】
地区内の景観形成上重要な地
区指定を挙げています。
　○風致地区
　○歴史的風致に関すること
　○地区計画
　○景観形成重点地区
　　　　　　　　　　など

【主な景観資源 】
景観形成上特徴的な要素につ
いて紹介しています。

■景観形成の方向性
　※地区の景観形成のためには、どのようなことが必要か。
　その方向性についてまとめています。

各地区の地図

前計画の「地区の目カルテ」をベースとして、
地図情報を更新しながら、自治会連合会や対話
型説明会のアンケートで得た地区の景観的な特
徴を新たに追加しました。

【地区名】
ページの見方

16



富士見地区 宮城地区

粕川地区

大胡地区

城南地区

桂萱地区

芳賀地区

永明地区

上川淵地区

下川淵地区

本庁管内

南橘地区

総社地区

元総社地区

東地区

清里地区

地　区　区　分

Ⅱ 

前
橋
の
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性
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■当地区の特徴と課題
　○�整然とした街並みが広がる本市の中心市街地で、JR前橋駅や群馬県庁、商業施設、基幹病院などが集積

し、前橋公園や敷島公園、広瀬川や馬場川などが彩りと潤いをもたらしています。
　○�前橋城の城下町から県庁所在地、生糸のまち、戦後の生産都市へと変遷した歴史の面影が点在することか

ら、地区の一部は歴史的風致維持向上計画の重点区域に指定されています。
　○�中心商店街では、空き店舗や劣化した屋外広告物が景観阻害要因となっていましたが、近年では民間主導

のまちづくりやアート活動が盛んになり、新たな景観形成が進みつつあります。

■データ
【地区指定等 】
　○風致地区
　　・厩城　・敷島
　○歴史的風致維持向上計画重点区域
　　・厩橋地区
　○地区計画
　　①前橋駅南口地区
　　②ＪＲ前橋駅周辺地区
　　③千代田町三丁目地区
　　④昭和町三丁目地区
　　⑤千代田町中心拠点地区
　○景観形成重点地区
　　・広瀬川河畔（久留万橋～厩橋 ）
　○景観形成モデル地区
　　・けやき通り地区－本町二丁目－

■景観形成の方向性
　○広瀬川河畔景観形成重点地区の拡張
　　・歴史的風致維持向上計画（R４）において、景観形成重点地区の拡張が位置付けられています。
　○けやき並木通り（JR前橋駅前～群馬県庁 ）の新たな景観形成施策
　　・�前橋市アーバンデザイン（R１）の策定エリアであり、旧都市景観条例における景観形成モデル地区の

区域も含まれることから、景観形成からのアプローチが求められます。
　○敷島公園周辺の景観のあり方
　　・敷島エリアグランドデザインを生かした周辺エリアのあり方を模索する必要があります。

【本庁管内】

【主な景観資源 】

臨江閣
（国指定重要文化財 ）

前橋公園のハクモクレン
（前橋市景観資産 ）

前橋刑務所レンガ塀及び表門
（前橋市景観資産 ）

群馬県庁昭和庁舎
（国登録有形文化財 ）

広瀬川河畔と比刀根橋
（前橋市景観資産 ）

岩神の飛石
（国指定天然記念物 ）
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国道 17 号 

両毛線 

赤赤城城山山  

●龍海院 
●長昌寺 

厳島神社● 

●前橋刑務所 

●南町公園 

●水神社 
●六供八幡宮・クスノキ 

●壽延寺 

● 

●不二山古墳 

●(天川)二子山古墳 

●天王寺 

●松竹院・クスノキ 
○前橋市消防局 

●孝顕寺 

●永壽寺 

●上毛倉庫 

● 市役所〇 

●群馬会館 
●白井屋ホテル 

●まえばしガレリア 

橋林寺● 
前橋公園● 

●ばら園 

● 

●森巌寺 

●飯玉神社 

前橋文学館 

●愛宕神社 

●諏訪若御子神社 

●旧安田銀行担保倉庫 
●旧奈良製糸所生糸倉庫 

○敷島小 

○三中 

○若宮小 

群大附属小○ ○みずき中 

○城東小 

● 

前橋カトリック教会 
桃井小○ 

●東福寺 
前橋八幡宮 

●龍興寺・養行寺 
●正幸寺 
○中川小 

○城南小 

天川小○ 
五中○ 

○一中 

○六供清掃工場 

○前橋水質浄化センター 

広瀬川美術館 

● 

国道 50号 

上毛電鉄 

● 

景観形成モデル地区（けやき通り地区－本町二丁目－） 

景観形成重点地区（広瀬川河畔） 

○前橋商高 
○前橋清陵高 

八幡宮 

① 

○ 
●妙安寺・大蓮寺 
③ 

○岩神小 

●岩神の飛石 

●群馬大学医学部付属病院 
④ 

○ＪＲ前橋駅 

前橋駅前 
ケヤキ並木通り 

② 

●space Evaのクスノキ 

 

熊野神社● 
⑤ 

原嶋屋総本家 

臨江閣 
● 
●源英寺 

前橋るなぱあく 

群馬県庁昭和庁舎● 

群馬中央病院● 

国道 17号 

前橋公園のハクモクレン● 
前橋東照宮● 

〇 

厩城風致地区 

●敷島公園 

●敷島浄水場 

榛榛名名山山  

敷島風致地区 

前橋女子高校 

○ 

Ⅱ 

前
橋
の
景
観
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■景観形成の方向性 

 ○特徴的な地区景観の保全 

  ・当地区の特徴である「美田」と赤城山の眺望を保全する景観形成施策が求められます。 

 ○拠点施設の道路景観 

  ・前橋赤十字病院の周辺道路は、屋外広告物の適正配置には特に留意する必要があります。 

 

■データ 

【地区指定等】        【主な景観資源】 

 ○地区計画 

  ①西善住宅団地 

②中内地区 

③西善・中内地区 

【上川淵地区】 
■当地区の特徴と課題 

 ○当地区は、整然とした街並みの住宅地と工業地、平坦で広がりのある水田地帯、点在する農村

集落で構成され、「美田」と称される田園風景と大きく開けた赤城山の眺望が特徴的です。 

○住宅地の一部は、「朝倉・広瀬古墳群」を開削した土地であるため、住宅地の中に大小の古墳が

見られる独特の街並みとなっています。 

○農村集落の中には、「環濠屋敷」と呼ばれる古い屋敷構えを備えた住宅が散見されますが、時代

の流れとともに減少傾向にあります。 

 ○令和元年に前橋赤十字病院が移転新築され、周辺道路の拡幅や新設等と相まって地区の発展が

期待される一方、交通事情や地区景観の変化が懸念されています。 

 

上上川川淵淵公公民民館館上上北北分分館館かからら眺眺望望すするる  

赤赤城城山山（（前前橋橋市市景景観観資資産産））  

八幡山古墳 

（国指定史跡） 

環濠屋敷 

●飯飯玉玉神神社社 
○○前前橋橋赤赤十十字字病病院院 

●円円満満寺寺薬薬師師堂堂 

●円円満満寺寺 

○○明明桜桜中中 

○○広広瀬瀬小小 
●亀亀塚塚山山古古墳墳 

●金金冠冠塚塚古古墳墳 

●文文珠珠山山古古墳墳 
●阿阿弥弥陀陀山山古古墳墳 
●山山王王のの宝宝塔塔 禅禅養養寺寺  

● 
○○山山王王小小 

●赤赤城城山山大大明明神神 

 ○○七七中中 

 

●前前橋橋天天神神山山古古墳墳 

●八八幡幡山山古古墳墳 

●飯飯玉玉神神社社 

●永永福福寺寺 

●石石神神神神社社 

○○上上川川淵淵小小 

 

((主主))前前橋橋駒駒形形線線  

((主主))前前橋橋長長瀞瀞線線  
((主主))前前橋橋玉玉村村線線  

○○前前橋橋工工科科大大 

西西光光寺寺● 

春春日日神神社社● 

稲稲荷荷神神社社● 

 

北北関関東東自自動動車車道道  

○○前前橋橋南南ＩＩＣＣ 

 

●上上川川淵淵公公民民館館上上北北分分館館かからら 

 

● 

 眺眺望望すするる赤赤城城山山  

 

田田園園風風景景  

朝朝倉倉・・広広瀬瀬古古墳墳群群  

赤赤城城山山 
榛榛名名山山  

浅浅間間山山  

● 

● 
日日枝枝神神社社 

 
祝祝昌昌寺寺 

 

①① 

 

②② 

 

③③ 

 

■当地区の特徴と課題
　○�当地区は、整然とした街並みの住宅地と工業地、平坦で広がりのある水田地帯、点在する農村集落で構成

され、「美田 」と称される田園風景と大きく開けた赤城山の眺望が特徴的です。
　○�住宅地の一部は、「朝倉・広瀬古墳群 」を開削した土地であるため、住宅地の中に大小の古墳が見られる

独特の街並みとなっています。
　○�農村集落の中には、「環濠屋敷 」と呼ばれる古い屋敷構えを備えた住宅が散見されますが、時代の流れと

ともに減少傾向にあります。
　○�令和元年に前橋赤十字病院が移転新築され、周辺道路の拡幅や新設等と相まって地区の発展が期待され

る一方、交通事情や地区景観の変化が懸念されています。

■データ
【地区指定等 】
　○地区計画
　　①西善住宅団地
　　②中内地区
　　③西善・中内地区

■景観形成の方向性
　○特徴的な地区景観の保全
　　・当地区の特徴である「美田 」と赤城山の眺望を保全する景観形成施策が求められます。
　○拠点施設の道路景観
　　・前橋赤十字病院の周辺道路は、屋外広告物の適正配置には特に留意する必要があります。

【上川淵地区】

【主な景観資源 】

八幡山古墳
（国指定史跡 ）

上川淵公民館上北分館から眺望する
赤城山（前橋市景観資産 ）

環濠屋敷
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■当地区の特徴と課題
　○�当地区は、整然とした街並みの住宅地と工業地、平坦な農地、農村集落で構成され、本市の南の玄関口で

ある北関東自動車道・前橋南IC周辺を中心に発展を続けています。
　○�利根川の橋上からの景色や田園風景越しに見る赤城山の眺望に優れ、点在する環濠屋敷や祭祀に由来す

る歴史的資源が、集落固有の景観を形成しています。
　○�地区内には、北関東自動車道のほかにも地区を縦断・横断する幅員の広い道路が複数あり、地域の一体感

の醸成や地域づくり活動への影響が懸念されています。
　○�ICに隣接する大型ショッピングモールは、本市の新名所として週末には市内外から大勢の来客がありま

すが、それに伴う交通渋滞の発生や住環境への影響が課題となっています。

■データ
【地区指定等 】
　○地区計画
　　①下川地区
　　②亀里地区
　　③前橋南部地区
　　④力丸工業団地
　　　西地区

■景観形成の方向性
　○特徴的な地区景観の保全
　　・当地区の特徴である赤城山の眺望と集落景観を保全する景観形成施策が求められます。
　○拠点周辺の道路景観
　　・ショッピングモールの周辺道路は、屋外広告物の適正配置には特に留意する必要があります。

【下川淵地区】

【主な景観資源 】

亀里町阿内宿の石幢
（市指定重要文化財 ）

極楽寺の大けやき

Ⅱ 

前
橋
の
景
観
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■データ 

【地区指定等】 

 ○地区計画 

  ①五代南部団地 

【主な景観資源】 

 

【芳賀地区】 

■当地区の特徴と課題 

 ○赤城山のふもとに位置し、古くからの住宅地と農地、森林が大半を占め、地区の南部には昭和４

０～５０年代にかけて開発された住宅地（団地）と工業地が広がっています。 

○なだらかな傾斜から見下ろす夜景の美しさに優れ、住宅団地に見られる雛壇状の区画割や、祭祀

に由来する歴史的資源、点在する古墳、養蚕農家などが固有の地区景観を形成しています。 

 ○地区の南北には、国道１７号上武道路と国道３５３号が横断しており、各方面への交通アクセス

は良いものの、地域の一体感の醸成や地域づくり活動への影響が懸念されています。 

■景観形成の方向性 

 ○特徴的な地区景観の保全 

  ・当地区の特徴である南方を見下ろす

眺望と地区景観を保全する景観形

成施策が求められます。 

 ○太陽光発電設備の適正設置 

  ・地区北部で増加している太陽光発電

設備と自然環境・景観との調和を考

える必要があります。 

オブ塚古墳 

（市指定史跡） 

鉄造阿弥陀如来坐像 

（善勝寺・国指定重要文化財） 

端気町から眺望する赤城山

（前橋市景観資産） 

養蚕農家・小林邸 

（前橋市景観資産） 

 ○公営墓地である嶺公園を中心に、北部

には豊かな森林と農地が残されていま

すが、近年、太陽光発電設備の設置が

増加しており、自然環境や景観面への

影響が課題となっています。 

旧嶺小学校 

芳賀小学校 

芳賀中学校 オブ塚古墳 
勝城神社 

善勝寺 

桃ノ木川 

藤沢川 

薬
師
川 

大正用水 

群馬用水 

大峯神社 

国道 353号 

からっ風街道 

五代大日塚古墳 

五代神社 

八幡神社 

嶺城跡 

福徳寺 

嶺公園 

大鳥神社 

心臓血管 
センター駅 

江木駅 

地蔵尊 

南南方方をを見見下下ろろすす眺眺望望  

赤赤城城山山  

榛榛名名山山  

浅浅間間山山  

 

小林邸 

① 

■当地区の特徴と課題
　○�赤城山のふもとに位置し、古くからの住宅地と農地、森林が大半を占め、地区の南部には昭和40～50年

代にかけて開発された住宅地（団地 ）と工業地が広がっています。
　○�なだらかな傾斜から見下ろす夜景の美しさに優れ、住宅団地に見られる雛壇状の区画割や、祭祀に由来す

る歴史的資源、点在する古墳、養蚕農家などが固有の地区景観を形成しています。
　○�地区の南北には、国道17号上武道路と国道353号が横断しており、各方面への交通アクセスは良いもの

の、地域の一体感の醸成や地域づくり活動への影響が懸念されています。
　○�公営墓地である嶺公園を中心に、北部には豊

かな森林と農地が残されていますが、近年、太
陽光発電設備の設置が増加しており、自然環
境や景観面への影響が課題となっています。

■データ
【地区指定等 】
　○地区計画
　　①五代南部団地

【主な景観資源 】

■景観形成の方向性
　○特徴的な地区景観の保全
　　・�当地区の特徴である南方を見下ろす眺望と

地区景観を保全する景観形成施策が求めら
れます。

　○太陽光発電設備の適正設置
　　・�地区北部で増加している太陽光発電設備と

自然環境・景観との調和を考える必要があ
ります。

【芳賀地区】

鉄造阿弥陀如来坐像
（善勝寺・国指定重要文化財 ）

養蚕農家・小林邸
（前橋市景観資産 ）

オブ塚古墳
（市指定史跡 ）

端気町から眺望する赤城山
（前橋市景観資産 ）

22



23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

【桂萱地区】 

■景観形成の方向性 

 ○歴史的風致の維持向上 

  ・当地区の歴史的風致を維持するとともに、来訪者へのおもてなしの向上が求められます。 

 ○都市機能の向上と景観保全のバランス 

  ・駅周辺の機能向上とあわせて、無秩序な市街化の抑制と景観保全を考える必要があります。 

 

■当地区の特徴と課題 

 ○市域の中央部に位置し、古くからの住宅地と農地が大半を占め、本庁管内に隣接する区域と東部

の一部区域には整然とした街並みの住宅地が広がっています。 

○地区の一部は、剣術・新陰流の祖として知られる「上泉伊勢守」にまつわる歴史的風致が認めら

れる範囲となっているほか、祭祀に由来する歴史的資源が各地域固有の景観を形成しています。 

 ○赤城南麓の斜面から続く寺沢川や薬師川、平坦な水田地帯を構成する桃ノ木川や赤城白川など、

東西・南北方向の河川が生み出す斜面地の緑と田園風景が特徴的です。 

■データ 

【地区指定等】 

 ○歴史的風致が 

認められる範囲 

  ・上泉町の一部 

 ○地区計画 

  ①富田地区 

【主な景観資源】 

 

 

 

 

 

 

桃ノ木川 

サイクリングロード 

県立前橋高校○ 

○桂萱中 

○桃瀬小 

●前橋こども公園 

○心臓血管センター駅 

上武道路 

○厩橋病院 

○前橋工高 

○市立養護 

（主）前橋西久保線 

老舗三俣せんべい本店 

（前橋市景観資産） 

上泉伊勢守銅像 

上泉郷蔵 

（県指定史跡） 

○地区内を国道１７号上武道路や主要県道、上

毛電鉄が通り、交通機能が充実していますが、

道路・公益施設間のアクセス向上と地区景観

の保全とのバランスが求められています。 

○江木駅 

○赤坂駅 
●諏訪神社 

○三俣駅 ○片貝駅 ○上泉駅 

○ 

●老舗三俣せんべい本店 
 

○桂萱小 

（主）前橋大間々桐生線 

○桃木小 

●玉泉寺 

○県立健康科学大 

○群大附中 

●上泉郷蔵・上泉伊勢守銅像 

心臓血管センター○ 

●荻窪公園 

●大国主神社・椎の木 

●火の見櫓 
 

●西林寺 

赤赤城城山山  

前橋東高校 

○桂萱東小 

① 

■当地区の特徴と課題
　○�市域の中央部に位置し、古くからの住宅地と農地が大半を占め、本庁管内に隣接する区域と東部の一部区

域には整然とした街並みの住宅地が広がっています。
　○�地区の一部は、剣術・新陰流の祖として知られる「上泉伊勢守 」にまつわる歴史的風致が認められる範囲

となっているほか、祭祀に由来する歴史的資源が各地域固有の景観を形成しています。
　○�赤城南麓の斜面から続く寺沢川や薬師川、平坦な水田地帯を構成する桃ノ木川や赤城白川など、東西・南

北方向の河川が生み出す斜面地の緑と田園風景が特徴的です。
　○�地区内を国道17号上武道路や主要県道、上毛電鉄

が通り、交通機能が充実していますが、道路・公益
施設間のアクセス向上と地区景観の保全とのバラン
スが求められています。

■データ
【地区指定等 】
　○�歴史的風致が認め

られる範囲
　　・上泉町の一部
　○�地区計画
　　①富田地区

【主な景観資源 】

■景観形成の方向性
　○歴史的風致の維持向上
　　・�当地区の歴史的風致を維持するとともに、来訪者へのおもてなしの向上

が求められます。
　○都市機能の向上と景観保全のバランス
　　・�駅周辺の機能向上とあわせて、無秩序な市街化の抑制と景観保全を考え

る必要があります。

【桂萱地区】

上泉郷蔵
（県指定史跡 ）

桃ノ木川
サイクリングロード

上泉伊勢守銅像

老舗三俣せんべい本店
（前橋市景観資産 ）

駅
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■データ 

【地区指定等】         

 ○地区計画 

  ①新前橋駅南地区 

②川曲地区 

③新前橋駅前第二・ 

第三地区 

【主な景観資源】 

■当地区の特徴と課題 

 ○高崎市に隣接する当地区は、利根川の右岸沿いに広がり、昭和４０年代に造成された県内初の

大規模住宅団地に象徴されるようにその大半が住宅地で構成されています。 

○地区北部には、東京・高崎方面からの玄関口である JR新前橋駅があり、駅周辺には公共施設や

商業施設、オフィス、地域中核病院などが集積し、本市の地域核に位置付けられています。 

○利根川や滝川、染谷川沿いの緑地や、道路沿いの街路樹が地域に彩りをもたらす一方、住宅地

内の農地は減少傾向にあり、身近な緑地や赤城山の眺望の保全が課題となっています。 

○複数の鉄道路線が乗り入れる JR新前橋駅は、オフィスや学校などの集積もあって多くの乗降客

が見られますが、駅周辺では屋外広告物が乱立し、駅前景観のあり方が懸念されています。 

 ○ＩＣに隣接する大型ショッピングモールは、本市の新名所として週末には市外からも大勢の来

客がありますが、それに伴う交通渋滞の発生や住環境への影響が課題となっています。 

 

大徳寺総門 

（市指定重要文化財） 

 

新前橋駅前の街並み 

農家表門等・牛込邸 

（前橋市景観資産） 

■景観形成の方向性 

 ○JR新前橋駅周辺の景観のあり方 

  ・本市の西の玄関口であり、都市機能が集積した地区にふさわしい景観形成が求められます。 

 ○地区景観の保全 

  ・生活の中で潤いや安らぎが感じられる地区景観を維持保全する必要があります。 

 

●稲荷神社 

●雷電神社 

●八幡神社 

●稲荷神社 

●稲荷神社 
西福寺● 

諏訪神社● 

大利根緑地● 

新田小 

東中 

東小 

群馬医療福祉大学 

育英高 

ＪＲ新前橋駅 

（（主主））前前橋橋高高崎崎線線  

関関越越自自動動車車道道  

（（主主））前前橋橋長長瀞瀞線線  
新新前前橋橋駅駅川川曲曲線線  

国国道道１１７７号号  

南南部部大大橋橋線線  

江江田田天天川川線線  

箱田中 

●常円寺 

観音堂● 

富士浅間神社● ●大徳寺 

●鏡神社 

大利根小 

●稲荷新田公民館 

両両毛毛線線  

●群馬県済生会 
前橋病院 

●牛込邸 

① 

② 

③ 

【東地区】 

■当地区の特徴と課題
　○�高崎市に隣接する当地区は、利根川の右岸沿いに広がり、昭和40年代に造成された県内初の大規模住宅

団地に象徴されるようにその大半が住宅地で構成されています。
　○�地区北部には、東京・高崎方面からの玄関口であるJR新前橋駅があり、駅周辺には公共施設や商業施設、

オフィス、地域中核病院などが集積し、本市の地域核に位置付けられています。
　○�利根川や滝川、染谷川沿いの緑地や、道路沿いの街路樹が地域に彩りをもたらす一方、住宅地内の農地は

減少傾向にあり、身近な緑地や赤城山の眺望の保全が課題となっています。
　○�複数の鉄道路線が乗り入れるJR新前橋駅は、オフィスや学校などの集積もあって多くの乗降客が見られ

ますが、駅周辺では屋外広告物が乱立し、駅前景観のあり方が懸念されています。

■データ
【地区指定等 】
　○�地区計画
　　①新前橋駅南地区
　　②川曲地区
　　③新前橋駅前第二・
　　　第三地区

【主な景観資源 】

■景観形成の方向性
　○JR新前橋駅周辺の景観のあり方
　　・�本市の西の玄関口であり、都市機能が集積した地区にふさわしい景観形成が求められます。
　○地区景観の保全
　　・�生活の中で潤いや安らぎが感じられる地区景観を維持保全する必要があります。

【東地区】

大徳寺総門
（市指定重要文化財 ）

農家表門等・牛込邸
（前橋市景観資産 ）

新前橋駅前の街並み
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■データ 

【地区指定等】         

 ○風致地区 

  ・厩城 

 〇地区計画 

  ①前橋問屋団地 

 ○歴史的風致が認められる範囲 

  ・元総社町の一部 

  ・元総社町一～三丁目の一部 

【主な景観資源】 

【元総社地区】 

■当地区の特徴と課題 

 ○中心市街地に隣接する当地区は、東京・高崎方面からの大動脈である国道１７号や関越自動車

道前橋 ICに象徴されるように、本市における交通の要衝として発展を続けています。 

○昭和３０年代から始まった土地区画整理により都市的に整備された区域が多く、整然とした街

並みの住宅地のほか、商業地や工業地などの多様な用途が集積しているのが特徴です。 

○古墳や国府跡、千年以上の歴史を有する古社などの存在から「東国文化の中心地」と称されて

おり、地区の一部はそれらにまつわる歴史的風致が認められる範囲となっています。 

○都市的な整備が進む一方で、当地区ならではの豊かな歴史が感じられにくくなってきており、

緑地も減少傾向にあることから、自然的景観や歴史的風致の維持向上が課題となっています。 

○複数の鉄道路線が乗り入れる JR新前橋駅は、オフィスや学校などの集積もあって多くの乗降客

が見られますが、駅周辺では屋外広告物が乱立し、駅前景観のあり方が懸念されています。 

 ○ＩＣに隣接する大型ショッピングモールは、本市の新名所として週末には市外からも大勢の来

客がありますが、それに伴う交通渋滞の発生や住環境への影響が課題となっています。 

 

総社神社 

（県指定重要文化財） 

 

王山古墳 

（市指定史跡） 

群馬大橋付近から望む 

赤城山 

（前橋市景観資産） 

■景観形成の方向性 

 ○前橋 IC周辺～国道１７号の沿道景観のあり方 

  ・東京・高崎方面からの入り口として、前橋らしさを感じられる沿道景観が求められます。 

 ○歴史的風致と自然的景観の保全 

  ・都市整備を進める際には、地区固有の歴史性や緑地の保全に十分配慮する必要があります 

 

●上野国分寺跡 

●大友神社 

元総社小 
（（県県））足足門門前前橋橋線線  

国国道道１１７７号号  

中中央央大大橋橋線線  

（（県県））石石倉倉大大渡渡線線  

西西部部環環状状線線  

関関越越自自動動車車道道  

●総社神社 

元総社南小 

●釈迦尊寺 

群馬工業高専 

（（主主））前前橋橋安安中中富富岡岡線線  

厩城風致地区 

●菅原神社 

両両毛毛線線  

上上越越線線  
●昌楽寺 

●徳蔵寺 

●銀杏並木の青葉 ●蒼海宿 

蒼海宿 

（前橋市景観資産） 

 

が美しい 

●丁間稲荷 

（県）大友町西通線 

① ●王山古墳 

●覚王寺 

●大渡緑地 

■当地区の特徴と課題
　○�中心市街地に隣接する当地区は、東京・高崎方面からの大動脈である国道17号や関越自動車道前橋ICに

象徴されるように、本市における交通の要衝として発展を続けています。
　○�昭和30年代から始まった土地区画整理により都市的に整備された区域が多く、整然とした街並みの住宅

地のほか、商業地や工業地などの多様な用途が集積しているのが特徴です。
　○�古墳や国府跡、千年以上の歴史を有する古社などの存在から「東国文化の中心地 」と称されており、地区

の一部はそれらにまつわる歴史的風致が認められる範囲となっています。
　○�都市的な整備が進む一方で、当地区ならではの豊かな歴史が感じられにくくなってきており、緑地も減少

傾向にあることから、自然的景観や歴史的風致の維持向上が課題となっています。

■景観形成の方向性
　○�前橋IC周辺～国道17号の沿道景観のあり方
　　・�東京・高崎方面からの入り口として、前橋

らしさを感じられる沿道景観が求められ
ます。

　○�歴史的風致と自然的景観の保全
　　・�都市整備を進める際には、地区固有の歴史

性や緑地の保全に十分配慮する必要があ
ります

【元総社地区】

■データ
【地区指定等 】
　○�風致地区
　　・厩城
○�地区計画
　①前橋問屋団地
○�歴史的風致が認められる

範囲
　・元総社町の一部
　・�元総社町一～三丁目の

一部
【主な景観資源 】

総社神社
（県指定重要文化財 ）

群馬大橋付近から望む赤城山
（前橋市景観資産 ）

王山古墳
（市指定史跡 ）

蒼海宿
（前橋市景観資産 ）
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前
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【総社地区】 

■当地区の特徴と課題 

 ○当地区には古代から近代にかけての歴史的資源が数多く残ることから、市内では「歴史の宝庫」

として認識されており、地区の一部は歴史的風致維持向上計画の重点区域に指定されています。 

○地区内には、整然とした街並みの住宅地や商業地、工業地が見られ、JR群馬総社駅周辺整備や

隣接する吉岡町の人口集積なども相まって、地区のますますの発展が期待されています。 

○不整形な宅地や込み入った道路が多く見られる区域では、古墳や寺社の敷地の際まで住宅が建

設されるなど、歴史的資源との調和が課題となっています。 

○まとまった農地がある地区の南西部には、「養蚕農家とかしぐね」から成る独特の集落景観が残

されていますが、社会情勢の変化等により、その維持保全が懸念されています。 

 

■データ 

【地区指定等】 

 ○風致地区 ・敷島 

 ○歴史的風致維持向上 

計画重点区域 

  ・総社及び総社山王地区 

 ○地区計画  ①大屋敷 

        ・前橋問屋団地 

【主な景観資源】 

総社古墳群 

（国指定史跡） 

天狗岩用水 

（世界かんがい施設遺産） 

総社秋元公歴史まつり 養蚕住宅群とかしぐね 

（前橋市景観資産） 

 

●伊非丹神社 

●一本木稲荷神社 

● 

神明宮● 

●大渡緑地 

敷島風致地区 

総総社社町町本本通通線線  

前前橋橋箕箕郷郷線線  

大大
友友
町町
西西
通通
線線  

関関
越越
自自
動動
車車
道道  

●神明宮 
総社資料館 

元総社北小 

上上越越線線  

大渡橋から眺望する赤城山 

（前橋市景観資産） 

一本木稲荷神社 

（前橋市景観資産） 

●馬頭観世音 
群馬総社駅 

第六中 

光巌寺● 
宝塔山古墳● 

元総社中 

● 
蛇穴山古墳 

●(総社)二子山古墳 

●愛宕山古墳 

総社小 

●天狗岩用水 
●諏訪神社 

■景観形成の方向性 

 ○JR群馬総社駅周辺の景観のあり方 

  ・本市の北の玄関口であり、歴史の宝庫の入り口にふさわしい景観形成が求められます。 

 ○歴史的風致の維持向上 

  ・歴史的資源と住宅地との調和、固有の集落景観の維持保全を図る必要があります 

 

神明宮 

① 

日枝神社● 
山王廃寺跡 

養蚕住宅群とかしぐね 

●熊谷稲荷神社 
●遠見山古墳 

●巣鳥神社 

●旧本間酒造 

勝山小 
●元景寺 

■当地区の特徴と課題
　○�当地区には古代から近代にかけての歴史的資源が数多く残ることから、市内では「歴史の宝庫 」として認

識されており、地区の一部は歴史的風致維持向上計画の重点区域に指定されています。
　○�地区内には、整然とした街並みの住宅地や商業地、工業地が見られ、JR群馬総社駅周辺整備や隣接する

吉岡町の人口集積なども相まって、地区のますますの発展が期待されています。
　○�不整形な宅地や込み入った道路が多く見られる区域では、古墳や寺社の敷地の際まで住宅が建設される

など、歴史的資源との調和が課題となっています。
　○�まとまった農地がある地区の南西部には、「養蚕農家とかしぐね 」から成る独特の集落景観が残されてい

ますが、社会情勢の変化等により、その維持保全が懸念されています。

■データ
【地区指定等 】
　○風致地区
　　・敷島
　○�歴史的風致維持向上計画重点区域
　　・総社及び総社山王地区
　○地区計画　①大屋敷
　　　　　　　・前橋問屋団地

【主な景観資源 】

【総社地区】

総社古墳群
（国指定史跡 ）

養蚕住宅群とかしぐね
（前橋市景観資産 ）

大渡橋から眺望する赤城山
（前橋市景観資産 ）

天狗岩用水
（世界かんがい施設遺産 ）

総社秋元公歴史まつり

一本木稲荷神社
（前橋市景観資産 ）

■景観形成の方向性
　○JR群馬総社駅周辺の景観のあり方
　　・本市の北の玄関口であり、歴史の宝庫の入り口にふさわしい景観形成が求められます。
　○歴史的風致の維持向上
　　・歴史的資源と住宅地との調和、固有の集落景観の維持保全を図る必要があります
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【南橘地区】 

■当地区の特徴と課題 

 ○本市の大動脈の一つである国道１７号沿線を中心に発展を続ける地区で、令和５年には国道１

７号上武道路沿いに「道の駅まえばし赤城」がオープンし、多くの来訪者を集めています。 

○赤城南麓の最西端に位置し、なだらかな傾斜地と広い平坦地で構成され、地区の４割は農地や

古くからの住宅地で、６割は整然とした街並みの住宅地や商業地が広く分布しています。 

○広瀬川や桃ノ木川などが貫流する、赤城山と利根川に囲まれた風光明媚な土地であることに加

え、大規模なスポーツ競技場や教育機関の集積も相まって、市内屈指の人口集積があります。 

○国道１７号などの既存の幹線道路沿線で見られる屋外広告物の乱立への対応と、国道１７号上

武道路などの新たな幹線におけるこれからの道路景観のあり方が懸念されています。 

●宝林寺 

●真珠寺 

●大興寺 

●前橋ゴルフ場 

▲片石山 

■中小沼 

▲八幡山 

群馬大 

南橘中 

敷島風致地区 

（（県県））津津久久田田停停車車場場前前橋橋線線  

（（県県））南南新新井井前前橋橋線線  

国国道道１１７７号号  

橘山風致地区 

県総合スポーツ
センター 

国国道道１１７７号号  

●菅原神社 
●日輪寺 

●愛宕神社 

●神明宮 

●細井神社 

●赤城神社 

■景観形成の方向性 

 ○国道１７号の沿道景観のあり方 

  ・にぎやかなロードサイドにあっても、周辺との調和に配慮した沿道景観が求められます。 

 ○拠点施設の道路景観 

  ・道の駅まえばし赤城の周辺道路は、屋外広告物の適正配置には特に留意する必要があります。 

 

 

 

●塩原家住宅 

●道道のの駅駅ままええばばしし赤赤城城 

■データ 

【地区指定等】 

○風致地区 

 ・敷島 

・橘山 

○地区計画 

 ①上細井住宅団地 

 ②下細井住宅団地 

 ③北代田町東地区 

【主な景観資源】 

塩原家住宅 

（国指定重要文化財） 

道の駅まえばし赤城 

鎌倉坂 

●雷電神社 
 福守神社 

●杵島神社 

荒牧小 

●金剛寺 
 

●龍蔵寺 

細井小 
鎌倉中 

市立前橋高 

●八幡宮 

（（主主））前前橋橋西西久久保保線線  

（（県県））四四ツツ塚塚原原之之郷郷前前橋橋線線  

光運寺● 

●下小出赤城神社 

((主主))前前橋橋赤赤城城線線  

鎌倉坂 

① 

② 

③ 

▲橘山 

政淳寺● 

●田口緑地 

塩原塚古墳● 

●香集禅寺 

■当地区の特徴と課題
　○�本市の大動脈の一つである国道17号沿線を中心に発展を続ける地区で、令和５年には国道17号上武道

路沿いに「道の駅まえばし赤城 」がオープンし、多くの来訪者を集めています。
　○�赤城南麓の最西端に位置し、なだらかな傾斜地と広い平坦地で構成され、地区の４割は農地や古くからの

住宅地で、６割は整然とした街並みの住宅地や商業地が広く分布しています。
　○�広瀬川や桃ノ木川などが貫流する、赤城山と利根川に囲まれた風光明媚な土地であることに加え、大規模

なスポーツ競技場や教育機関の集積も相まって、市内屈指の人口集積があります。
　○�国道17号などの既存の幹線道路沿線で見られる屋外広告物の乱立への対応と、国道17号上武道路など

の新たな幹線におけるこれからの道路景観のあり方が懸念されています。

■データ
【地区指定等 】
　○�風致地区
　・敷島
　・橘山
　○地区計画
　　①上細井住宅団地
　　②下細井住宅団地
　　③北代田町東地区

【主な景観資源 】

■景観形成の方向性
　○国道17号の沿道景観のあり方
　　・�にぎやかなロードサイドにあっても、周辺との調和に配慮した沿道景観

が求められます。
　○拠点施設の道路景観
　　・�道の駅まえばし赤城の周辺道路は、屋外広告物の適正配置には特に留意

する必要があります。

【南橘地区】

塩原家住宅
（国指定重要文化財 ）

道の駅まえばし赤城

鎌倉坂
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■データ 

【地区指定等】        【主な景観資源】 

 ○地区計画 

  ①駒寄スマート IC周辺地区 

 

 

神明宮 

天明寺 

八幡宮 

瑞雲寺 

淡島神社 

菅原神社 八幡神社 

前橋西高校 

諏訪神社 

八幡宮 

熊野神社 

正法寺 

清里小学校 

前橋高等特別 
支援学校 

（（
主主
））
高高
崎崎
渋渋
川川
線線  

牛池川 

午王頭川 

【清里地区】 

■当地区の特徴と課題 

 ○本市の最西端、榛名山の東麓に位置す

る当地区は、養蚕が盛んであった名残

から現在も農地が多く、農村集落と主

要幹線沿いの住宅地、地区南部の住宅

団地で構成されています。 

○江戸時代に三国街道（佐渡往還）であ

った地区西部の県道沿いには、現在も

重厚な蔵や板塀が残り、金古宿（高崎

市金古町）から続く街道集落の古い街

並みを垣間見ることができます。 

○かつて高名な養蚕家を輩出した当地

区には、現在も大型の養蚕農家住宅が

点在しますが、蔵や板塀の街並みとと

もに減少傾向にあり、地区の歴史をい

かに語り継ぐかが課題となっていま

す。 

○関越自動車道駒寄スマート IC 周辺で

は、ショッピングモールの開業（吉岡

町側）や工業団地の開発計画などか

ら、大型の建物や屋外広告物と地区景

観の調和が懸念されています。 

野良犬獅子舞（清野町八幡宮） 

（市指定重要無形民俗文化財） 

 

旧街道沿いの街並み 養蚕農家・小池邸 

（前橋市景観資産） 

■景観形成の方向性 

 ○地区の歴史の継承 

  ・地区の誇りある歴史を語り継ぎ、保全する機運の醸成が求められます。 

 ○拠点施設の道路景観 

  ・駒寄スマート ICの周辺道路は、屋外広告物の適正配置には特に留意する必要があります。 

 

 

小池邸 

旧街道沿いの街並み 

① 

■当地区の特徴と課題
　○�本市の最西端、榛名山の東麓に位

置する当地区は、養蚕が盛んで
あった名残から現在も農地が多
く、農村集落と主要幹線沿いの住
宅地、地区南部の住宅団地で構成
されています。

　○�江戸時代に三国街道（佐渡往還 ）
であった地区西部の県道沿いに
は、現在も重厚な蔵や板塀が残り、
金古宿（高崎市金古町 ）から続く
街道集落の古い街並みを垣間見る
ことができます。

　○�かつて高名な養蚕家を輩出した当
地区には、現在も大型の養蚕農家
住宅が点在しますが、蔵や板塀の
街並みとともに減少傾向にあり、
地区の歴史をいかに語り継ぐかが
課題となっています。

　○�関越自動車道駒寄スマートIC周辺
では、ショッピングモールの開業

（吉岡町側 ）や工業団地の開発計画
などから、大型の建物や屋外広告
物と地区景観の調和が懸念されて
います。

■データ
【地区指定等 】
　○地区計画
　　①駒寄スマート
　　　IC周辺地区

■景観形成の方向性
　○地区の歴史の継承
　　・地区の誇りある歴史を語り継ぎ、保全する機運の醸成が求められます。
　○拠点施設の道路景観
　　・駒寄スマートICの周辺道路は、屋外広告物の適正配置には特に留意する必要があります。

【清里地区】

【主な景観資源 】

野良犬獅子舞（清野町八幡宮 ）
（市指定重要無形民俗文化財 ）

旧街道沿いの街並み 養蚕農家・小池邸
（前橋市景観資産 ）
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●上野神社 

●萬福寺 

○○永明小 

●ラウンドアバウト 

■景観形成の方向性 

 ○特徴的な地区景観の保全 

  ・当地区の特徴である景観資源や赤城山の眺望を保全する景観形成施策が求められます。 

 ○主要幹線の道路景観 

  ・交通量の多い幹線道路沿いでは、屋外広告物の適正配置には特に留意する必要があります。 

○○駒形駅 

旧宿場の面影 
（造り酒屋） 

○○駒形小 
○○駒形ＩＣ 

●駒形神社 
●真楽寺 

●前橋藩刑場跡供養塔道しるべ 

●天川松並木 

○○前橋大島駅 

北関東自動車道 
■データ 

【主な景観資源】 

 

天川松並木 

 

旧街道沿いの街並み 

（駒形神社） 

小島田の阿弥陀如来坐像● 
小島田の供養碑● 

○○木瀬中 

●稲荷神社 

●蓮花院 
●今宮八幡宮 

●妙法寺 

●大泉寺 
●八幡宮 

●浄土院 

■当地区の特徴と課題 

 ○本庁管内に隣接する区域と南方の飛び地となっている区域では、整然とした街並みの住宅地と

工業地が見られ、東部には古くからの住宅地と平坦な農地、農村集落が広がっています。 

○この地はかつて古利根川の河道であったことから、河原石が含まれる砂地でも良く育つ梨の栽

培が古くから盛んで、広い範囲で果樹園や直売所が建ち並ぶ風景を見ることができます。 

○地区西部の県道沿いの古い松並木や、明治時代に創業した造り酒屋、戦国時代に創建した古社、

国道５０号から見える赤城山を背景とする田園風景などが特徴的な景観です。 

○北関東自動車道や国道５０号、JR両毛線が地区内を縦横に通っており、交通利便性が高い反面、

地域の一体感の醸成や周辺景観との調和、屋外広告物の乱立などが懸念されています。 

【永明地区】 

■データ 

【地区指定等】 

 〇地区計画 

①下大島東地区 

① 

■当地区の特徴と課題
　○�本庁管内に隣接する区域と南方の飛び地となっている区域では、整然とした街並みの住宅地と工業地が

見られ、東部には古くからの住宅地と平坦な農地、農村集落が広がっています。
　○�この地はかつて古利根川の河道であったことから、河原石が含まれる砂地でも良く育つ梨の栽培が古く

から盛んで、広い範囲で果樹園や直売所が建ち並ぶ風景を見ることができます。
　○�地区西部の県道沿いの古い松並木や、明治時代に創業した造り酒屋、戦国時代に創建した古社、国道50

号から見える赤城山を背景とする田園風景などが特徴的な景観です。
　○�北関東自動車道や国道50号、JR両毛線が地区内を縦横に通っており、交通利便性が高い反面、地域の一

体感の醸成や周辺景観との調和、屋外広告物の乱立などが懸念されています。

■景観形成の方向性
　○特徴的な地区景観の保全
　　・当地区の特徴である景観資源や赤城山の眺望を保全する景観形成施策が求められます。
　○主要幹線の道路景観
　　・交通量の多い幹線道路沿いでは、屋外広告物の適正配置には特に留意する必要があります。

【永明地区】

■データ
【地区指定等 】
　〇地区計画
　　①下大島東地区

■データ
【主な景観資源 】

天川松並木 旧街道沿いの街並み
（駒形神社 ）
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【城南地区】 

 

■当地区の特徴と課題 

 ○赤城南麓の緩やかな傾斜からなる水田地帯で、田園の中に農村集落が点在する風景が大半を占

め、一部の区域には整然とした街並みの住宅地や工業団地が見られます。 

○大室古墳群に象徴されるように、当地区には数多くの歴史的資源があり、中でも赤城山信仰に

由来する古社や伝統行事が残る区域は、歴史的風致が認められる範囲となっています。 

○JR駒形駅の北側には、学校法人が運営するこども園から大学までの各教育施設が集積し、周辺

には複数の専門学校も立地していることから、学園都市を想起させる街並みとなっています。 

○北関東自動車道や国道５０号、国道１７号上武道路、JR両毛線が地区内を縦横に通っており、

地域の一体感の醸成や周辺景観との調和、屋外広告物の乱立などが懸念されています。 

■データ 

【地区指定等】 

 ○地区計画 

  ①荒砥工業団地 

  ②富田地区（一部） 

  ③多田山産業団地 

  ④東大室地区 

 ○歴史的風致が認められる範囲 

  ・二之宮町の一部 

  ・下大屋町の一部 

 

■景観形成の方向性 

 ○特徴的な地区景観と歴史的風致の保全 

  ・当地区の特徴である景観資源や歴史的風致、農村景観を保全

する景観形成施策が求められます。 

 ○主要幹線道路沿いの景観 

  ・交通量の多い幹線道路沿いでは、屋外広告物の適正配置には

特に留意する必要があります。 

 

 

 

赤城神社 

慈照院 

梅化神社 
前橋総合運動公園 

城南支所 

大室小 

女堀 

女堀 

今井神社 

富田の宝塔 

大室古墳群 
大室公園 

二之宮小 

荒砥中 

伊勢山古墳 

観昌寺 

東大室神社 

共愛学園高・中 

近戸神社 

女堀 

正法院 
観音堂 

三柱神社 
西大室公民館 
大室神社 

湯清寺 

近戸神社 

二宮赤城神社 

最善寺 

浅間神社 

泉蔵寺 

笂井小 

前橋国際大学 稲荷神社 

井出上神社 

赤城神社 

無量壽寺 

霊符尊神社 

荒子神社 

寝姿観音と田園逆さ赤城 

荒子小 

荒砥富士山古墳 

円明寺 

泉沢町公民館 

産泰神社 

北関東自動車道 

(主)藤岡大胡線 

国道 17号 

国道 50号 

(主)伊勢﨑大胡線 

両毛線 

ＪＲ駒形駅 

【主な景観資源】 

大室古墳群 

（国指定史跡） 

 

産泰神社 

（県指定重要文化財） 

寝姿観音と田園逆さ赤城 

（前橋市景観資産） 

泉沢神社 ① 

② 

④ 

③ 

■当地区の特徴と課題
　○�赤城南麓の緩やかな傾斜からなる水田地帯で、田園の中に農村集落が点在する風景が大半を占め、一部の

区域には整然とした街並みの住宅地や工業団地が見られます。
　○�大室古墳群に象徴されるように、当地区には数多くの歴史的資源があり、中でも赤城山信仰に由来する古

社や伝統行事が残る区域は、歴史的風致が認められる範囲となっています。
　○�JR駒形駅の北側には、学校法人が運営するこども園から大学までの各教育施設が集積し、周辺には複数

の専門学校も立地していることから、学園都市を想起させる街並みとなっています。
　○�北関東自動車道や国道50号、国道17号上武道路、JR両毛線が地区内を縦横に通っており、地域の一体

感の醸成や周辺景観との調和、屋外広告物の乱立などが懸念されています。

【主な景観資源 】

■データ
【地区指定等 】
　○地区計画
　　①荒砥工業団地
　　②富田地区（一部 ）
　　③多田山産業団地
　　④東大室地区
　○歴史的風致が認められる範囲
　　・二之宮町の一部
　　・下大屋町の一部

■景観形成の方向性
　○特徴的な地区景観と歴史的風致の保全
　　・�当地区の特徴である景観資源や歴史的風致、農村景観を保全する景観

形成施策が求められます。
　○主要幹線道路沿いの景観
　　・�交通量の多い幹線道路沿いでは、屋外広告物の適正配置には特に留意

する必要があります。

【城南地区】

大室古墳群
（国指定史跡 ）

寝姿観音と田園逆さ赤城
（前橋市景観資産 ）

産泰神社
（県指定重要文化財 ）
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道の駅 

ぐりーんふらわー牧場・大胡 

【宮城地区】 

【大胡地区】 
■当地区の特徴と課題 

 ○赤城の裾野に位置し、北部は山林が占め、南部は農地・農村集落、上毛電鉄沿線や主要道路沿

いは古くからの整然とした街並みの住宅地や新興住宅地、商業地が広がっています。 

○大胡城の城下町・日光裏街道の宿場町として栄えた区域には、大胡城跡や歴史ある寺社が多く

残るほか伝統行事も継承されており、歴史的風致が認められる範囲となっています。 

○地区の中央を流れる荒砥川沿いは南方に視界が開け、豊かな緑と高い空を感じられるとともに、

川沿いの土手には季節感のある風景が見られ、特徴的な地区景観を形成しています。 

○道の駅ぐりーんふらわー牧場・大胡は本市の観光資源の一つですが、近年、周辺の農地や森林

で太陽光発電設備の設置が増加しており、自然環境や景観面への影響が課題となっています。 

 
■データ 

【地区指定等】   

 ○歴史的風致が認められる範囲 

  ・大胡町の一部 

  ・堀越町の一部 

  ・河原浜町の一部 

【主な景観資源】 

大胡城跡 

（県指定史跡） 

上毛電気鉄道大胡駅駅舎 

（国登録有形文化財） 

養林寺の山門 

（前橋市景観資産） 

■景観形成の方向性 

 ○特徴的な地区景観と歴史的風致の保全 

  ・当地区の特徴である荒砥川沿いの風景や

歴史的風致を保全する景観形成施策が求

められます。 

 ○太陽光発電設備の適正設置 

  ・地区北部で増加している太陽光発電設備

と自然環境・景観との調和を考える必要

があります。 

 

 

八柱神社 

滝窪小金丸分校 

大胡総合運動公園 

長善寺 
養林寺 

金蔵院 

愛宕神社 
応昌寺 

円城寺 

長興寺 

大胡中 

横沢の石塔婆 

滝窪小 

道の駅/ぐりーんふらわー牧場・大胡 

堀越共同墓地の石幢 

柊薬師 

大胡神社 

大胡支所 

大胡城跡 
大胡東小 

勝念寺 

道しるべ 大胡小 

満善寺 堀越古墳 

赤城南面広域農道 

国道 353号線 

鹿沼家墓地の石幢 

上毛電鉄大胡駅 

樋越駅 

上毛電鉄 

(主)前橋大間々桐生線 
龍性寺 

(主)渋川大胡線 

(主)四ツ塚原之郷前橋線 

■当地区の特徴と課題
　○�赤城の裾野に位置し、北部は山林が占め、南部は農地・農村集落、上毛電鉄沿線や主要道路沿いは古くか

らの整然とした街並みの住宅地や新興住宅地、商業地が広がっています。
　○�大胡城の城下町・日光裏街道の宿場町として栄えた区域には、大胡城跡や歴史ある寺社が多く残るほか

伝統行事も継承されており、歴史的風致が認められる範囲となっています。
　○�地区の中央を流れる荒砥川沿いは南方に視界が開け、豊かな緑と高い空を感じられるとともに、川沿いの

土手には季節感のある風景が見られ、特徴的な地区景観を形成しています。
　○�道の駅ぐりーんふらわー牧場・大胡は本市の観光資源の一つですが、近年、周辺の農地や森林で太陽光発

電設備の設置が増加しており、自然環境や景観面への影響が課題となっています。

■データ
【地区指定等 】
　○歴史的風致が認められる範囲
　　・大胡町の一部
　　・堀越町の一部
　　・河原浜町の一部

【主な景観資源 】

■景観形成の方向性
　○特徴的な地区景観と歴史的風致の保全
　　・�当地区の特徴である荒砥川沿いの風景や歴

史的風致を保全する景観形成施策が求めら
れます。

　○太陽光発電設備の適正設置
　　・�地区北部で増加している太陽光発電設備と

自然環境・景観との調和を考える必要があ
ります。

【大胡地区】

大胡城跡
（県指定史跡 ）

道の駅
ぐりーんふらわー牧場・大胡

上毛電気鉄道大胡駅駅舎
（国登録有形文化財 ）

養林寺の山門
（前橋市景観資産 ）
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■当地区の特徴と課題 

 ○赤城の裾野から荒山山頂までを範囲とする当地区は、その約半分が山林に覆われ、見晴らしが

良い高標高地には別荘地が点在し、緩斜面地には農地と農村集落が広がっています。 

○古くは旧石器時代からの遺跡や古墳、石造物など数多くの歴史的資源が残されており、特に、

赤城山信仰の本山とされる神社と参道沿いは、歴史的風致が認められる範囲となっています。 

○赤城南面千本桜、歴史ある寺社、釣り堀、赤城温泉郷など、数多くの観光資源がある一方で、

観光地としての景観的なまとまりの弱さが指摘されています。 

○近年、観光施設や歴史的資源、別荘地などの周辺で太陽光発電設備の設置が増加しており、自

然環境や景観面への影響が課題となっています。 

 

■景観形成の方向性 

 ○観光資源、農村景観、歴史的風致の活用 

  ・当地区の特徴である観光資源、農村景観

と歴史的風致を生かした、まとまりのあ

る景観形成が求められます。 

 ○太陽光発電設備の適正設置 

  ・観光施設や歴史的資源の周辺で増加して

いる太陽光発電設備と自然環境・景観と

の調和を考える必要があります。 

 

■データ 

【地区指定等】   

 ○歴史的風致が認められる範囲 

  ・三夜沢町の一部 

  ・柏倉町の一部 

【主な景観資源】 

阿久沢家住宅 

（国指定史重要文化財） 

赤城南面千本桜 

馬場の大燈籠 

（市指定史跡） 

三夜沢赤城神社参道松並木 

（前橋市景観資産） 

 

櫃石 

大穴のブナ 

たわらスギ 

輿懸 

滝沢温泉 

赤城南面 

千本桜 

住吉神社 

小池文七郎の墓 
市之関縄文前期遺跡 

白山古墳 

赤城塔 

八幡神社 

赤芝牧場 

諏訪神社 

凝灰岩石仏 

宮城小 

宮城中 

宮城支所 

苗ヶ島町の 

ヒガンバナ 

丸山の碑 

板碑石塔群 

道祖神 

東昌寺 

諏訪神社 

柏倉殿替戸砦跡 

石殿 

三夜沢赤城神社 

参道松並木 

三夜沢赤城神社 

忠治温泉 

忠治の赤城塔 

枡形遺跡 

薬師堂 

馬場の大灯篭 

薬師堂 

石殿・凝灰岩石仏 

若葉養護 
赤城神社惣門 

斉藤多須久翁の碑 

金剛寺 

赤城高原 

温泉 

苗島神社 

稲荷神社 

馬頭観音の碑 

宿の平城跡 

総合運動場 

阿久沢家住宅 

ぐんま 

フラワーパークプラス 

赤城温泉 

大前田英五郎の墓 

爪引き不動尊 

赤城寺 

鼻毛石河原の石造地蔵菩薩立像 

鼻毛石河原の双体道祖神 

五輪塔 

凝灰岩薬師石仏 

大前田地蔵菩薩石像 

大前田内出屋敷跡 

赤城南面広域農道 

国道 353号線 

(主)四ツ塚原之郷前橋線 

(主)大胡赤城線 

(主)三夜沢国定停車場線 

荒山 

鍋割山 

ミナヅキ通り 

半ノ木の庚申塔 

【宮城地区】 
■当地区の特徴と課題
　○�赤城の裾野から荒山山頂までを範囲とする当地区は、その約半分が山林に覆われ、見晴らしが良い高標高

地には別荘地が点在し、緩斜面地には農地と農村集落が広がっています。
　○�古くは旧石器時代からの遺跡や古墳、石造物など数多くの歴史的資源が残されており、特に、赤城山信仰

の本山とされる神社と参道沿いは、歴史的風致が認められる範囲となっています。
　○�赤城南面千本桜、歴史ある寺社、釣り堀、赤城温泉郷など、数多くの観光資源がある一方で、観光地とし

ての景観的なまとまりの弱さが指摘されています。
　○�近年、観光施設や歴史的資源、別荘地などの周辺で太陽光発電設備の設置が増加しており、自然環境や景

観面への影響が課題となっています。

■データ
【地区指定等 】　　
　○歴史的風致が認められる範囲
　　・三夜沢町の一部
　　・柏倉町の一部

【主な景観資源 】

■景観形成の方向性
　○観光資源、農村景観、歴史的風致の活用
　　・�当地区の特徴である観光資源、農村

景観と歴史的風致を生かした、まと
まりのある景観形成が求められます。

　○太陽光発電設備の適正設置
　　・�観光施設や歴史的資源の周辺で増加

している太陽光発電設備と自然環
境・景観との調和を考える必要があ
ります。

【宮城地区】

三夜沢赤城神社参道松並木
（前橋市景観資産 ）

阿久沢家住宅
（国指定史重要文化財 ）

赤城南面千本桜

馬場の大燈籠
（市指定史跡 ）
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■当地区の特徴と課題 

 ○赤城の裾野から荒山山頂までを範囲とする当地区は、その約半分が山林に覆われ、見晴らしが

良い高標高地には別荘地が点在し、緩斜面地には農地と農村集落が広がっています。 

○古くは旧石器時代からの遺跡や古墳、石造物など数多くの歴史的資源が残されており、特に、

赤城山信仰の本山とされる神社と参道沿いは、歴史的風致が認められる範囲となっています。 

○赤城南面千本桜、歴史ある寺社、釣り堀、赤城温泉郷など、数多くの観光資源がある一方で、

観光地としての景観的なまとまりの弱さが指摘されています。 

○近年、観光施設や歴史的資源、別荘地などの周辺で太陽光発電設備の設置が増加しており、自

然環境や景観面への影響が課題となっています。 

 

■景観形成の方向性 

 ○観光資源、農村景観、歴史的風致の活用 

  ・当地区の特徴である観光資源、農村景観

と歴史的風致を生かした、まとまりのあ

る景観形成が求められます。 

 ○太陽光発電設備の適正設置 

  ・観光施設や歴史的資源の周辺で増加して

いる太陽光発電設備と自然環境・景観と

の調和を考える必要があります。 

 

■データ 

【地区指定等】   

 ○歴史的風致が認められる範囲 

  ・三夜沢町の一部 

  ・柏倉町の一部 

【主な景観資源】 

阿久沢家住宅 

（国指定史重要文化財） 

赤城南面千本桜 

馬場の大燈籠 

（市指定史跡） 

三夜沢赤城神社参道松並木 

（前橋市景観資産） 

 

櫃石 

大穴のブナ 

たわらスギ 

輿懸 

滝沢温泉 

赤城南面 

千本桜 

住吉神社 

小池文七郎の墓 
市之関縄文前期遺跡 

白山古墳 

赤城塔 

八幡神社 

赤芝牧場 

諏訪神社 

凝灰岩石仏 

宮城小 

宮城中 

宮城支所 

苗ヶ島町の 

ヒガンバナ 

丸山の碑 

板碑石塔群 

道祖神 

東昌寺 

諏訪神社 

柏倉殿替戸砦跡 

石殿 

三夜沢赤城神社 

参道松並木 

三夜沢赤城神社 

忠治温泉 

忠治の赤城塔 

枡形遺跡 

薬師堂 

馬場の大灯篭 

薬師堂 

石殿・凝灰岩石仏 

若葉養護 
赤城神社惣門 

斉藤多須久翁の碑 

金剛寺 

赤城高原 

温泉 

苗島神社 

稲荷神社 

馬頭観音の碑 

宿の平城跡 

総合運動場 

阿久沢家住宅 

ぐんま 

フラワーパークプラス 

赤城温泉 

大前田英五郎の墓 

爪引き不動尊 

赤城寺 

鼻毛石河原の石造地蔵菩薩立像 

鼻毛石河原の双体道祖神 

五輪塔 

凝灰岩薬師石仏 

大前田地蔵菩薩石像 

大前田内出屋敷跡 

赤城南面広域農道 

国道 353号線 

(主)四ツ塚原之郷前橋線 

(主)大胡赤城線 

(主)三夜沢国定停車場線 

荒山 

鍋割山 

ミナヅキ通り 

半ノ木の庚申塔 

【宮城地区】 
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３３ 

【粕川地区】 

■当地区の特徴と課題 

 ○南北に長く広がる当地区は、勾配の強い北部のほとんどが山林で、勾配が緩くなるにしたがい

農地や農村集落が増え始め、平坦な南部は広大な農地の中に住宅地や工業地が点在しています。 

○旧石器時代の遺跡や、古墳、戦国期の城跡など数多くの歴史的資源が残されており、特に赤城

山信仰に由来する伝統行事が伝わる集落は歴史的風致が認められる範囲となっています。 

○南部を上毛電鉄が横断しており、その沿線では、田園地帯を通過する電車と赤城山の構図が非

常に美しく見える場所があり、多くの写真家・鉄道愛好家を惹きつけています。 

○北部には山林や室沢の棚田などの農村景観が残されていますが、近年、それらの周辺で太陽光

発電設備の設置や別荘地が増加しており、自然環境や景観面への影響が課題となっています。 

 

■景観形成の方向性 

 ○特徴的な地区景観と歴史的風致の保全 

  ・当地区の特徴である赤城山の眺望や歴史

的風致、自然景観を保全する景観形成施

策が求められます。 

 ○太陽光発電設備の適正設置 

  ・自然資源の周辺で増加している太陽光発

電設備と自然・農村景観との調和を考え

る必要があります。 

 

■データ 

【地区指定等】 

 ○地区計画 

  ①粕川町込皆戸地区 

 ○歴史的風致が認められる範囲 

  ・粕川町月田の一部 

【主な景観資源】 

月田近戸神社の獅子舞 

（県指定重要民俗文化財） 
滝沢の不動滝 

（県指定名勝） 

室沢の棚田 
深津稲荷山から望む赤城山 

（前橋市景観資産） 

 

滝滝沢沢温温泉泉  

旭旭のの滝滝  

中中之之沢沢美美術術館館  

ササンンデデンンフフォォレレスストト  

龍龍源源寺寺  

八八幡幡神神社社  稲稲荷荷神神社社  

雷雷電電神神社社  

深深津津稲稲荷荷山山かからら望望むむ赤赤城城山山  

粕粕川川中中  

宇宇通通遺遺跡跡  

滝滝沢沢不不動動堂堂  

滝滝沢沢のの不不動動滝滝  

室室沢沢砦砦跡跡  

全全徳徳寺寺  

鏡鏡手手塚塚古古墳墳  

壇壇塚塚古古墳墳  

近近戸戸神神社社  

月月田田小小  

中中村村城城跡跡  

南蔵院 
八八幡幡神神社社  

粕粕川川小小  

近近戸戸神神社社別別宮宮  
粕粕川川親親水水公公園園  

御御霊霊神神社社  

近近戸戸神神社社  
坂坂田田城城跡跡  

西西福福寺寺  
八八坂坂神神社社  

伊伊勢勢森森神神社社  

膳膳城城跡跡  

龍龍光光寺寺・・千千手手院院  

三三ヶヶ尻尻赤赤城城塔塔  

鈴鈴木木邸邸  

白白山山神神社社  

龍龍願願寺寺  

室室沢沢のの棚棚田田  
八八雲雲神神社社  

膳膳駅駅  
粕粕川川支支所所  

粕粕川川駅駅  

女女渕渕城城跡跡・・観観音音堂堂  

北北原原駅駅  
新新屋屋駅駅  

馬馬頭頭観観世世音音石石像像  

赤赤城城南南面面広広域域農農道道  

国国道道 335533号号線線  

((主主))上上神神梅梅大大胡胡線線  

((主主))三三夜夜沢沢国国定定停停車車場場線線  

((主主))前前橋橋大大間間々々桐桐生生線線  

上上毛毛電電鉄鉄  

①①  

■当地区の特徴と課題
　○�南北に長く広がる当地区は、勾配の強い北部のほとんどが山林で、勾配が緩くなるにしたがい農地や農村

集落が増え始め、平坦な南部は広大な農地の中に住宅地や工業地が点在しています。
　○�旧石器時代の遺跡や、古墳、戦国期の城跡など数多くの歴史的資源が残されており、特に赤城山信仰に由

来する伝統行事が伝わる集落は歴史的風致が認められる範囲となっています。
　○�南部を上毛電鉄が横断しており、その沿線では、田園地帯を通過する電車と赤城山の構図が非常に美しく

見える場所があり、多くの写真家・鉄道愛好家を惹きつけています。
　○�北部には山林や室沢の棚田などの農村景観が残されていますが、近年、それらの周辺で太陽光発電設備の

設置や別荘地が増加しており、自然環境や景観面への影響が課題となっています。

■データ
【地区指定等 】
　○地区計画
　　①粕川町込皆戸地区
　○歴史的風致が認められる範囲
　　・粕川町月田の一部

【主な景観資源 】

■景観形成の方向性
　○特徴的な地区景観と歴史的風致の保全
　　・�当地区の特徴である赤城山の眺望や歴

史的風致、自然景観を保全する景観形成
施策が求められます。

　○太陽光発電設備の適正設置
　　・�自然資源の周辺で増加している太陽光

発電設備と自然・農村景観との調和を
考える必要があります。

【粕川地区】

月田近戸神社の獅子舞
（県指定重要民俗文化財 ）

室沢の棚田

滝沢の不動滝
（県指定名勝 ）

深津稲荷山から望む赤城山
（前橋市景観資産 ）
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３３ 

【粕川地区】 

■当地区の特徴と課題 

 ○南北に長く広がる当地区は、勾配の強い北部のほとんどが山林で、勾配が緩くなるにしたがい

農地や農村集落が増え始め、平坦な南部は広大な農地の中に住宅地や工業地が点在しています。 

○旧石器時代の遺跡や、古墳、戦国期の城跡など数多くの歴史的資源が残されており、特に赤城

山信仰に由来する伝統行事が伝わる集落は歴史的風致が認められる範囲となっています。 

○南部を上毛電鉄が横断しており、その沿線では、田園地帯を通過する電車と赤城山の構図が非

常に美しく見える場所があり、多くの写真家・鉄道愛好家を惹きつけています。 

○北部には山林や室沢の棚田などの農村景観が残されていますが、近年、それらの周辺で太陽光

発電設備の設置や別荘地が増加しており、自然環境や景観面への影響が課題となっています。 

 

■景観形成の方向性 

 ○特徴的な地区景観と歴史的風致の保全 

  ・当地区の特徴である赤城山の眺望や歴史

的風致、自然景観を保全する景観形成施

策が求められます。 

 ○太陽光発電設備の適正設置 

  ・自然資源の周辺で増加している太陽光発

電設備と自然・農村景観との調和を考え

る必要があります。 

 

■データ 

【地区指定等】 

 ○地区計画 

  ①粕川町込皆戸地区 

 ○歴史的風致が認められる範囲 

  ・粕川町月田の一部 

【主な景観資源】 

月田近戸神社の獅子舞 

（県指定重要民俗文化財） 
滝沢の不動滝 

（県指定名勝） 

室沢の棚田 
深津稲荷山から望む赤城山 

（前橋市景観資産） 

 

滝滝沢沢温温泉泉  

旭旭のの滝滝  

中中之之沢沢美美術術館館  

ササンンデデンンフフォォレレスストト  

龍龍源源寺寺  

八八幡幡神神社社  稲稲荷荷神神社社  

雷雷電電神神社社  

深深津津稲稲荷荷山山かからら望望むむ赤赤城城山山  

粕粕川川中中  

宇宇通通遺遺跡跡  

滝滝沢沢不不動動堂堂  

滝滝沢沢のの不不動動滝滝  

室室沢沢砦砦跡跡  

全全徳徳寺寺  

鏡鏡手手塚塚古古墳墳  

壇壇塚塚古古墳墳  

近近戸戸神神社社  

月月田田小小  

中中村村城城跡跡  

南蔵院 
八八幡幡神神社社  

粕粕川川小小  

近近戸戸神神社社別別宮宮  
粕粕川川親親水水公公園園  

御御霊霊神神社社  

近近戸戸神神社社  
坂坂田田城城跡跡  

西西福福寺寺  
八八坂坂神神社社  

伊伊勢勢森森神神社社  

膳膳城城跡跡  

龍龍光光寺寺・・千千手手院院  

三三ヶヶ尻尻赤赤城城塔塔  

鈴鈴木木邸邸  

白白山山神神社社  

龍龍願願寺寺  

室室沢沢のの棚棚田田  
八八雲雲神神社社  

膳膳駅駅  
粕粕川川支支所所  

粕粕川川駅駅  

女女渕渕城城跡跡・・観観音音堂堂  

北北原原駅駅  
新新屋屋駅駅  

馬馬頭頭観観世世音音石石像像  

赤赤城城南南面面広広域域農農道道  

国国道道 335533号号線線  

((主主))上上神神梅梅大大胡胡線線  

((主主))三三夜夜沢沢国国定定停停車車場場線線  

((主主))前前橋橋大大間間々々桐桐生生線線  

上上毛毛電電鉄鉄  

①①  

Ⅱ 

前
橋
の
景
観
特
性
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白白川川小小  

国国立立赤赤城城青青少少年年交交流流のの家家  

珊珊瑚瑚寺寺  

時時沢沢神神社社  

十十二二山山  

米米野野宿宿  

赤赤城城山山景景観観ガガイイドドラライインン対対象象範範囲囲  
イドライン対象範囲 

群群馬馬県県畜畜産産試試験験場場  

レレンンガガ造造りりのの建建物物  

群群馬馬県県畜畜産産試試験験場場  

時時沢沢小小  

時時沢沢のの不不動動堂堂  

九九十十九九山山  

覚覚満満淵淵  

赤赤城城神神社社  

横横室室のの大大カカヤヤ  
原原小小  赤赤城城大大鳥鳥居居  

富富士士見見支支所所  

石石井井小小  

道道のの駅駅ふふじじみみ  

富富士士原原神神社社  

【富士見地区】 

■当地区の特徴と課題 

 ○赤城山の山頂を含む当地区は、その約半分が山林に覆われ、南下するにしたがい農地や農村集

落が増えていき、南部の一部区域には整然とした街並みの住宅地や商業地も見られます。 

○赤城大沼周辺は多くの観光客が訪れる主要観光地であると同時に山岳信仰の象徴的な場所でも

あり、その登山道も含めた区域一帯は、歴史的風致が認められる範囲となっています。 

○国道３５３号をはじめ地区を横断する道路沿いは、緩やかな傾斜地に広く視界の開けた農地が

数多くあるため眺望に優れ、その夜景は特に「前橋プラチナ夜景」と称されています。 

○山頂域へ至る主要県道は、赤城山を訪れる際のメイン観光ルートですが、近年、沿線で太陽光

発電設備の設置が増加しており、自然環境や景観面への影響が課題となっています。 

 
■景観形成の方向性 

 ○赤城大沼周辺の歴史的風致と景観 

  ・赤城大沼周辺にみられる歴史的風致の保

全と、赤城山景観ガイドラインを生かし

た景観形成が求められます。 

 ○太陽光発電設備の適正設置 

  ・主要県道の沿線で増加して

いる太陽光発電設備と自

然環境・農村景観との調和

を考える必要があります。 

 ■データ 

【地区指定等】 

 ○歴史的風致が認められる範囲 

  ・富士見町小暮の一部 

  ・富士見町赤城山の一部 

【主な景観資源】 

赤城大沼のアイスバブル 

（前橋市景観資産） 

山開きの神事 

（赤城神社） 

横室の大カヤ 

（国指定天然記念物） 

赤城山大鳥居 

（前橋市景観資産） 

赤赤城城南南面面広広域域農農道道  

国国道道 335533号号線線  

((主主))四四ツツ塚塚原原之之郷郷前前橋橋線線  

((主主))渋渋川川大大胡胡線線  

国国道道 1177号号  

津津久久田田停停車車場場  

前前橋橋線線  

((主主))前前橋橋赤赤城城線線  

((主主))大大胡胡赤赤城城線線  

鳥鳥居居峠峠かかららのの雲雲海海  

赤赤城城大大沼沼ののアアイイススババブブルル  
覚満淵 

 
 

 
 
赤城山景観ガイドライン対

象範囲 

 
 

 

沼沼田田赤赤城城線線  
赤赤城城山山外外輪輪山山等等かからら見見るる大大沼沼・・小小沼沼  

・・覚覚満満淵淵とと赤赤城城山山外外輪輪山山ととのの眺眺望望  

■当地区の特徴と課題
　○�赤城山の山頂を含む当地区は、その約半分が山林に覆われ、南下するにしたがい農地や農村集落が増えて

いき、南部の一部区域には整然とした街並みの住宅地や商業地も見られます。
　○�赤城大沼周辺は多くの観光客が訪れる主要観光地であると同時に山岳信仰の象徴的な場所でもあり、そ

の登山道も含めた区域一帯は、歴史的風致が認められる範囲となっています。
　○�国道353号をはじめ地区を横断する道路沿いは、緩やかな傾斜地に広く視界の開けた農地が数多くある

ため眺望に優れ、その夜景は特に「前橋プラチナ夜景 」と称されています。
　○�山頂域へ至る主要県道は、赤城山を訪れる際のメイン観光ルートですが、近年、沿線で太陽光発電設備の

設置が増加しており、自然環境や景観面への影響が課題となっています。

■データ
【地区指定等 】　　
　○歴史的風致が認められる範囲
　　・富士見町小暮の一部
　　・富士見町赤城山の一部

【主な景観資源 】

【富士見地区】

赤城大沼のアイスバブル
（前橋市景観資産 ）

横室の大カヤ
（国指定天然記念物 ）

山開きの神事
（赤城神社 ）

赤城山大鳥居
（前橋市景観資産 ）

■景観形成の方向性
　○赤城大沼周辺の歴史的風致と景観
　　・�赤城大沼周辺にみられる歴史的風致

の保全と、赤城山景観ガイドラインを
生かした景観形成が求められます。

　○太陽光発電設備の適正設置
　　・�主要県道の沿線で増加している太陽

光発電設備と自然環境・農村景観と
の調和を考える必要があります。
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白白川川小小  

国国立立赤赤城城青青少少年年交交流流のの家家  

珊珊瑚瑚寺寺  

時時沢沢神神社社  

十十二二山山  

米米野野宿宿  

赤赤城城山山景景観観ガガイイドドラライインン対対象象範範囲囲  
イドライン対象範囲 

群群馬馬県県畜畜産産試試験験場場  

レレンンガガ造造りりのの建建物物  

群群馬馬県県畜畜産産試試験験場場  

時時沢沢小小  

時時沢沢のの不不動動堂堂  

九九十十九九山山  

覚覚満満淵淵  

赤赤城城神神社社  

横横室室のの大大カカヤヤ  
原原小小  赤赤城城大大鳥鳥居居  

富富士士見見支支所所  

石石井井小小  

道道のの駅駅ふふじじみみ  

富富士士原原神神社社  

【富士見地区】 

■当地区の特徴と課題 

 ○赤城山の山頂を含む当地区は、その約半分が山林に覆われ、南下するにしたがい農地や農村集

落が増えていき、南部の一部区域には整然とした街並みの住宅地や商業地も見られます。 

○赤城大沼周辺は多くの観光客が訪れる主要観光地であると同時に山岳信仰の象徴的な場所でも

あり、その登山道も含めた区域一帯は、歴史的風致が認められる範囲となっています。 

○国道３５３号をはじめ地区を横断する道路沿いは、緩やかな傾斜地に広く視界の開けた農地が

数多くあるため眺望に優れ、その夜景は特に「前橋プラチナ夜景」と称されています。 

○山頂域へ至る主要県道は、赤城山を訪れる際のメイン観光ルートですが、近年、沿線で太陽光

発電設備の設置が増加しており、自然環境や景観面への影響が課題となっています。 

 
■景観形成の方向性 

 ○赤城大沼周辺の歴史的風致と景観 

  ・赤城大沼周辺にみられる歴史的風致の保

全と、赤城山景観ガイドラインを生かし

た景観形成が求められます。 

 ○太陽光発電設備の適正設置 

  ・主要県道の沿線で増加して

いる太陽光発電設備と自

然環境・農村景観との調和

を考える必要があります。 

 ■データ 

【地区指定等】 

 ○歴史的風致が認められる範囲 

  ・富士見町小暮の一部 

  ・富士見町赤城山の一部 

【主な景観資源】 

赤城大沼のアイスバブル 

（前橋市景観資産） 

山開きの神事 

（赤城神社） 

横室の大カヤ 

（国指定天然記念物） 

赤城山大鳥居 

（前橋市景観資産） 

赤赤城城南南面面広広域域農農道道  

国国道道 335533号号線線  

((主主))四四ツツ塚塚原原之之郷郷前前橋橋線線  

((主主))渋渋川川大大胡胡線線  

国国道道 1177号号  

津津久久田田停停車車場場  

前前橋橋線線  

((主主))前前橋橋赤赤城城線線  

((主主))大大胡胡赤赤城城線線  

鳥鳥居居峠峠かかららのの雲雲海海  

赤赤城城大大沼沼ののアアイイススババブブルル  
覚満淵 

 
 

 
 
赤城山景観ガイドライン対

象範囲 

 
 

 

沼沼田田赤赤城城線線  
赤赤城城山山外外輪輪山山等等かからら見見るる大大沼沼・・小小沼沼  

・・覚覚満満淵淵とと赤赤城城山山外外輪輪山山ととのの眺眺望望  
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4 景観資源と景観特性

　市民アンケート等で多くの意見が寄せられた「自然豊か 」、「静かさ 」、「落ち着き 」といった本市の景観特
性をより詳細に把握するため、地域における景観的な特徴を基に地域固有の風景や施設などを景観資源とし
て捉え、それらを分析した結果、前橋らしさを象徴する４つの景観特性が浮かび上がりました。

（１）景観特性１「水と緑」

　①日本百名山「赤城山 」が創り出す眺め

　②水の恵みの源泉（河川軸＋湖沼 ）

　黒檜山、駒ケ岳、地蔵岳などからなる赤城山は、古くは
畏敬の対象として、現在では本市のシンボルとして多く
の市民に親しまれ、本市を象徴する原風景の一つに数え
られています。特に、東西に長く裾野を広げた雄大な姿
は、市内の至るところから眺望できるため、それぞれの
地域に固有の赤城山の眺めがあるとされ、本市で活動す
る人々の心象風景に多大な影響を及ぼし、赤城山は景観
に関するアンケートでも幅広い世代から選好されていま
す。
　これらを大切に守り、未来を担うこどもたちに受け継
いでいくためには、地域から見える赤城山、赤城山から
見える地域、双方の眺めを保全するとともに、建築物や
工作物、屋外広告物などの配置・形態・意匠・色彩など
については、遠景の赤城山との調和に十分配慮する必要
があります。

《求められる取組み 》
【赤城山の眺め・赤城山からの眺めの保全 】
【赤城山と調和する建築物等の配置掲出等 】

　利根川や広瀬川、桃ノ木川をはじめとする大小無数の
河川や、赤城山の大沼、小沼に代表される湖沼は、水に由
来する本市の地域特性の源であり、大切な景観資源でも
あります。
　こうした水の恵みを継承するためには、周辺環境の保
全に努めるとともに、生活区域に隣接する河川や水路に
ついては、水辺のほとりや橋からの眺めに配慮し、山並み
や街並みと調和した水辺空間を創出する必要があります。

《求められる取組み 》
【山並みや街並みと調和した水辺空間の創出 】

群馬大橋付近から望む赤城山（景観資産 ）

広瀬川河畔と比刀根橋（景観資産 ）

地蔵岳から望む大沼（景観資産 ）

Ⅱ 

前
橋
の
景
観
特
性

35



36 

③豊かな食文化を育む田園風景（田園地区） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ④地域を彩る樹木群や大木 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤スローシティを支える豊かな緑（森林地区） 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

市中心部の風景を印象づけるケヤキ並木、市街地の

街路を彩るイチョウやハナミズキ、旧街道に沿って立

ち並ぶ松並木など、それぞれの地域にランドマークと

なる樹木群や大木があります。 
これらは、美しい風景を創り出す要素であるととも

に、住む人の原風景となって残る大切な財産です。周

辺環境との調和に配慮しながら、樹木群や大木のあり

方を模索する必要があります。 
《求められる取組み》 

【周辺と調和した樹木のある風景のあり方】 

平成２９年に、本市の赤城地域がスローシティ国際

連盟から認定され、本市の地域特性の一つに加わりま

した。これを象徴するのが、赤城山の広大な森林であ

り、緑に映える風景は、遠方からも本市の自然の豊か

さを感じることができます。 
引き続き、森林がもたらす緑の風景を壊さないよう、

建築物等の配置掲出にあたっては、周辺環境との調和

を十分に配慮する必要があります。 
《求められる取組み》 

【緑の風景との調和への配慮】 

本市が誇る地域特性の一つである食文化。その象徴

が、市内の至るところで見られる田園風景です。上川

淵・下川淵地区の「美田」と称される田園、赤城山の

扇状地に緩やかに傾斜して広がる農地、粕川町室沢の

棚田など、地域ごとに特徴的な農の風景があり、隣接

する集落の街並みと相まって美しい農村風景を構成し

ています。 
こうした風景を守ることは、農業の持続性を高め、

食にまつわる本市の地域特性を維持することにつなが

ります。集落地における街並みの保全とともに、山並

みとの調和や都市部からの眺望などに配慮した田園風

景の保全が必要です。 
《求められる取組み》 

【集落地における街並みの保全】 
【山並みとの調和、都市部からの眺望への配慮】 

前橋八幡宮のイチョウ（景観資産） 

赤城山の寝姿観音と田園逆さ赤城（景観資産） 

端気町から眺望する赤城山（景観資産） 

 
鳥居峠から覚満淵方面の眺望（景観資産） 

③豊かな食文化を育む田園風景（田園地区 ）

④地域を彩る樹木群や大木

⑤スローシティを支える豊かな緑（森林地区 ）

　本市が誇る地域特性の一つである食文化。その象徴が、
市内の至るところで見られる田園風景です。上川淵・下
川淵地区の「美田 」と称される田園、赤城山の扇状地に緩
やかに傾斜して広がる農地、粕川町室沢の棚田など、地
域ごとに特徴的な農の風景があり、隣接する集落の街並
みと相まって美しい農村風景を構成しています。
　こうした風景を守ることは、農業の持続性を高め、食
にまつわる本市の地域特性を維持することにつながりま
す。集落地における街並みの保全とともに、山並みとの
調和や都市部からの眺望などに配慮した田園風景の保全
が必要です。

《求められる取組み 》
【集落地における街並みの保全 】
【山並みとの調和、都市部からの眺望への配慮 】

　市中心部の風景を印象づけるケヤキ並木、市街地の街
路を彩るイチョウやハナミズキ、旧街道に沿って立ち並
ぶ松並木など、それぞれの地域にランドマークとなる樹
木群や大木があります。
　これらは、美しい風景を創り出す要素であるとともに、
住む人の原風景となって残る大切な財産です。周辺環境
との調和に配慮しながら、樹木群や大木のあり方を模索
する必要があります。

《求められる取組み 》
【周辺と調和した樹木のある風景のあり方 】

　平成29年に、本市の赤城地域がスローシティ国際連
盟から認定され、本市の地域特性の一つに加わりました。
これを象徴するのが、赤城山の広大な森林であり、緑に
映える風景は、遠方からも本市の自然の豊かさを感じる
ことができます。
　引き続き、森林がもたらす緑の風景を壊さないよう、
建築物等の配置掲出にあたっては、周辺環境との調和を
十分に配慮する必要があります。

《求められる取組み 》
【緑の風景との調和への配慮 】

赤城山の寝姿観音と田園逆さ赤城（景観資産 ）

前橋八幡宮のイチョウ（景観資産 ）

鳥居峠から覚満淵方面の眺望（景観資産 ）

端気町から眺望する赤城山（景観資産 ）
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（２）景観特性２「風格と質感」 
①近代前橋を象徴する明治の面影 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②水と緑と詩のまちの原風景 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

「水と緑と詩のまち」は、昭和５８年に制定された

市民憲章の一文で、現在では本市のキャッチフレーズ

として広く定着しています。水・緑・詩の３つの要素

は、具体的イメージを特定するものではありませんが、

とりわけ中心市街地を流れる広瀬川に関しては、豊富

な水量と川面に映る柳の緑、日本近代詩の父・萩原朔

太郎が詠んだ「広瀬川」の詩のイメージが相まって水

と緑と詩のまちを象徴する風景と称されています。 
この素晴らしい風景を後世に引き継ぐため、地元住

民を中心とする協議が重ねられ、平成２９年には景観

形成重点地区に指定されました。今後も引き続き、広

瀬川河畔の環境保全とともに、より質の高い街並み景

観を目指す必要があります。 
 《求められる取組み》 
【広瀬川河畔の環境保全】 
【質の高い街並み景観の創出】 

本市では古くから養蚕が盛んで、明治時代には製糸

業が隆盛を極め、市内の至るところで製糸工場や繭糸

を保管するレンガ倉庫が見られました。現在では数軒

が残存するのみですが、県庁・市役所周辺にはレンガ

調外壁の建物が散見され、往時の姿を思い起こさせて

くれます。また、国指定重要文化財である臨江閣は、

当時最盛期を誇った生糸商らの尽力によって建設され

たもので、その威風堂々とした佇まいから、先人たち

の気概や活力を感じ取ることができます。 
景観に関するアンケートでは、臨江閣は若年層を含

む幅広い年代から選好されています。 
このように、今なお息づく明治の面影は、本市の景

観を特徴づける大切な要素です。これらの歴史遺産を

保全するとともに、歴史や物語を感じられる街並みの

創出が求められます。 
 《求められる取組み》 
【近代歴史遺産の保全】 
【歴史性や物語性のある街並みの創出】 

前橋市芸術文化れんが蔵（景観資産） 

臨江閣（景観資産） 

広瀬川の流れ 

再整備された広瀬川河畔の遊歩道 
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太郎が詠んだ「広瀬川」の詩のイメージが相まって水

と緑と詩のまちを象徴する風景と称されています。 
この素晴らしい風景を後世に引き継ぐため、地元住

民を中心とする協議が重ねられ、平成２９年には景観

形成重点地区に指定されました。今後も引き続き、広

瀬川河畔の環境保全とともに、より質の高い街並み景

観を目指す必要があります。 
 《求められる取組み》 
【広瀬川河畔の環境保全】 
【質の高い街並み景観の創出】 

本市では古くから養蚕が盛んで、明治時代には製糸

業が隆盛を極め、市内の至るところで製糸工場や繭糸

を保管するレンガ倉庫が見られました。現在では数軒

が残存するのみですが、県庁・市役所周辺にはレンガ

調外壁の建物が散見され、往時の姿を思い起こさせて

くれます。また、国指定重要文化財である臨江閣は、

当時最盛期を誇った生糸商らの尽力によって建設され

たもので、その威風堂々とした佇まいから、先人たち

の気概や活力を感じ取ることができます。 
景観に関するアンケートでは、臨江閣は若年層を含

む幅広い年代から選好されています。 
このように、今なお息づく明治の面影は、本市の景

観を特徴づける大切な要素です。これらの歴史遺産を

保全するとともに、歴史や物語を感じられる街並みの

創出が求められます。 
 《求められる取組み》 
【近代歴史遺産の保全】 
【歴史性や物語性のある街並みの創出】 

前橋市芸術文化れんが蔵（景観資産） 

臨江閣（景観資産） 

広瀬川の流れ 

再整備された広瀬川河畔の遊歩道 

（２）景観特性２「風格と質感」

①近代前橋を象徴する明治の面影

②水と緑と詩のまちの原風景

　本市では古くから養蚕が盛んで、明治時代には製糸業
が隆盛を極め、市内の至るところで製糸工場や繭糸を保
管するレンガ倉庫が見られました。現在では数軒が残存
するのみですが、県庁・市役所周辺にはレンガ調外壁の
建物が散見され、往時の姿を思い起こさせてくれます。ま
た、国指定重要文化財である臨江閣は、当時最盛期を誇っ
た生糸商らの尽力によって建設されたもので、その威風
堂々とした佇まいから、先人たちの気概や活力を感じ取
ることができます。
　景観に関するアンケートでは、臨江閣は若年層を含む
幅広い年代から選好されています。
　このように、今なお息づく明治の面影は、本市の景観
を特徴づける大切な要素です。これらの歴史遺産を保全
するとともに、歴史や物語を感じられる街並みの創出が
求められます。

《求められる取組み 》
【近代歴史遺産の保全 】
【歴史性や物語性のある街並みの創出 】

　「水と緑と詩のまち 」は、昭和58年に制定された市民
憲章の一文で、現在では本市のキャッチフレーズとして
広く定着しています。水・緑・詩の３つの要素は、具体
的イメージを特定するものではありませんが、とりわけ
中心市街地を流れる広瀬川に関しては、豊富な水量と川
面に映る柳の緑、日本近代詩の父・萩原朔太郎が詠んだ

「広瀬川 」の詩のイメージが相まって水と緑と詩のまちを
象徴する風景と称されています。
　この素晴らしい風景を後世に引き継ぐため、地元住民
を中心とする協議が重ねられ、平成29年には景観形成重
点地区に指定されました。今後も引き続き、広瀬川河畔
の環境保全とともに、より質の高い街並み景観を目指す
必要があります。
　《求められる取組み 》

【広瀬川河畔の環境保全 】
【質の高い街並み景観の創出 】

前橋市芸術文化れんが蔵（景観資産 ）

広瀬川の流れ

臨江閣（景観資産 ）

再整備された広瀬川河畔の遊歩道
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③誇り高き県都の顔（都市拠点 ）

④前橋プラチナ夜景と夜間景観

　前橋駅から群馬県庁へと続くケヤキ並木は、本市の落
ち着きのある景観を象徴する目抜き通りで、中心商店街
と接する国道50号の一部区間は、旧計画では景観形成
モデル地区に指定されました。また県庁・市役所周辺は、
かつての前橋城内にあたり、県庁昭和庁舎や群馬会館な
どの高質な近代建築物と中近世の城郭土塁が隣り合い、
現代的な高層建築物の間を縫うように流れるお堀跡の水
路が、潤いと風格のある街並みを醸し出しています。
　こうした風景は、城下町としての歴史と、130年にわた
る県庁所在地としての歴史の積み重ねがあってのもので
す。今後も、他都市に誇れる質感のある街並みを保全し、
県都にふさわしい都市空間を持続する必要があります。

《求められる取組み 》
【他都市に誇れる質感のある街並みの保全 】
【県都にふさわしい都市空間の持続 】

　夜間に赤城南面の傾斜地から見渡す市街地は、「前橋プ
ラチナ夜景 」と称される美しさで、テレビ番組などでた
びたび紹介されています。
　傾斜地からの眺望と市街地の夜間景観のあり方を研究
し、新たな景観資源として定着するよう、一定のルール
づくりが求められます。
　《求められる取組み 》

【新たな景観資源の定着に向けたルールづくり 】

前橋駅前ケヤキ並木通り（景観資産 ）

赤城南面から見た夜景

群馬県庁昭和庁舎（景観資産 ）
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（３）景観特性３「地域性と歴史性」 
①東国文化の足跡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②暮らしを支えた養蚕の歴史 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

群馬県はかつて、古墳時代から平安時代にかけて栄

えた東国文化の中心地であったとされ、市内には数多

くの古墳が残されています。とりわけ、世界記憶遺産・

山上碑に記された「放光寺」跡と推定される総社地区

の山王廃寺跡や、元総社地区の上野国府跡（推定）は、

当時の政治情勢を推察する重要な手がかりであると

ともに、本市のみならずわが国の歴史を物語る貴重な

財産でもあります。 
時代に応じて、各史跡の保存状態や形状はそれぞれ

異なりますが、今後も日常の中で静かに息づき、将来

にわたって存在し続けることが何より重要です。東国

文化に関わる歴史遺産の保全と、それらが自然な形で

同居する、落ち着いた市街地景観のあり方を持続する

必要があります。 
《求められる取組み》 
【東国文化に関わる歴史遺産の保全】 
【史跡と同居する落ち着いた市街地景観】 

 

 

本市は明治時代に製糸業が隆盛を極め、全国初と

なる洋式器械製糸を導入した藩営前橋製糸所の技術

が全国各地へ伝わり、わが国の近代化・工業国化の土

台を築きました。こうした製糸業の躍進を支えたの

が、江戸時代から盛んであった養蚕業です。昭和初期

まで、市内の至るところに蚕の飼料となる桑畑が広

がり、防風林である「樫ぐね」に囲まれた天窓付きの

養蚕農家があちこちに立ち並んでいました。 
昭和の大恐慌によって製糸業・養蚕業ともに衰退

し、いまでは総社地区の一部集落を除いてまとまっ

た養蚕農家集落はほとんどなくなり、各地に点在す

るのみとなりました。生糸のまちとしての歴史を後

世に伝えるため、残存する養蚕農家や集落風景の保

全について模索する必要があります。 
《求められる取組み》 

【養蚕住宅・集落風景の保全のあり方の模索】 

総社二子山古墳（国指定史跡） 

山王廃寺跡の石製鴟尾（しび） 

小池邸（景観資産） 

総社山王の養蚕住宅群と「かしぐね」（景観資産） 

（３）景観特性３「地域性と歴史性」

①東国文化の足跡

②暮らしを支えた養蚕の歴史

　群馬県はかつて、古墳時代から平安時代にかけて栄え
た東国文化の中心地であったとされ、市内には数多くの
古墳が残されています。とりわけ、世界記憶遺産・山上碑
に記された「放光寺 」跡と推定される総社地区の山王廃寺
跡や、元総社地区の上野国府跡（推定 ）は、当時の政治情
勢を推察する重要な手がかりであるとともに、本市のみ
ならずわが国の歴史を物語る貴重な財産でもあります。
　時代に応じて、各史跡の保存状態や形状はそれぞれ異な
りますが、今後も日常の中で静かに息づき、将来にわたっ
て存在し続けることが何より重要です。東国文化に関わ
る歴史遺産の保全と、それらが自然な形で同居する、落ち
着いた市街地景観のあり方を持続する必要があります。

《求められる取組み 》
【東国文化に関わる歴史遺産の保全 】
【史跡と同居する落ち着いた市街地景観 】

　本市は明治時代に製糸業が隆盛を極め、全国初となる
洋式器械製糸を導入した藩営前橋製糸所の技術が全国各
地へ伝わり、わが国の近代化・工業国化の土台を築きま
した。こうした製糸業の躍進を支えたのが、江戸時代から
盛んであった養蚕業です。昭和初期まで、市内の至るとこ
ろに蚕の飼料となる桑畑が広がり、防風林である「樫ぐ
ね 」に囲まれた天窓付きの養蚕農家があちこちに立ち並
んでいました。
　昭和の大恐慌によって製糸業・養蚕業ともに衰退し、
いまでは総社地区の一部集落を除いてまとまった養蚕農
家集落はほとんどなくなり、各地に点在するのみとなり
ました。生糸のまちとしての歴史を後世に伝えるため、残
存する養蚕農家や集落風景の保全について模索する必要
があります。

《求められる取組み 》
【養蚕住宅・集落風景の保全のあり方の模索 】

総社二子山古墳（国指定史跡 ）

小池邸（景観資産 ）

山王廃寺跡の石製鴟尾（しび ）

総社山王の養蚕住宅群と「かしぐね 」（景観資産 ）
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③戦国の世を偲ぶ城址群 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④各地に残る赤城山信仰の総本山 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤落ち着きのある身近な住環境（既成市街地） 

 
 
 
 
  

 

 

１５～１６世紀の戦国期、本市では激しい領地争い

が展開され、赤城丘陵の末端の台地には、横に連続す

るように多くの城が築かれました。 
現存するいくつかの城跡は、地域を象徴する景観資

源であるとともに、歴史を物語る生きた教材として、

今後も適正な保全が必要です。 
 《求められる取組み》 
【景観資源・生きた教材としての適正な保全】 

中低層の住宅が連続した市街地は、日常生活で最も

目にする身近な風景です。 
公園などの公共空間や河川や街路樹などの自然資

源、鳥居や石碑などの歴史文化資源と家並みが調和

し、遠景に広がる山並みや田園風景と相まった豊かな

居住環境を目指す必要があります。 
《求められる取組み》 
【豊かな居住環境の創出】 

 

 

赤城山は太古から信仰の山として崇められ、五穀豊

穣をはじめとする多くの祈りが捧げられてきました。

その依り代が、関東を中心に全国に約 300社あるとい
われる「赤城神社」です。市内には数多くの赤城神社

があり、中でも大洞赤城神社や三夜沢赤城神社、二宮

赤城神社はその中心的な社といわれ、全国から多くの

参拝者が訪れます。 
こうした赤城山信仰を体現する神社やその周辺の風

景は、将来にわたって保全すべき大切な景観資源です。

今後も厳粛な雰囲気を保てるよう、周辺環境のあり方

に配慮する必要があります。 
 《求められる取組み》 
【赤城山信仰に関わる神社や周辺風景の保全】 
【厳粛な雰囲気を保つ周辺環境のあり方】 

大胡城跡（県指定史跡） 

三夜沢赤城神社 

赤城山大鳥居（景観資産） 

既成市街地と緑豊かな前橋公園 

③戦国の世を偲ぶ城址群

④各地に残る赤城山信仰の総本山

⑤落ち着きのある身近な住環境（既成市街地 ）

15～16世紀の戦国期、本市では激しい領地争いが展開さ
れ、赤城丘陵の末端の台地には、横に連続するように多く
の城が築かれました。
現存するいくつかの城跡は、地域を象徴する景観資源で
あるとともに、歴史を物語る生きた教材として、今後も適
正な保全が必要です。
　《求められる取組み 》

【景観資源・生きた教材としての適正な保全 】

赤城山は太古から信仰の山として崇められ、五穀豊穣を
はじめとする多くの祈りが捧げられてきました。その依
り代が、関東を中心に全国に約300社あるといわれる「赤
城神社 」です。市内には数多くの赤城神社があり、中でも
大洞赤城神社や三夜沢赤城神社、二宮赤城神社はその中
心的な社といわれ、全国から多くの参拝者が訪れます。
こうした赤城山信仰を体現する神社やその周辺の風景は、
将来にわたって保全すべき大切な景観資源です。今後も
厳粛な雰囲気を保てるよう、周辺環境のあり方に配慮す
る必要があります。
　《求められる取組み 》

【赤城山信仰に関わる神社や周辺風景の保全 】
【厳粛な雰囲気を保つ周辺環境のあり方 】

中低層の住宅が連続した市街地は、日常生活で最も目に
する身近な風景です。
公園などの公共空間や河川や街路樹などの自然資源、鳥
居や石碑などの歴史文化資源と家並みが調和し、遠景に
広がる山並みや田園風景と相まった豊かな居住環境を目
指す必要があります。

《求められる取組み 》
【豊かな居住環境の創出 】

大胡城跡（県指定史跡 ）

三夜沢赤城神社

既成市街地と緑豊かな前橋公園

赤城山大鳥居（景観資産 ）
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（４）景観特性４「やさしさと心地よさ」

①地域生活の核となる拠点空間（都市拠点・暮らしの拠点 ）

②計画的に整えられた住宅地（住宅団地 ）

　市役所や旧町村の役場（支所 ）などの公共施設周辺、鉄
道駅や高速道路ICなどの交通結節点の周辺は、その利便
性の高さからさまざまな都市機能が集積し、多くの人々
が暮らす拠点を形成しています。人口減少時代において
は、こうした拠点的エリアに人口集積を進めることが都
市政策の基本であるとされ、今後ますます、その求心性を
高めることが求められます。
そのためには、機能的な利便性のみならず、心地よさや安
らぎといった、住む人や訪れる人が感じる心理面への配
慮が重要となります。ユニバーサルデザインの考え方を
基本に、拠点的エリアにおける美観の維持・向上を図り、
成熟社会にふさわしい街並み形成を模索する必要があり
ます。
　《求められる取組み 》

【拠点的エリアの美観の維持・向上 】
【成熟社会にふさわしい街並み形成 】

住宅団地に見られる整然とした区画割と家並みは大変美
しく、庭先や供用スペースを彩る植栽は、穏やかで平和な
住環境を印象付けます。
　今後、世代交代による建物の滅失や更新があっても、引
き続き良好な風景を保てるよう、住民による自発的な保
全活動の活性化が必要です。
　《求められる取組み 》

【自発的な保全活動の活性化 】

大胡支所周辺の街並み

住宅団地の整然とした家並み（ローズタウン ）

前橋南ＩＣ周辺の大型店舗
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③活力とにぎわいの源（商業・業務地） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ④自然環境と産業の調和（工業地） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

工業施設はその性質上、周辺環境への配慮が欠か

せませんが、それは景観面においても同様で、周囲

に圧迫感を与えず、背景となる赤城山や青空とのつ

ながりを重視する必要があります。 
周辺環境と調和し、親しみやすさのある工業地を

目指す必要があります。 
 《求められる取組み》 
【親しみやすい工業地のあり方】 

 

 

商業施設や業務用ビルの集積地は、都市の活力や

にぎわいを象徴する空間です。特に、古くから続く

商業地や業務地では、高層ビルと低層の店舗が混在

する中に、歴史的な近代建物や公共建築が点在し、

裏通りにはかつての町割りの名残であるレトロな路

地空間が見られるなど、多様性のある風景が形成さ

れています。しかし、従来からの商業地は全国的に

活力低下の傾向にあり、空き店舗や露天駐車場の増

加による「スポンジ化現象」が進行し、大きな課題

となりつつあります。 
今後、商業地再生に向けた商業振興や都市整備と

の連携を図る中で、にぎわいが感じられるファサー

ドの形成、魅力的な歩行空間やオープンスペースの

あり方などを模索する必要があります。 
 《求められる取組み》 
【にぎわい感のあるファサードの形成】 
【歩行空間・オープンスペースのあり方】 

弁天通名店街アーケード（景観資産） 

馬場川通り（夕焼けマルシェ） 

 
周辺環境の整えられた工業施設（朝倉工業団地） 

③活力とにぎわいの源（商業・業務地 ）

④自然環境と産業の調和（工業地 ）

　商業施設や業務用ビルの集積地は、都市の活力やにぎ
わいを象徴する空間です。特に、古くから続く商業地や業
務地では、高層ビルと低層の店舗が混在する中に、歴史的
な近代建物や公共建築が点在し、裏通りにはかつての町
割りの名残であるレトロな路地空間が見られるなど、多
様性のある風景が形成されています。しかし、従来からの
商業地は全国的に活力低下の傾向にあり、空き店舗や露
天駐車場の増加による「スポンジ化現象 」が進行し、大き
な課題となりつつあります。
　今後、商業地再生に向けた商業振興や都市整備との連
携を図る中で、にぎわいが感じられるファサードの形成、
魅力的な歩行空間やオープンスペースのあり方などを模
索する必要があります。
　《求められる取組み 》

【にぎわい感のあるファサードの形成 】
【歩行空間・オープンスペースのあり方 】

　工業施設はその性質上、周辺環境への配慮が欠かせま
せんが、それは景観面においても同様で、周囲に圧迫感を
与えず、背景となる赤城山や青空とのつながりを重視す
る必要があります。
　周辺環境と調和し、親しみやすさのある工業地を目指
す必要があります。
　《求められる取組み 》

【親しみやすい工業地のあり方 】

弁天通名店街アーケード（景観資産 ）

周辺環境の整えられた工業施設（朝倉工業団地 ）

馬場川通り（夕焼けマルシェ）
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Ⅲ  景観形成の方針



1 景観形成の方針（景観法第８条第３項）

　本計画では、「人が生きる風景を守り、育む 」という目的を達成するため、その手段となる景観形成の方向性
を定めます。
　本市にはさまざまな景観特性や景観資源が存在しますが、将来にわたってそれらを守り、育むための大きな
方向性を「計画のテーマ」とします。さらに、このテーマに基づき、本市固有の「前橋らしさを感じられる景観」
をさらに磨き上げるための視点として、「４つの方針 」を設定します。

（１）計画のテーマ
　本市のこれまでの景観形成の歩みを継承し、一貫性が担保された計画とするとともに、多くの市民が誇らし
いと感じる本市の景観特性を考慮し、前計画と同様に、

振り返りたくなる風景がある
を計画のテーマとします。

　本市の日常の風景には、寄り添うようにいつも「赤城山 」があります。

　赤城山の存在は、本市での暮らしと切り離せない関係にあるうえ、計画策定にあたって実施した市民向けア
ンケートや聞き取り調査等においても、赤城山に関連する意見が多く寄せられ、全市的なテーマとして重視す
る必要があることが改めて明らかになりました。

　また、本市の街並みは、赤城山と利根川によってつくられるダイナミックな地形の中にあって、古代からの
多くの人たちの営みが折り重なり、散在し、出現する多様性が魅力です。
　
　この魅力をベースとして、本計画では、遠方に広がる赤城山の雄大な風景と、眼前に展開される日常の風景
が調和し、本市で暮らす人や訪れる人が思わず振り返りたくなる風景がある、そうした景観のあり方を目指す
こととします。

・長い裾野を広げた特徴的な景色
・赤城山に由来する豊かな土地や水の恵みがもたらす生業の支え
・山岳信仰や畏敬の対象
・豊かな自然がもたらす季節や時間といった五感への刺激
・ふるさとの誇りやシンボルとしての存在
・古代からの歴史をつむぎ、見守ってきた赤城山
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（２）４つの方針
　計画のテーマを具現化するとともに、前項で網羅した「前橋らしさを感じられる景観特性 」を磨いていくう
えで大切にするべき視点として、４つの方針を掲げます。

①水と緑が織り成す前橋らしい景観まちづくり【水と緑】

②県都にふさわしい風格と質感のある街並みづくり【風格と質感】

③地域性と歴史性を生かした市民協働による地域づくり【地域性と歴史性】

④人にやさしく心地よさのある生活環境づくり【やさしさと心地よさ】

本市を象徴する雄大な自然を生かした景観まちづくりを推進します。

県都にふさわしい形態・意匠・色彩により、貫禄と落ち着きのある街並みづくりを推進します。

市民や事業者と協働し、文化的・歴史的な景観資源を守り、活用する地域づくりを推進します。

地域のイメージにふさわしい生活空間を整え、楽しく歩ける環境づくりを推進します。

　市内から遠方を見渡すと、雄大な赤城山を背景に街並みが広がり、豊かな水量をたたえる幾筋もの河川
が北から南へと流れ、裾野には広大な田園風景を望むことができます。これらは前橋を象徴する風景とし
て、古くから市民に親しまれてきました。また、市街地においては、ケヤキやイチョウなどの街路樹が地
域を彩り、山間部においては豊かな緑がスローシティの暮らしぶりを想起させてくれます。
　こうした水と緑が織り成す雄大な自然を生かした、前橋らしい景観まちづくりを推進します。

　上毛かるたで「県都まえばし生糸の市（いとのまち ）」とうたわれるように、本市は製糸業を中心に発
展し、今も残る養蚕農家や臨江閣などからは、近代前橋の面影と風格を感じることができます。昭和50
年代以降は、「水と緑と詩のまち 」をキャッチフレーズに、多くの文化人を輩出した情緒あふれる風土を
活かして、県都としての質感を育んできました。
　このような風格と質感をもった景観を維持するため、県都にふさわしい形態・意匠・色彩により、貫禄
と落ち着きのある街並みづくりを推進します。

　かつて豪族たちが活躍した時代には、本市は上野国の政治の要として大いに栄え、古墳群や国府跡など
の歴史遺産がその足跡を今に伝えています。また、古来より根付く赤城山信仰に由来するお社や、戦国の
世を偲ぶ城址群、暮らしを支えた養蚕の歴史など、地域を特徴づける文化的・歴史的な資源が身近な環境
に息づき、落ち着きのある市街地が形成されています。
　今後も地域性と歴史性を大切にするため、市民・事業者・行政の協働により、これらの景観資源を守り、
活用する地域づくりを推進します。

　中核市として発展を続ける前橋市には、鉄道駅や公共施設、道路結節点の周辺など、生活の起点となる
地域や、大型商業施設を含めたにぎわいのある商業地、計画的に配置された工場群や住宅団地など、多様
な都市機能がまとまりをもって集積し、それぞれの機能が幹線道路や鉄道といった都市の軸によって結
びついています。
　どの場所であっても、誰もが安心して心地よく過ごせるよう、それぞれの地域イメージにふさわしい空
間を整えるとともに、楽しく歩けるウォーカブルな環境づくりを推進します。

Ⅲ 

景
観
形
成
の
方
針
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2 行動指針

　良好な景観を実現するためには、市民、事業者、行政のそれぞれが景観形成の主体であることを認識すると
ともに、本計画の考え方や方針を広く共有し、それぞれが協働していくことが重要です。そこで、本計画の実
現に向けて、各主体の行動指針を次のように定めます。

（１）市民の役割
　市民は、本計画に示す計画のテーマと方針に基づき、良好な景観形成への取り組みに関する理解を深めると
ともに、自らが主体となり、他の主体とも協力しながら、良好な景観形成に取り組む役割を担います。
　市民は、市が実施する景観形成に関する施策に協力し、良好な景観形成を推進する役割を担います。

（２）事業者の役割
　事業者は、本計画に示す計画のテーマと方針に基づき、良好な景観形成への取り組みに関する理解を深める
とともに、土地の利用等による事業活動に際し、良好な景観形成に取り組む役割を担います。
　事業者は、市が実施する景観形成に関する施策に協力し、良好な景観形成を推進する役割を担います。

（３）行政の役割
　市は、本計画に示す計画のテーマと方針に基づき、良好な景観形成を実現するため、総合的かつ計画的な施
策を策定するとともに、これを実施する役割を担います。
　市は、施策の策定及び実施にあたって、未来を担うこどもや若者を含め、市民及び事業者の意見、要望等が
十分に反映されるよう努めます。
　市は、市が実施する各種事業において、良好な景観形成に関する先導的な役割を担います。
　市は、市民及び事業者が主体的に良好な景観形成に取り組むことができるように、良好な景観形成に関する
情報提供を積極的に行うなど、景観形成に関する意識啓発及び取り組みに対する支援に努めます。

市民 事業者
良好な景観形成のため、他の
主体との協力、自らの取組み、
市の景観施策への協力

土地利用等の事業活動に際
し、良好な景観形成への取組
み、市の景観施策への協力

市
良好な景観形成の実現のた
め、総合的かつ計画的な施策
の策定・実施

責務
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Ⅳ  行為の制限に関する事項



　本市の景観形成は、前章に定める「景観形成の方向性 」に基づき、計画のテーマ及び４つの方針の具現化を
目指していくこととなります。そのためには、景観形成に影響を及ぼす建築行為等に一定の制限を設け、ある
べき方向へと誘導していく必要があります。

１　届出を要する行為
　景観形成上、特に大きな影響を及ぼすと考えられる一定規模以上の建築行為等については、その内容を市に
届け出ることで、景観に及ぼす影響が本計画に定める方向性と合致しているか否か、あらかじめ審査を受ける
こととなります。
　なお、このルールは公共施設（国の機関や地方公共団体が行う建築等の行為 ）についても同様で、事業の実
施にあたっては、本計画に適合するよう配慮するものとします。

２　景観形成の基準
　景観形成に影響を及ぼすと考えられる行為はすべて、本計画に定める方向性に適合するよう配慮するもの
とし、その目安となる景観形成基準を定めます。特に、上記の届出を要する行為については、景観形成の基準
を遵守することが義務付けられます。

３　景観形成にかかる他法令（例規 ）の基準
　このほか、都市計画法が規定する形態・意匠・色彩などの制限や、条例等で規定する本市独自の景観形成に
関する規制など、他の法令（法律・政令・省令 ）や例規（条例・規則・規定 ）を遵守する必要があります。

行為の制限に関する基本的な考え方

届出を要する行為

良好な景観の形成

届出

効果

前橋市景観計画の定める景観形成への適合
○景観形成基準成基準
○他の法令（法律・政令・省令）
　　⃝風致地区（都市計画法）　⃝地区計画（都市計画法、景観法）
○他の例規（条例・規則・規定）
　　⃝屋外広告物条例　⃝再エネ条例　など
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【景観類型】 
前橋市都市計画マスタープランの将来都市構造図に準拠し、各構造区分を地域の景観特性を象徴する

景観類型として定義します。 
 
 
 
 
 
 
※本計画における「都市拠点」は、主に前計画における中心市街地を指し、「暮らしの拠点」は、前計画における都市拠

点の一部（都市マスの生活拠点）を指します。 

○都市拠点 
○暮らしの拠点 
○道路（都市軸） 
○線路（鉄道軸） 
○水辺（河川軸） 
○商業・業務地区 

○住宅地区（既成市街地） 
○住宅団地 
○工業地区 
○田園地区 
○森林地区 

 
 
 

 

 

【景観類型図】 

【景観類型】
　前橋市都市計画マスタープランの将来都市構造図に準拠し、各構造区分を地域の景観特性を象徴する景観
類型として定義します。

※�本計画における「都市拠点 」は、主に前計画における中心市街地を指し、「暮らしの拠点 」は、前計画における都市拠点の一部（都市マス
の生活拠点 ）を指します。

○都市拠点
○暮らしの拠点
○道路（都市軸）
○線路（鉄道軸）
○水辺（河川軸）
○商業・業務地区

○住宅地区（既成市街地）
○住宅団地
○工業地区
○田園地区
○森林地区

景観類型図
Ⅳ 

行
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項
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1 届出を要する行為

表　届出を要する行為となる大規模行為
行為 対象となる規模

建築物

新築、増築、改築、移転、
外観の変更又は色彩を変更するこ
ととなる修繕もしくは模様替え又
は色彩の変更

高さが 13 ｍ、又は延べ床面積が
1,000㎡を超えるもの

工作物
新設、増設、改造、移転、外観を
変更することとなる修繕若しくは
模様替又は色彩の変更

高さ10ｍ、又は築造面積が1,000
㎡を超えるもの。
（建築物と一体のとき）
高さが５ｍを超え、かつ建築物との
高さの合計が10ｍを超えるもの

土地の区画形
質の変更

都市計画法第４条第12項に規定さ
れる開発行為

土地の面積が 1,000㎡を超えるも
の（ただし宅地分譲を除く）

法面、擁壁の
設置

上記の開発行為に伴う法面・擁壁
の設置

高さが５ｍかつ長さが 10ｍを超え
るもの

（１）届出対象行為（景観法第 16 条第１項）
　景観計画区域内において届出を要する行為は、下表に示す大規模行為です。届出を要する行為は、次項に示
す「２　景観形成の基準 」に適合している必要があります。
　なお、景観形成重点地区における届出を要する行為は、別途、「Ⅵ　景観形成重点地区 」に定めます。

（２）公共施設の取り扱い（景観法第 16 条第５項及び第６項）
　国の機関または地方公共団体が行う行為（公共施設 ）については、上記（１）届出対象行為と同様の範囲内
において、景観形成の基準に適合するよう、必要な手続き及び措置を求めるものとします。

（３）事前協議（前橋市景観条例第 14 条）
　届出にあたっては、行為の内容が景観形成の基準に適合しているどうか、あらかじめ市と協議を行うことと
します。
　なお、行為に係る事業計画の立案に際して、景観形成の基準に適合させるための事前相談として、前橋市景
観アドバイザー制度（後述・Ⅴ－３－（４））を利用することができます。
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2 景観形成の基準

都市拠点 暮らしの
拠点

商業
業務地区 住宅地区 住宅団地 工業地区 田園地区 森林地区

(1) 類型共通基準 ■計画のテーマ「振り返りたくなる風景がある」をベースとする基準
■当該行為が道路・線路・水辺にかかる場合の基準

(2) 

類
型
別
基
準

水と緑 ▲ ▲ △ ▲ △ ○ ◎ ◎

風格と質感 ◎ ○ ○ △ ▲ － ▲ －

地域性と
歴史性 ○ △ ▲ ◎ ○ △ ○ ○

やさしさと
心地よさ △ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ △ －

特別配慮
事項 －

前橋市
アーバン
デザイン

－ － － － －
赤城山景観
ガイド
ライン

(3) 要素別基準 ■建築物等及び屋外広告物の配置掲出方法に関する基準
■その他の行為毎の基準

(4) 色彩基準 ■建築物の色彩に関する事項が定められている地区計画の区域で参照する基準

　景観形成に影響を及ぼすと考えられる行為について、本計画が定める景観形成の方向性に適合するよう、各
種の基準（景観形成基準 ）を定めます。
　景観形成基準は、すべての行為に共通する基準【（１）類型共通基準 】と、行為が行われる場所（景観類型 ）
ごとの基準【（２）類型別基準 】、行為の種類や内容ごとの基準【（３）要素別基準 】に大別します。
　まず、（１）類型共通基準は、本計画のテーマ「振り返りたくなる風景がある 」をベースとする基準と、当該
行為が都市軸（道路 ）、鉄道軸（線路 ）、河川軸・湖沼（水辺 ）にかかる場合の基準で構成します。
　次に、（２）類型別基準は、本市の景観特性を磨き上げるための「４つの方針 」をベースとする基準で構成し
ますが、景観類型に応じて景観特性が異なるため、下記表のとおり、基準の濃淡が◎→○→△→▲の順に異な
ります。また、景観類型によっては、景観形成に特別な言及がある関連計画等が存在する場合があるため、そ
れを「特別配慮事項 」として掲載することとします。
　次に、（３）要素別基準は、当該行為における建築物や屋外広告物等の配置や掲出に関する基準と、それ以外
の行為に関する基準で構成します。
　以上の基準について、行為者は、当該行為の場所及び内容に応じて各基準に適合するよう配慮し、本計画が
定める良好な景観の創出に努めなければなりません。
　なお、景観形成重点地区における景観形成の基準は、別途、「Ⅵ　景観形成重点地区 」に定めます。
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カテゴリ 基準 景観特性

類
型
共
通
基
準

テーマ基準

位置・配置

□
建築物・工作物（以下「建築物等」という）や屋外広告物は、
赤城山等の眺望に配慮した配置・形態・色彩・意匠・掲出方法（以
下「配置掲出方法」という）とする

ー

□
建築物等や屋外広告物は、街並み全体として調和した家並み
やスカイラインを形成するよう、隣接する建築物等との連続
性などに配慮した配置掲出方法とする

ー

□
建築物等は、配置の工夫や長大な壁面の適度な分節化（色使い、
素材の使い分け、雁行の採用など）などにより、街並みと背
景となる赤城山等との調和を図る

ー

建築物等
屋外広告物

□

地区景観を特徴付ける建築物等や神社、鳥居などの文化資源
や地区景観を特徴付ける樹木や鎮守の森などの樹木資源に隣
接する建築物等や屋外広告物は、その景観資源がつくり出す
風景に配慮した配置掲出方法とする

ー

□
丘陵や河川敷、田園風景など眺望の対象となる資源に隣接す
る建築物等や屋外広告物は、その配置掲出方法を周辺の風景
に調和させる

ー

自然・環境 □ まとまった緑地やシンボルとなる樹木は、できる限り保全す
る ー

植栽帯の
活用 □ 駐車場は、車の出入口の集約化や接道部及び敷地内の植栽な

どにより街並みの連続性の確保や周辺の風景との調和を図る ー

道路
（都市軸）
基準

位置・配置

□
道路、交通設備、街路灯、歩道、公共サインなどの公共施設、
沿道の建築物等や屋外広告物は、赤城山等の連続的な眺望を
阻害しない配置掲出方法となるよう配慮する

ー

□ 沿道のまちなみとして連続性が感じられるよう統一感のある
配置掲出方法とする ー

形態・
デザイン

□

敷地内に設置又は建築物等に付随する屋外広告物は、建築物
等の壁面や周囲と共通性のある色彩を採り入れるなど、建物
全体及び周辺の色彩との調和やバランスに配慮し、調和感の
ある沿道の街並みを形成する

ー

□

道路や交通設備、公共サインなどの公共施設などは、来訪者
に分かりやすいものとするとともに、統一感のある配置掲出
方法とし、連続する緑の風景を壊さず、質の高い景観形成に
寄与するよう努める

ー

建築物等
屋外広告物

□ 大規模な建築物は、適度な壁面後退と接道部の緑化により、
ゆとりと広がりのある道路景観形成を心がける ー

□
建築物等や屋外広告物は、主要な視点場（展望台、観光施設、
公共施設）から広がる市街地の眺望や、赤城山への眺めに配
慮した配置掲出方法とする

ー

□ 赤城南麓の建築物等は、南側に広がる市街地の眺めを生かし
た配置意匠を心がける ー

（１）類型共通基準
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類
型
共
通
基
準

道路
（都市軸）
基準

自然・環境

□
建築物等は、周辺の樹木の高さとの連続性や地形の起伏（地
表の形状の変化）になじませた屋根形状など、地形との一体
感を感じられる配置意匠とする

ー

□
沿道の樹木や草花などの緑化は、道路の魅力を高めるものと
するため、周辺の緑と調和を図りながら、適切な維持管理を
行う

ー

□ 建築物等や屋外広告物は、豊かな自然景観を壊さないよう周
辺環境に調和した配置掲出方法とする ー

□
建築物等は、変化に富んだ美しい山並み風景や眺望風景を生
かした配置意匠とすることにより、周辺の自然環境を取り入
れた質の高い景観形成に努める

ー

線路
（鉄道軸）
基準

位置・配置 □ 沿線の建築物等や屋外広告物は、車窓からの眺めを意識し周
辺の風景と調和した配置掲出方法とする ー

形態・
デザイン □ 駅舎などの鉄道施設はもとより沿線の道路や公共サインなど

の公共施設も含め、地域性を大切にした配置意匠とする ー

建築物等
屋外広告物 □ 沿線の建築物等や屋外広告物は、車窓から見える赤城山等の

連続的な眺望を阻害しない配置掲出方法となるよう配慮する ー

自然・環境 □
沿線の建築物等や屋外広告物は、線路沿いや踏切から遠望さ
れる赤城山等や大規模な建造物・樹木などの眺望に配慮した
配置掲出方法とする

ー

水辺（河川
軸）基準

位置・配置 □
河川に面する建築物等や屋外広告物は、対岸や橋上などから
見る赤城山等と豊かな河川景観からなる奥行きのある眺望に
配慮した配置掲出方法とする

ー

形態・
デザイン

□
橋梁及び連続する工作物の色彩は、水＝青系などの単純な連
想や周囲から極端に突出する高彩度色を避け、川面や河川敷
の色彩と美しく調和する色彩を用いるよう心がける

ー

□

河川沿いに立地する建築物等の色彩は、木材や石材、土など
の自然素材色と共通する色彩を基調とするなど、河川及び河
川敷の色合いと調和するものとする。また、河川軸に沿って
の連続性にも配慮する

ー

建築物等
屋外広告物

□
川堤の並木、寺社、鎮守の森などの眺望の対象となる資源に
隣接する建築物等や屋外広告物は、周辺の風景と調和した配
置掲出方法とする

ー

□
橋梁や護岸施設、安全柵、遊歩道、公共サイン等の公共施設は、
豊かな河川景観の一部として統一感のある配置掲出方法とす
る

ー

□
建築物等は、河川などの水辺空間に隣接する場合、建物の間
から水辺を眺められる工夫や自由に歩行者が水辺に近づける
歩行路の開放等、水辺への意識が高まる敷地利用を心がける

ー
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カテゴリ 基準 景観特性

類
型
別
基
準

都市拠点

位置・配置 □ 建築物等が眺望の対象となる資源に隣接する場合は、周辺の
風景に調和するよう配慮する

地域性と
歴史性

形態・
デザイン

□ 官公庁街の建築物等は、既存の官公庁施設と呼応形態・色彩・
意匠の採用などにより、品格のある景観を保全する 風格と質感

□

建築物等は、駅前広場や道路の施設配置と整合した形態とす
るとともに、隣接する建物等の配置、形態、色彩、意匠と相
互に協調させることにより、地域の拠点に相応しい街並みづ
くりに配慮する

品格と質感

□ 建築物等の低層部は、ガラス面の使用など開放的なデザイン
を心がける

やさしさと
心地よさ

建築物等
屋外広告物

□

建築物等の低層部は、接道部の緑化や開放的なデザイン、適
度な壁面後退による植栽スペースや休憩スペースの確保な
ど、ゆとりのある空間を創出し、拠点として公共性の高い景
観形成を心がける

やさしさと
心地よさ

□ 赤城山南麓に位置する建築物等は、南側に広がる市街地の眺
めを生かした配置意匠とする

地域性と
歴史性

□
建築物等や屋外広告物は、主要な視点場（県庁、市役所、前
橋駅、新前橋駅、利根川に架かる橋）からの赤城山等の眺望
に配慮した配置、掲出方法とする

風格と質感

□ 屋外広告物は、周辺の屋外広告物と調和した配置掲出方法と
するなど、拠点として品格のある景観形成に配慮する 風格と質感

自然・環境

□ 建築物等の低層部の接道部は、地被類（背丈が低い植物）等
で緑化を心がける 水と緑

□

建築物等は、周辺に地区景観を特徴付けるケヤキ通りやシン
ボルツリーなどの樹木がある場合は、それらの四季折々の色
彩の変化に配慮し、樹木の佇まいを風景の一部に取り込んだ
配置意匠とする

風格と質感

植栽帯の
活用

□
住宅地区や田園地区との境界に接する建築物等は、植栽帯な
どにより境界を明確に区分し、互いを引き立たせる風景を創
り出すよう心がける

地域性と
歴史性

□ 前面道路への植栽帯の配置に努め、背景となる赤城山と緑の
つながりを感じられるよう緑豊かな景観形成を心がける 水と緑

その他 □

建築物等が地区景観を特徴付ける河川に面する場合は、川面
への空間的なつながりや川側からの見え方に配慮した配置意
匠とすることにより、建築物等と河川が一体をなす景観形成
を心がける

地域性と
歴史性

（２）類型別基準
①都市拠点
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カテゴリ 基準 景観特性

類
型
別
基
準

暮らしの
拠点

位置・配置 □

大規模な建築物においては、街並みの連続性に配慮しつつ、
街のにぎわいづくりに寄与する位置へのオープンスペースの
確保や壁面の後退、シンボルツリーの配置等により、周辺環
境と調和した交流空間の創出に努める

やさしさと
心地よさ

形態・
デザイン

□
人通りの多い道路の交差点などは、コーナー性を意識した意
匠の採用やオープンスペースの確保、植栽の配置などにより、
魅力ある街角を演出するよう努める

風格と質感

□ 生垣や、塀の色彩・素材・意匠をそろえることにより、連続
性を持たせる等沿道環境の調和を図る 風格と質感

□ 建築物等は、地形の起伏になじませた屋根形状により、周辺
の自然と調和した景観形成を心がける

地域性と
歴史性

□

建築物等は、地区景観を特徴付ける利根川、広瀬川、馬場川、
風呂川などの河川に面する場合は、川面への空間的なつなが
りや川側からの見え方に配慮した配置意匠とすることによ
り、建築物等と河川が一体をなす都市景観形成を心がける

風格と質感

□

建築物等は、周辺に地区景観を特徴付けるケヤキ通りやシン
ボルツリーなどの樹木がある場合は、それらの四季折々の色
彩変化に配慮し、樹木の佇まいを風景の一部に取り込んだ配
置意匠とする

水と緑

□

建築物等は、まちなみ全体として落ち着きのある景観を形成
するよう、屋根は低明度かつ低彩度色を用い、壁面は高彩度
色などの周辺からの突出した色彩をさけるなど、調和の感じ
られる色彩を用いるよう努める

やさしさと
心地よさ

□

建築物等は、周囲の建物等と共通性のある色彩を部分的にア
クセントカラーとして用いるなど、色彩に協調性を出すよう
心がける。特にテナントビルでは、建物全体が調和した質の
高いものとなるよう色彩に配慮する

風格と質感

□

複合市街地等の商店街や商業地の建築物等で、道路と一体的
な買い物空間が形成されている場合は、建物正面に人を招き
入れるような意匠を施すなどにより、低層部のにぎわいの創
出などに努める

風格と質感

建築物等
屋外広告物

□ 大規模な建築物等においては、壁面の後退により居住環境の
向上に努める

やさしさと
心地よさ

□

利根川、広瀬川、馬場川、風呂川などの河川資源や文化資源、
樹木資源に隣接する建築物は、これらを取り込んだ配置意匠
とし、地区の文化的景観を醸成し優れた居住環境の形成に努
める

地域性と
歴史性

②暮らしの拠点
Ⅳ 
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類
型
別
基
準

暮らしの
拠点

建築物等
屋外広告物

□

建築物等は、周辺に地区景観を特徴付ける明治から昭和初期
に建てられた近代建築物等（昭和庁舎、群馬会館、前橋カト
リック教会、レンガ倉庫など）がある場合は、それらの外観
に配慮した配置意匠とすることにより、統一感のある景観形
成を心がける

風格と質感

□
屋外広告物は、街並みから突出しすぎない色彩を用いるなど、
建物全体及び街並みとの調和やバランスに配慮し、自然と目
に入るデザインを心がける

やさしさと
心地よさ

自然・環境

□ 敷地内は、四季を感じさせる樹木や草花などにより、豊かな
居住環境の形成に努める

やさしさと
心地よさ

□ 建築物等は、周辺の樹木の高さとの連続性により、周辺の自
然と調和した景観形成を心がける

地域性と歴
史性

□
敷地内は、施設規模や敷地規模に応じた緑化に努め、背景と
なる赤城山との緑のつながりを感じられる緑豊かな景観形成
を心がける

水と緑

□ 複合市街地の商店街や商業地の建築物等は、接道部の緑化に
より、低層部のにぎわいの創出などに努める 風格と質感

植栽帯の
活用

□
住宅地と商業地が混在する複合的な市街地での建築物等の整
備は、特に住宅に対して配慮し、境界部に植栽を設置するな
どやわらかな緩衝となるしつらえを工夫する

やさしさと
心地よさ

□ 建築物等は、接道部の緑化や低層部の形態・色彩・意匠の工
夫などにより、にぎわいの連続性に配慮する 水と緑

特別配慮 □

前橋市アーバンデザインの区域内にある場合は、アーバンデ
ザインガイドラインに配慮する（アーバンデザインの将来像
を実現させるために必要なデザインや意匠の配慮すべき視点
を取り入れる）

水と緑
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カテゴリ 基準 景観特性

類
型
別
基
準

商業・業務
地区

位置・配置 □

大規模な建築物においては、街並みの連続性に配慮しつつ、
街のにぎわいづくりに寄与する位置へのオープンスペースの
確保や壁面の後退、シンボルツリーの配置等により、周辺環
境と調和した交流空間の創出に努める

やさしさと
心地よさ

形態・
デザイン

□
人通りの多い道路の交差点などは、コーナー性を意識した意
匠の採用やオープンスペースの確保、植栽の配置等により、
周辺環境と調和した交流空間の創出に努める

風格と質感

□

建築物等は、周囲の建物等と共通性のある色彩を部分的にア
クセントカラーとして用いるなど、色彩に協調性を出すよう
心がける。特にテナントビルでは、建物全体が調和した質の
高いものとなるよう色彩に配慮する

風格と質感

□
建築物等は、それぞれの地域の持つ地形や周辺環境に配慮し、
周辺の樹木の高さとの連続性や地形の起状になじませた屋根
形状など、地形との一体感を感じられる配置意匠とする

地域性と
歴史性

□
住宅地区や田園地区に接する建築物等は、各地区の持つ特性
を配慮し、急激な景観的変化を避けた地区境界であることを
意識した配置意匠とするよう努める

地域性と
歴史性

建築物等
屋外広告物

□ 建築物等は、低層部の配置意匠の工夫などにより、街並みの
連続性に配慮する

やさしさと
心地よさ

□
屋外広告物は、街並みから突出しすぎない色彩を用いるなど、
建物全体及び街並みとの調和やバランスに配慮し、自然と目
に入るデザインを心がける

やさしさと
心地よさ

自然・環境 □ 建築物等の接道部の緑化に努める 水と緑

植栽帯の
活用

□ 人通りの多い道路の交差点などは、植栽の設置により、魅力
ある街角を演出するよう努める

やさしさと
心地よさ

□ 建築物等は、接道部の緑化や低層部の形態・色彩・意匠の工
夫などにより、にぎわいの連続性に配慮する 水と緑

その他 □ 建物全体が調和した質の高いものとなるよう、色彩に配慮す
る 風格と質感

③商業・業務地区
Ⅳ 
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カテゴリ 基準 景観特性

類
型
別
基
準

住宅地区

位置・配置 □
敷地内は、施設規模や敷地規模に応じた緑化に努めるととも
に、前面道路への植栽帯の設置に努め、背景となる赤城山と
緑のつながりを感じられる緑豊かな景観形成を心がける

水と緑

□

大規模な建築物等においては、街並みの連続性に配慮しつつ、
落ち着いた居住景観に寄与する位置へのオープンスペースの
確保や壁面の後退、植栽の配置など、公共空間の配置による
居住環境の向上に努める

やさしさと
心地よさ

形態・
デザイン

□
人通りの多い道路の交差点などは、コーナー性を意識した意
匠の採用やオープンスペースの確保、植栽の配置などにより、
魅力ある街角を演出する

風格と質感

□ 塀の色彩・素材・意匠をそろえたり、生垣によって連続性を
持たせる等、沿道環境の調和を図る 風格と質感

□ 地形の起伏になじませた屋根形状により、周辺の自然と調和
した景観形成を心がける

地域性と
歴史性

□

建築物等は、街並み全体として落ち着きのある景観を形成す
るよう、屋根は低明度かつ低彩度色を用い、壁面は高彩度色
などの周辺からの突出した色彩をさけるなど、調和の感じら
れる色彩を用いるよう努める

やさしさと
心地よさ

□

複合市街地等の商店街や商業地の建築物等は、接道部の緑化
のほか、道路と一体的な買い物空間が形成されている場合は、
建物正面に人を招き入れるような意匠を施すなどにより、低
層部のにぎわいの創出などに努める

やさしさと
心地よさ

建築物等
屋外広告物

□ 大規模な建築物等においては、壁面の後退により居住環境の
向上に努める

やさしさと
心地よさ

□

地域を流れる大小の河川資源や地区景観を特徴付ける建築物
等や神社、鳥居などの文化資源、地区景観を特徴付ける樹木
や鎮守の森など樹木資源に隣接する建築物等は、これらの隣
接する資源を取り込んだ配置意匠に配慮（隣接する建築物等
の意匠を一部取り入れる、隣接する樹木・河川と敷地内を通
路などの動線で結ぶなど）し、地域の文化的景観を醸成し優
れた居住環境の形成に努める

地域性と
歴史性

□ 赤城山南麓に位置する建築物等は、南側に広がる市街地の眺
めを生かした配置意匠を心がける

地域性と
歴史性

自然・環境

□ 敷地内は、四季を感じさせる樹木や草花などにより、豊かな
居住環境の形成に努める

やさしさと
心地よさ

□
建築物等は、周辺の樹木の高さとの連続性や地形の起状にな
じませた屋根形状など、周辺の自然と調和した景観形成を心
がける

地域性と
歴史性

□
敷地内は、施設規模や敷地規模に応じた緑化に努め、背景と
なる赤城山との緑のつながりを感じられる緑豊かな景観形成
を心がける

水と緑

植栽帯の
活用

□
住宅地と商業地が混在する複合的な市街地での建築物等の整
備は、特に住宅に対して配慮し、境界部に植栽を設置するな
ど、やわらかな緩衝となるしつらえを工夫する

やさしさと
心地よさ

□ 前面道路への植栽帯の配置に努め、背景となる赤城山との緑
のつながりを感じられるよう緑豊かな景観形成を心がける 水と緑

特別配慮 □ 敷島公園の周辺では、敷島エリアグランドデザイン（デザイ
ンコードなど）に配慮する 水と緑

④住宅地区
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カテゴリ 基準 景観特性

類
型
別
基
準

住宅団地

位置・配置 □

大規模な建築物においては、街並みの連続性に配慮しつつ、
落ち着いた居住景観に寄与する位置へのオープンスペースの
確保や壁面の後退、植栽の配置など公共的空間の設置による
居住環境の向上に努める

やさしさと
心地よさ

形態・
デザイン

□
人通りの多い道路の交差点などは、コーナー性を意識した意
匠の採用やオープンスペースの確保、植栽の配置などにより、
魅力ある街角を演出する

風格と質感

□ 塀の色彩・素材・意匠をそろえたり、生垣によって連続性を
持たせる等、沿道環境の調和を図る 風格と質感

□ 地形の起伏になじませた屋根形状により、周辺の自然と調和
した景観形成を心がける

地域性と
歴史性

□

建築物等は、街並み全体として落ち着きのある景観を形成す
るよう、屋根は低明度かつ低彩度色を用い、壁面は高彩度色
などの周辺からの突出した色彩をさけるなど、調和の感じら
れる色彩を用いるよう努める

やさしさと
心地よさ

□
建築物等は、屋根や壁面の色彩の調整や、屋根形状の統一、
生垣など植栽帯の統一などから生み出される、街並み全体と
して地域性が感じられる景観形成に努める

地域性と
歴史性

□ 建築物等の敷地周辺部に塀などを設ける場合は、開放感があ
り周辺の家並みと調和したしつらえに配慮する

地域性と
歴史性

建築物等
屋外広告物

□ 大規模な建築物等においては、壁面の後退により居住環境の
向上に努める

やさしさと
心地よさ

□

地域を流れる大小の河川資源や地区景観を特徴付ける建築物
等や神社、鳥居などの文化資源、地区景観を特徴付ける樹木
や鎮守の森など樹木資源に隣接する建築物等は、これらの隣
接する資源を取り込んだ配置意匠に配慮（隣接する建築物等
の意匠を一部取り入れる、隣接する樹木・河川と敷地内を通
路などの動線で結ぶなど）し、地域の文化的景観を醸成し優
れた居住環境の形成に努める

地域性と
歴史性

□ 赤城山南麓に位置する建築物等は、南側に広がる市街地の眺
めを生かした配置意匠を心がける

地域性と
歴史性

自然・環境

□ 敷地内は、四季を感じさせる樹木や草花などにより、豊かな
居住環境の形成に努める

やさしさと
心地よさ

□
建築物等は、周辺の樹木の高さとの連続性や地形の起状にな
じませた屋根形状など、周辺の自然と調和した景観形成を心
がける

地域性と
歴史性

□
敷地内は、施設規模や敷地規模に応じた緑化に努めるととも
に、前面道路への植栽帯の配置に努め、背景となる赤城山と
の緑のつながりを感じられる緑豊かな景観形成を心がける

水と緑

⑤住宅団地
Ⅳ 

行
為
の
制
限
に
関
す
る
事
項

59



類
型
別
基
準

住宅団地 植栽帯の
活用

□
住宅地と商業地が混在する複合的な市街地での建築物等の整
備は、特に住宅に対して配慮し、境界部に植栽を設置するな
ど、やわらかな緩衝となるしつらえを工夫する

やさしさと
心地よさ

□ 前面道路への植栽帯の配置に努め、背景となる赤城山と緑の
つながりを感じられるよう緑豊かな景観形成を心がける 水と緑

□ 建築物等は、生垣など植栽帯の統一などから生み出される街
並み全体として、地域性が感じられる景観形成に努める

地域性と歴
史性

□
住宅団地の地区境界に接する建築物等は、植栽帯などにより
境界を明確に区分し、団地としてのまとまりのある景観を形
成するよう心がける

水と緑

□
複合市街地等の商店街や商業地建築物等の敷地周囲部に塀
などを設ける場合は、開放感があり周辺の家並みと調和した
しつらえに配慮する

やさしさと
心地よさ

カテゴリ 基準 景観特性

類
型
別
基
準

工業地区

建築物等
屋外広告物 □

田園地区に隣接する工業地区の建築物等は、地形の起伏を考
慮した配置意匠や植栽の配置など、周辺の自然と調和した景
観形成を心がける

地域性と
歴史性

自然・環境 □
敷地内は、施設規模や敷地規模に応じた緑化に努めるととも
に、前面道路への植栽帯配置に努め、背景となる赤城山と緑
のつながりを感じられる緑豊かな景観形成を心がける

水と緑

植栽帯の
活用

□ 前面道路への植栽帯の配置に努め、背景となる赤城山と緑の
つながりを感じられるよう緑豊かな景観形成を心がける 水と緑

□ 田園地区に隣接する工業地区の建築物等は、植栽帯の配置で
周辺の自然と調和した景観形成を心がける 水と緑

□

敷地内は緑化に努め、特に前面道路への植栽帯の配置に努め
るとともに、大規模な生産施設や倉庫等は、建物の配置意匠
や植栽の配置などを考慮し、できるだけ周辺景観への圧迫感
や威圧感を軽減するよう配慮する

やさしさと
心地よさ

□
工業地区の境界部分に接する建築物等は、植栽帯などにより
境界を明確に区分し、周辺地区に与える影響をできるだけ軽
減するよう配慮する

やさしさと
心地よさ

□
敷地周辺部は、植栽を配置するとともに、塀などを設ける場
合は可視性の高いフェンスを使用するなど、開放感の高い敷
地利用を心がける

やさしさと
心地よさ

□ 敷地内は、四季を通じて親しめる植栽により、親しみやすい
空間を演出する

やさしさと
心地よさ

⑥工業地区
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カテゴリ 基準 景観特性

類
型
別
基
準

田園地区

位置・配置

□ 美しい広がりのある農地景観を保全するため、建築物等や屋
外広告物は、既存集落内に集約するよう努める

やさしさと
心地よさ

□
建築物等や屋外広告物は、田園の水平ラインと背景の赤城山
等の裾野に沿ったラインの対比が際立つよう、平坦な広がり
をもつ美しい農地景観を阻害しない配置掲出方法に努める

水と緑

□
赤城山南麓に位置する建築物等や屋外広告物は、棚田や段々
畑などの里山風景と背景にある赤城山等の眺めが創り出す美
しい農地景観を阻害しない配置掲出方法とする

水と緑

□ 農村集落と農地や山林との境界を意識し、それぞれを引き立
たせる景観を形成するよう努める 水と緑

形態・
デザイン

□ 建築物等の屋根は、低明度かつ低彩度色を用い、周辺の田園
や背景の山並みと調和したものとする

やさしさと
心地よさ

□ 建築物などの壁面は、自然景観の季節変化を考慮し、木材や
石材、土などの自然素材色と共通する色彩を基調とする 水と緑

□
建築物等は、地形の特徴、背景となる赤城山等の容態などに
配慮した屋根形状など、美しい田園景観に寄与する配置意匠
とする

水と緑

□
塀を設ける場合は、自然素材を使用したり、色彩・素材・意
匠をそろえたりして、沿道環境の調和を図る。また、生垣や
敷地内緑化を積極的に行う

風格と質感

建築物等
屋外広告物

□ 赤城山南麓に位置する建築物等は、南側に広がる市街地の眺
めを生かした配置意匠を心がける

地域性と
歴史性

□
建築物等は、地域ごとに特徴のある農村家屋や、集落内の寺
社、屋敷林、路地、石垣などが一体となって創り出している
美しい農村集落景観と調和した配置意匠とする

地域性と
歴史性

□

地域を流れる大小の河川資源や地区景観を特徴付ける建築物
等や神社、鳥居などの文化資源、地区景観を特徴付ける樹木
や鎮守の森などの樹木資源に隣接する建築物等は、これらの
隣接する資源を取り込んだ配置意匠に配慮（隣接する建築物
等の意匠を一部取り入れる、隣接する樹木・河川と敷地内を
通路などの動線で結ぶなど）し、地域の文化的景観の醸成に
努める

地域性と
歴史性

自然・環境

□ 生垣や敷地内緑化を積極的に行う やさしさと
心地よさ

□
平野部の田園地帯等の建築物等は、周辺の樹木の高さとの連
続性や地形の起状を考慮した屋根形状など、地形との一体感
の感じられる配置意匠とする

地域性と
歴史性

植栽帯の
活用 □

農村集落と田園との境界に接する建築物等は、植栽帯などに
より境界を明確に区分し、互いに景観を引き立たせるよう努
める

水と緑

⑦田園地区
Ⅳ 
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為
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カテゴリ 基準 景観特性

類
型
別
基
準

森林地区

位置・配置

□ 赤城山南麓に位置する建築物等は、南側に広がる市街地の眺
めを生かした配置意匠を心がける

地域性と
歴史性

□
建築物等は、変化に富んだ美しい山並み風景や眺望風景を生
かした配置意匠とすることにより、周辺の自然環境を取り入
れた質の高い景観形成に努める

水と緑

形態・
デザイン

□
建築物等は、周辺の樹木の高さとの連続性や地形の起伏にな
じませた屋根形状など、地形との一体感を感じられる配置意
匠とする

水と緑

□
道路や交通設備、公共サインなどの公共施設などは、統一感
のある配置掲出方法とし、連続する緑の風景を壊さず、質の
高い景観形成に寄与するよう努める

地域性と
歴史性

建築物等
屋外広告物 □ 建築物等や屋外広告物は、豊かな自然景観を壊さないよう周

辺環境に調和した配置掲出方法とする
やさしさと
心地よさ

特別配慮 □ 県立赤城公園エリアでは、赤城山景観ガイドライン（デザイ
ンコードなど）に配慮する 水と緑

⑧森林地区
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カテゴリ 基準

要
素
別
基
準

建築物等及
び屋外広告
物の配置掲
出方法に関
する基準

１　外観

□
同一敷地内の建築物等や、屋外広告物、付帯設備、駐車場、植栽、その
他必要な施設などは、全体として一体感のある外観となるよう、配置掲
出方法に配慮する

□

屋外階段、配管、柵、室外機など、建築物等に付帯する設備等は、建築
物等本体との調和を図り、次の例示を参考に必要な修景を行う
ア　形態や使用する材料は、建築物等の本体と共通性を持たせる
イ　色彩の調和を図る
ウ　�ア・イが実施できない場合や実施しても目立つ場合は、ルーバー※

や植栽などで覆う（※ルーバー：羽板と呼ばれる細長い板を、枠組
みに隙間をあけて縦若しくは横方向に平行に組み、羽板の取付角度
によって、風・雨・光・埃・人の目線などを、選択的に遮断したり
透過したりすることができる装置）

□

建築物等の外観の色彩は、赤城山等の眺めを美しく引き立て、建築物等
において一般的に多く使われている色彩を用いるなど、周辺の街並みと
調和したものとする。特に、周辺から突出する高彩度色や極端な高明度
及び低明度色の使用は避ける

□ 建築物等の単体としての色彩調和にとどまらず、周辺の建築物等との色
彩調和に十分配慮する

２　�屋上部・
頂部

□

建築物等の屋根は、背景となる山並みや周辺の家並みと調和したものと
するため、建築物等の高さやスカイラインなどの急激な変化を避けるよ
う、次の例示を参考に必要な修景を行う
ア　�屋根等の高さのバランスや形状を工夫し、隣接する建物との連続性
及び単体としてのゆるやかなスカイラインを形成する

イ　�勾配屋根など、屋根形状の整ったまちなみでは、それらとの調和を
図る。また地域によって、屋根形状に特徴がある場合は、それらに
配慮した形状とするよう努める

□

屋上設備は、建築物等と一体的に背景となる山並みや周辺の街並み景観
と調和したものとなるよう、次の例示を参考に必要な修景を行う
ア　�壁面の立ち上げや屋根、ルーバーなどの覆いを設ける
イ　�外部から目立ちにくい配置にするなど、可能な限り露出を避ける

□
建築物等の頂部等周囲から突出する部分や屋上部に設置される屋外広
告物は、背景となる山並みや周辺の街並みに調和する配置掲出方法とな
るよう配慮する

３　壁面

□

周囲への圧迫感や威圧感を与える大規模な壁面は、その軽減を図るた
め、次の例示を参考に必要な修景を行う
ア　�壁面形状に凹凸や雁行等をつける
イ　�単調になりすぎないよう、色面の変化、柱の配置、飾り目地などの
分節的デザインを施す

□

高層建築物の低層部の壁面は、通りの連続性やオープンスペースの確保
等に配慮した配置・形態・意匠となるよう、次の例示を参考に必要な修
景を行う
ア　�周囲の建物と共通性のある意匠を施す
イ　�開放性の感じられる意匠とする
ウ　�街並みの連続性に配慮しつつ、適度な壁面後退により植栽スペース
を設置するなどし、オープンスペースの確保に努める

（３）要素別基準
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要
素
別
基
準

建築物等及
び屋外広告
物の配置掲
出方法に関
する基準

４　外構

□ 建築物等の外観の一部となる外構は、周辺環境へのゆとり空間の創出と
緑化に努める

□
建築物等の接道部分の外構は、隣接する周辺の外構と色彩・意匠をそろ
えたり、生垣などの植栽によって連続性を持たせるなど、周辺との調和
に配慮する

□ 大規模な建築物等は、シンボルとなる高木を配置するなど、風景にアク
セントをつけ、印象的な景観を形成するよう心がける

５　照明 □
建築物等や、屋外広告物、付帯設備、駐車場、外構などの照明は、周辺
環境への影響に配慮しつつ、設置する景観類型地区にふさわしい効果的
な夜間景観の演出を図るよう努める

６
建築物等に付
随する施設等
の配置意匠

□

建築物等に付随する駐車場、駐輪場、ごみ集積所その他の施設等は、周
囲から目立たない配置意匠とするよう努める。やむを得ない場合は、建
築物と同様の形態・意匠の素材によって囲むか、周囲の緑化などによる
修景に努める

その他の行
為毎の基準

１
土地の区画形
質の変更

□ 造成に際しては、現在の地形を活かすとともに、既存樹木の保全及び活
用または代替緑化に努める

□ 法面がある場合は、低木や芝による緑化を図るなど、表情を持った修景
を行う

□ 土地の区画形質の変更に伴い擁壁を設置する場合は、「２  擁壁」の基
準を準用する

２　擁壁

□ 緑豊かな斜面地景観を大切にし、既存樹木の保全及び活用または代替緑
化に努める

□
擁壁は、勾配を持たせたり、ひな壇状の形状とするなど、圧迫感を軽減
させたうえで、自然石の使用や化粧型枠等による仕上げを行うととも
に、樹木による緑化を施すなど、表情を持った修景を行う

□ 周辺から望見される擁壁は、自然石の使用や自然石調などの仕上げの工
夫により、緑と調和した表情づくりに努める

□
傾斜地における棚田や段々畑など、周辺に石垣や石積みの用いられてい
る地域などにおいては、擁壁や法面に、積極的に地域の石積みの工法を
取り入れ、地域性を継承するよう努める

３
屋外における
物品等の集積
又は貯蔵

□
物品や廃棄物等の集積又は貯蔵は、極力屋外を避け、やむを得ず屋外に
集積等を行う場合は、周辺の景観を乱さないよう高さ・配置に配慮し、
積み上げ方を整然とする

□ 周辺から目立たないよう生垣等により遮蔽に努める

４
木材の伐採又
は植栽

□ 道路に面する部分の伐採を避け、やむを得ず伐採した場合は代替植栽に
努める

□
木竹の植栽にあたっては、特に道路に面する部分の緑化を重視し、周辺
の植栽や周辺でよく用いられている植樹の活用等、地域性を考慮し、景
観類型地区ごとにふさわしいゆとり空間の創出に配慮する
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3 景観形成に係る他法令（例規）の基準

【地区計画】　� ※色は、建築物の色彩に関する事項が定められた区域
・荒砥工業団地（52.2ha） ・上細井住宅団地（6.6ha）

・下大島東地区（23.2ha） ・前橋駅南口地区（2.0ha 色）

・新前橋駅南地区（10.1ha 色） ・下細井住宅団地（17.9ha）

・西善住宅団地（3.6ha） ・川曲地区（3.8ha）

・大屋敷地区（7.0ha） ・富田地区（70.1ha 色）

・中内地区（3.3ha）　 ・下川地区（41.7ha）

・五代南部地区（4.3ha 色）　 ・亀里地区（2.4ha）

・東大室地区（3.7ha） ・前橋南部地区（55.5ha）

・多田山産業団地（14.1ha 色） ・千代田町三丁目地区（0.6ha 色）

・昭和町三丁目地区（17.4ha） ・前橋問屋団地（13.8ha 色）

・新前橋駅前第二・第三地区（9.0ha 色） ・JR前橋駅周辺地区（8.0ha 色）

・西善・中内地区（17.3ha） ・駒寄スマート IC周辺地区（20.9ha）

・北代田町東地区（3.3ha） ・千代田町中心拠点地区（2.7ha）

・粕川町込皆戸地区（3.6ha） ・力丸工業団地西地区（7.8ha）

（１）風致地区・地区計画
　①風致地区（都市計画法第58条 ）
　　�　風致とは本来、自然の景色などの趣きや味わいを意味するもので、風致地区は、都市における樹林地・

水辺などの自然的要素に富んだ良好な地域を都市計画に基づいて指定し、風致の維持・保全を図ること
を目的とする制度です。

　　�　本市では現在３地区が指定されており、「前橋市風致地区内における建築等の規制に関する条例 」に基
づき、地区内における建築行為等を許可制としていますが、建物の形態・意匠に関する事項については、
本計画における景観形成基準に適合するよう、適切な措置を講じることとします。

　【風致地区】
　・厩城（93.1ha）　・敷島（181.05ha）　・橘山（47.10ha）

　②地区計画（都市計画法第58条の２、景観法第76条 ）
　　�　地区計画とは、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するため

の都市計画の一つで、本市でも数多くの地区計画が定められています。
　　�　中でも、建物の形態・意匠に関する事項や、外構（垣や柵 ）に関する事項、屋外広告物の設置に関する

事項の規定がある区域では、本計画における景観形成基準に適合するよう、適切な措置を講じることとし
ます。特に、建築物の色彩に関する事項が定められた区域では、景観形成基準における「色彩基準」（前述・
Ⅳ－２－（４））を参照することとします。
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（２）屋外広告物に関する行為の制限に関する事項（屋外広告物法、景観法第８条第２項）
　屋外広告物は、各種の情報や案内、注意喚起の表示など、さまざまな目的に応じて多くの場所で設置されて
おり、日常生活の情報源であるとともに、景観を形成する要素の一つでもあります。一方で、屋外広告物の無
秩序な設置や不適切な表示は、交通安全や生活環境、街並みの調和を阻害する要因にもなります。特に、地震
や風雪等による破損・落下事故が発生した場合には、市民生活に甚大な影響を及ぼすことから、屋外広告物の
設置や点検時の安全管理も徹底する必要があります。
　本市では「前橋市屋外広告物条例 」に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制・誘導を行い、
良好な景観形成・風致の維持・公衆に対する危害の防止に取り組んでおりますが、本計画における景観形成
基準に適合するよう、引き続き適切な措置を講じることとします。

　①違反広告物への対応
　　�　屋外広告物条例の規定を遵守せずに掲出される広告物は、周辺景観との調和を阻害する恐れがあり、特

に主要道路沿線ではその影響が顕著となります。
　　�　本市では、平成２４年に「違反広告物是正指導計画 」を定めて以来、特定の幹線道路について重点的に

違反の是正に取り組んでいますが、今後も引き続き、計画的に違反広告物の解消に努めることとします。

　②危険広告物への対応
　　�　設置後、適切な点検管理が行われずに老朽化・劣化した屋外広告物は、周辺景観との調和を阻害するの

みならず、公衆に危害が及ぶ可能性も高まります。
　　�　本市では、これまでも屋外広告物の安全管理に努めてきましたが、令和８年の屋外広告物条例の改正で

は、屋外広告物の管理責任者の明確化、有資格者による点検義務化の範囲拡大、点検項目の詳細化を盛り
込み、危険広告物の解消に努めることとします。

（３）太陽光発電設備に関する対応
　再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出することなく永続的に利用できるクリーンなエネルギーのこ
とで、地球規模の環境保全が求められる昨今、世界的に導入が進められています。特に、わが国で再生可能エ
ネルギーの固定価格買取制度がスタートしてからは、全国で太陽光発電設備の設置が広がりました。その一
方、無秩序な太陽光パネルの設置による景観面の悪化や、樹木の伐採に起因する土砂災害、落雷による火災の
発生など、課題も多く報告されています。
　本市では「前橋市自然環境、景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例 」に基づ
き、特定の地域（特別保全地区 ）における設置行為を許可制とし、自然環境や景観の維持、住民の生活環境の
保全に努めておりますが、一部地域における規制を検討しつつ、周辺景観との調和に関する事項については、
本計画における景観形成基準に適合するよう、引き続き適正な措置を講じることとします。

　【特別保全地区】
　・赤城山地区（前述・Ⅰ－４景観計画区域における景観類型「森林地区 」）
　・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域（土砂災害防止法が定める区域 ）
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（４）前橋市水と緑のまちをつくる条例
　この条例は、市民の健康で快適な生活を確保することに寄与するため、水と緑の調和した豊かな自然環境の
確保に関する市及び市民の責務を明らかにするとともに、緑化の推進及び緑の保全について基本となる事項
を定めたものです。条例の中で、前橋市の緑化の推進とあわせて景観形成に関する事項も定めています。

　①緑化協定（同条例第９条 ）
　　�　市内の一定区域内の土地及び建築物の緑化を推進するために、その所有者または管理者を対象として、

樹木の植栽等に関する事項について緑化に関する協定（緑化協定 ）を結ぶことができるとしています。現
在、13の緑化協定が締結されていますが、これらは団地等の住宅が密集する地域であり、この協定によ
り住宅密集地においても緑地が確保され良好な景観が維持されていることが伺えます。

　　
　②保存樹木等の指定（同条例第12条 ）
　　�　良好な景観の形成を図る上で重要な樹木を保全するための仕組みとして、景観重要樹木（景観法第28

条 ）や、前橋市景観資産登録制度が存在しますが、本条例においても、都市の美観、風致を維持するため
に保存する必要があると認められる樹木又は樹林（生垣を含む ）について、保存樹又は保存樹林として指
定することができるとしています。

　　
　上記の他に、緑化に関する制度としては、公園緑地課に事務局を置く「前橋市まちを緑にする会事務局 」で
は、緑豊かな生活環境の創出を目的として、緑化のため生垣等を設置する市民に対する奨励金として生垣樹木
購入費等を補助する制度を設けています。

（５）前橋市緑の基本計画
　前橋の緑の基本計画は、都市緑地法第４条に定める「緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」であり、
前橋市水と緑のまちをつくる条例に定める「緑化基本計画 」でもあります。緑地の保全や緑化の推進に関して
その将来像として、「水と緑でめぶく前橋 」を計画のテーマとし、「前橋らしい風土を継承する 」、「緑の豊かさ
が感じられるまちをつくる 」、「水と緑を楽しむ文化を広げる 」の３つの基本方針のもと、前橋らしい都市の美
観、風致を維持するため、品格を放つケヤキ通りや街路樹の適正な更新、広瀬川沿いの緑地整備などの施策を
実施します。

（６）群馬県街路樹ガイドライン　～前橋版　未来樹ガイドライン～
　群馬県では、「ぐんまの風景を魅せる 」「ぐんまの魅力を高める 」街路樹を整備・管理していくための技術的
指針を定めるために「群馬県街路樹ガイドライン 」を策定しました。前橋市においても、持続可能な街路樹の
維持管理をしていくために、群馬県街路樹ガイドラインを基本として、前橋市景観計画に基づき地域性を考慮
した計画テーマに沿った内容に置き換えて、街路樹の整備から管理までの技術的指針を定めた「前橋版　未
来樹ガイドライン 」を策定しました。これは、中心市街地においては、前橋市アーバンデザイン、赤城山南麓
地域においてはスローシティの概念を取り入れた、本市の未来の街路樹である「未来樹 」を創造するための指
針です。

Ⅳ 

行
為
の
制
限
に
関
す
る
事
項

67





Ⅴ  景観の誘導に関する事項



70 

【景観の誘導に関する基本的な考え方】 
 
すばらしい景色や街並み、すぐれた建造物などは、景観形成のアクセントであるとともに、本計画の

テーマ及び４つの方針を具現化するための重要な構成要素です。 
それらを将来にわたって保存、継承するための具体的な仕組みについて、その方針を定めます。 

 
１ エリア指定の仕組み（景観地区・準景観地区・景観形成重点地区） 
 景観的に優れた地区については、本計画が定める景観形成の基準をベースとしながら、地区住民等の

発意により、本計画よりも詳細なルールを定めることで、景観の保全や誘導を効果的・効率的に実施す

ることができます。そこで、景観形成に向けた特別ルールや行為の制限項目を別途設けることができる

仕組みを定めます。 
 
２ 物件指定の仕組み（景観重要建造物・景観重要樹木・景観重要公共施設・景観資産登録制度） 
 景観を構成する重要な要素である建造物や樹木、公共施設などについては、本計画が定める景観形成

の基準をベースとしながら、所有者等の同意を得て、本計画よりも詳細なルールを定めることで、末永

く保存・保全するための足がかりとすることができます。そこで、建造物や樹木等に関する特別ルール

や行為の制限項目を別途設けることができる仕組みを定めます。 
 
３ 協働の仕組み（景観協定・景観整備機構・景観づくり市民団体・景観アドバイザー制度） 
 良好な景観を実現するためには、市民、事業者、行政のそれぞれが景観形成の主体であることを認識

し、本計画が定める景観形成の基準をベースとして、各主体が自発的に行動することが望ましい姿で

す。そこで、地区住民や市民団体、民間事業者などが景観形成に関する独自ルールを定めたり、景観形

成に資する活動を行えるようにするための仕組みを定めます。 
  

  
広瀬川河畔景観形成重点地区 
（前橋文学館付近） 

前橋るなぱあくのクスノキ（景観資産） 

景観の誘導に関する基本的な考え方

　すばらしい景色や街並み、すぐれた建造物などは、景観形成のアクセントであるとともに、本計画のテーマ
及び４つの方針を具現化するための重要な構成要素です。
　それらを将来にわたって保存、継承するための具体的な仕組みについて、その方針を定めます。

１　エリア指定の仕組み（景観地区・準景観地区・景観形成重点地区 ）
　景観的に優れた地区については、本計画が定める景観形成の基準をベースとしながら、地区住民等の発意に
より、本計画よりも詳細なルールを定めることで、景観の保全や誘導を効果的・効率的に実施することができ
ます。そこで、景観形成に向けた特別ルールや行為の制限項目を別途設けることができる仕組みを定めます。

２　物件指定の仕組み（景観重要建造物・景観重要樹木・景観重要公共施設・景観資産登録制度 ）
　景観を構成する重要な要素である建造物や樹木、公共施設などについては、本計画が定める景観形成の基準
をベースとしながら、所有者等の同意を得て、本計画よりも詳細なルールを定めることで、末永く保存・保全
するための足がかりとすることができます。そこで、建造物や樹木等に関する特別ルールや行為の制限項目を
別途設けることができる仕組みを定めます。

３　協働の仕組み（景観協定・景観整備機構・景観づくり市民団体・景観アドバイザー制度 ）
　良好な景観を実現するためには、市民、事業者、行政のそれぞれが景観形成の主体であることを認識し、本
計画が定める景観形成の基準をベースとして、各主体が自発的に行動することが望ましい姿です。そこで、地
区住民や市民団体、民間事業者などが景観形成に関する独自ルールを定めたり、景観形成に資する活動を行え
るようにするための仕組みを定めます。

広瀬川河畔景観形成重点地区
（前橋文学館付近 ）

前橋るなぱあくのクスノキ（景観資産 ）
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1 エリア指定の仕組み

（１）景観地区・準景観地区（景観法第 61 条・第 74 条）
　①基本的な考え方
　　�　景観地区並びに準景観地区は、景観法に定められたもので、良好な景観の形成を図ることを目的として一

定の区域を指定し、建築物の形態意匠や高さ、壁面の位置、敷地面積などを詳細に制限できる仕組みです。
　　�　景観地区は、（準 ）都市計画区域内の一定の区域を都市計画に定める（都市計画決定 ）もので、準景観地

区は、（準 ）都市計画区域外の一定の区域（ただし景観計画区域内であること ）を指定するものですが、い
ずれの地区も、建築物の建築等を行う際は、形態意匠等の制限との適合認定を受けることが義務付けられ
ます。

　②指定の方針
　　�　本市では現在、景観地区・準景観地区ともに指定された区域はありませんが、今後、地区住民等の発意

により、一定の区域について、景観の高質化に向けたより厳格な規制が必要であるとの意見が寄せられた
際には、指定に向けた検討を行うこととします。ただし、非常に強い権利制限を伴うことから、幅広く住
民意見を聴取するとともに、指定に向けた機運の熟度を勘案することとします。

（２）景観形成重点地区（前橋市景観条例第 10 条）
　①基本的な考え方
　　�　景観形成重点地区は、前橋市景観条例に定められたもので、景観計画区域の中でも特に、地域の特性に

応じた景観の保全及び創出を重点的に図る必要があると認められる一定の区域を指定し、景観誘導を図
るための仕組みです。平成29年には、中心市街地を貫流する広瀬川の一部区間を「広瀬川河畔景観形成
重点地区 」に指定しています。

　　�　指定された区域では、景観法が定める行為の制限に関する事項（景観法第16条第１項 ）と同様に、建
築等の行為に際しての届出と景観形成基準の遵守が求められますが、届出を要する行為の種別や面積要
件、景観形成基準が一般的な景観計画区域よりも詳細に定められており、これを遵守するための修景行為
等に対しては、補助等が受けられるようになります。

　②指定の方針
　　�　今後、地区住民等の発意により、一定の区域について、景観保全に向けた誘導が必要であるとの意見が

寄せられた際には、新たな指定に向けた検討を行うこととします。ただし、建築等の行為に際して一定の
制限が生じることから、幅広く住民意見を聴取するとともに、指定に向けた機運の熟度を勘案することと
します。
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2 物件指定の仕組み

（１）景観重要建造物（景観法第 19 条）
　①基本的な考え方
　　�　景観重要建造物は、良好な景観の形成を図るうえで重要な建造物等を保全するための仕組みで、法令が定

める基準に該当し、下記「指定の方針 」に即したものを指定することができます。
　　�　なお、指定された建造物等は、税制上の優遇措置や保全にかかる補助等が受けられるようになりますが、

現状変更は制限され、市長の許可を受けることが義務付けられます。

　②指定の方針
　　�　本市では現在、景観重要建造物に指定された建造物等はありませんが、今後、後述の（４）景観資産登

録制度において登録された建造物等のうち、以下に示す項目を満たすものを指定候補とし、特に保全する
必要があると認められるものについては、指定に向けた検討を行うこととします。

　　・優れたデザインを持ち、地域のランドマークとなっているもの
　　・地域の歴史や文化を感じさせる、または創出していくことが期待できるもの
　　・故事、伝承にまつわる建造物で古くから地域住民に親しまれているもの
　　・地域の良好な景観形成の規範となるもの

（２）景観重要樹木（景観法第 28 条）
　①基本的な考え方
　　�　景観重要樹木は、良好な景観の形成を図るうえで重要な樹木を保全するための仕組みで、法令が定める

基準に該当し、下記「指定の方針 」に即したものを指定することができます。
　　�　なお、指定された樹木は、管理代行の仕組みや保全にかかる補助等が受けられるようになりますが、現

状変更は制限され、市長の許可を受けることが義務付けられます。

　②指定の方針
　　�　本市では現在、景観重要樹木に指定された樹木はありませんが、今後、後述の（４）景観資産登録制度

において登録された樹木のうち、以下に示す項目を満たすものを指定候補とし、特に保全する必要がある
と認められるものについては、指定に向けた検討を行うこととします。

　　・その樹容（規模、樹形等 ）から地域のランドマークとなっているもの
　　・地域の歴史や文化を感じさせるもの
　　・故事、伝承にまつわる樹木で古くから地域住民に親しまれているもの
　　・�街角などアイストップとなる景観形成上重要な位置にあり、地域の良好な景観形成を進めるうえでそ

の保全が求められるもの
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（３）景観重要公共施設（景観法第 47 条）
　①基本的な考え方
　　�　景観重要公共施設は、良好な景観形成を図るうえで重要な道路、河川、公園等の公共施設を保全するため

の仕組みで、景観計画に景観重要公共施設の整備に関する事項（整備等の方針 ）を定めた場合、当該公共施
設の管理者は、景観計画の基準に即した整備等を行うことが義務付けられます。

　②整備等の方針
　　�　本市では現在、景観重要公共施設の整備に関する事項を定めておりませんが、今後、後述の（４）景観

資産登録制度において登録された公共施設のうち、特に保全する必要があると認められるものについて
は、整備等の方針を検討することとします。

（４）景観資産登録制度
　①基本的な考え方
　　�　景観資産登録制度は、良好な景観形成に寄与する建造物や構造物、樹木などについて、本市が誇るべき

景観資産として登録し、市内外への周知を図るとともに、それらの維持管理状況を把握するための仕組み
で、令和元年度から施行し、令和７年度時点で58件が登録されています。

　　�　なお、登録された物件に対する特定の優遇措置はありませんが、現状変更にかかる制限もなく、景観重
要建造物や景観重要樹木に比べて緩やかな仕組みとなっています。

　②登録の方針
　　�　景観資産は、「建造物等 」「樹木 」「風景と視点場 」の３区分から、以下に示す項目を満たすものを登録候

補とします。
　　　�【建造物等 】道路等公共の場所から望見することができ、歴史的・文化的価値を有するもの又は地域の

ランドマークとなっているもので、地域の良好な景観形成に寄与している建造物等。
　　　�【樹木 】道路等公共の場所から望見することができ、地

域の良好な景観形成に寄与する天然木等（森林や並木
を除く ）。

　　　�【風景と視点場 】地域固有の良好な景観を表す、次に掲
げる風景及びそれを望見できる道路等公共の視点場。

　　　・豊かな自然により構成される風景
　　　・歴史・文化の蓄積を感じられる風景
　　　・市民活動の醸成により生まれた風景
　　　・地区を代表する個性を持った風景
　　　・その他市民に親しまれている本市を代表する風景

　③登録の手続き
　　�　登録物件は公募制で、「建造物等 」及び「樹木 」は所有者本人からの申請、「風景と視点場 」は推薦方式

とし、現地調査及び専門家等による審査を経て登録の可否を決定します。詳細は、景観資産登録制度実施
要綱に定めます。

臨江閣（景観資産登録番号第14号 ）
近代和風の木造建築で、楫取素彦県令や

市民有志により迎賓館として建てられた。
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3 協働の仕組み

（１）景観協定（景観法第 81 条）
　①基本的な考え方
　　�　景観協定は、一団の土地の所有者等の全員合意により、当該区域における良好な景観の形成に関する協定

を締結することができる仕組みで、協定の有効期間や違反した場合の措置を明記したうえで、建築物の形態
意匠や規模、構造、用途、屋外広告物の掲出に関する基準など、幅広く詳細に定めることができます。

　　�　なお、協定を締結する際には、景観行政団体の長の認可を受けることが義務付けられます。

　②認可の方針
　　�　本市では現在、景観協定が締結された事例はありませんが、今後、地区住民等の全員合意により、協定

を締結したい旨の申し出があった場合には、本計画における景観形成基準との整合性等を勘案し、認可の
可否を検討することとします。

（２）景観整備機構（景観法第 92 条）
　①基本的な考え方
　　�　景観整備機構は、特定の法人格を有する団体が、良好な景観の形成に関する情報提供や景観重要建造物

（樹木 ）の管理、関連する施設の整備、土地の取得等、法令に定める業務を適正かつ確実に行うことができ
ると認められる場合、当該団体からの申請をもって指定することができる仕組みです。

　　�　なお、指定された団体は、景観の形成に資する本市の業務の一部を受託できるようになります。

　②指定の方針
　　�　本市では現在、景観整備機構に指定された団体はありませんが、今後、申請があった場合には、当該団

体の財務状況や取り組み実績、業務遂行能力等を勘案し、指定の可否を検討することとします。

（３）景観づくり市民団体（前橋市景観条例第８条）
　①基本的な考え方
　　�　景観づくり市民団体は、良好な景観の形成に寄与することを目的として組織された団体のうち、活動が

営利を目的とせず、なおかつ良好な景観の形成に有効であって、運営が自主的かつ継続的に行われている
と認められているものについては、申請をもって認定することができる仕組みです。

　　�　なお、認定された団体は、活動経費の補助等を受けられるようになります。

　②認定の方針
　　�　本市では現在、景観づくり市民団体に認定された事例はありませんが、今後、申請があった場合には、

当該団体の事業計画や取り組み実績、本計画に対する理解度等を勘案し、認定の可否を検討することとし
ます。
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（４）景観アドバイザー制度
　①基本的な考え方
　　�　景観アドバイザー制度は、建築等の行為（景観計画区域内における届出を要する行為を含む ）に際し、行

為者からの申請をもって、本市の委嘱を受けた色彩・建築・都市デザイン・ランドスケープ等の専門家を
派遣し、良好な景観の形成に向けたアドバイスを行うための仕組みです。

　②実施の方針
　　�　申請があった場合は、官民を問わず受理するものとします。また、派遣する専門家は、申請者の意向と

行為の内容を勘案して決定することとし、派遣に際しては、専門家・申請者・当該行為にかかる設計士等
の実務者・市の担当者が一堂に会する「景観アドバイザー会議 」という形式で行うこととします。

希望者

景観アドバイザー

都市計画課

①相談・派遣申請

②派遣依頼③助言

景観アドバイザー制度フロー
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Ⅵ  景観形成重点地区



78 

 

 

１ 指定区域について 

 
 「景観形成重点地区」は、市全域を対象とした景観形成基準では対応しきれないそれぞれの地域に即

した景観形成基準を設けるなどにより、地域の個性を生かした景観づくりに資するものです。 
 本市では、平成２９年度に広瀬川河畔地区を景観形成重点地区に指定しました。 
指定区域では、本計画「Ⅱ 景観形成の方向性」を前提としながら、それぞれの地域に即したより詳

細な景観形成の方針や基準を定め、地域の個性を生かした景観形成に取り組みます。 
 

２ 指定区域の位置 

【広瀬川河畔景観形成重点地区～朔太郎のさんぽ道～】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

厩橋
比刀根橋

諏訪橋

久留万橋

1

2

指定区域について

指定区域の位置

　「景観形成重点地区 」は、市全域を対象とした景観形成基準では対応しきれないそれぞれの地域に即した景観
形成基準を設けるなどにより、地域の個性を生かした景観づくりに資するものです。
　本市では、平成29年度に広瀬川河畔地区を景観形成重点地区に指定しました。
　指定区域では、本計画「Ⅱ　景観形成の方向性 」を前提としながら、それぞれの地域に即したより詳細な景観
形成の方針や基準を定め、地域の個性を生かした景観形成に取り組みます。

【広瀬川河畔景観形成重点地区～朔太郎のさんぽ道～】
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 ３ 指定区域の方向性 

（１）指定の目的 
中心市街地を流れる広瀬川は、本市にとってかけがえのない景観資源です。広瀬川周辺の素晴らしい

景観を守るため、また「水と緑と詩のまち」前橋のシンボルとして、さらに質の高い広瀬川河畔のまち

なみ景観を創り、後世に引き継ぐため、本区域を景観形成重点地区に指定しました。 
 
（２）景観形成の目標 
 ○人々が自然と足を運びたくなるような、心地よい空間を創出します。 
 ○地区の歴史や文化を大切にしながら、現代的で落ち着きのある景観を形成します。 
 
（３）景観形成の方針 

区分 方針 
土地利用 露天駐車場や空き地等の不活性な利用を避け、地区全体の価値を高める

空間創出につながる土地利用を図ります。 
公共施設 植栽の樹種や舗装などの素材、色彩に配慮するとともに、地区全体の統

一感を意識した公共施設・道路・緑地の整備を図ります。 
街並み形成 広瀬川や河畔緑地と調和した、散策する人々が心地よく感じるゆとりあ

る印象の街並みを形成します。 
建築物等の形態意匠 周囲と調和し、人々の目線や街並みとの連続性に配慮された、地区景観

の向上につながる形態・意匠・色彩とします。 
屋外広告物 周囲や街並みに調和する配置・掲出方法・個数を定めるとともに、地区

の魅力をより高めるデザインとします。 
緑化 それぞれの敷地で緑化に努め、河畔緑地との相乗効果により、心地よさ

と潤いを兼ね備えた景観を創出します。 
夜間景観 夜間の安全に配慮した照明設備と、周辺環境に配慮した河畔にふさわし

い効果的演出を図り、落ち着きのある魅力的な夜間景観を創出します。 
景観管理 植栽や外壁等の汚損を放置しないなどの地区内の美観の維持管理を行う

とともに、周辺と調和した修景に努め、地区景観の向上を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

広瀬川河畔を会場に開催されたイベント 再整備された広瀬川河 

3 指定区域の方向性

（１）指定の目的
　中心市街地を流れる広瀬川は、本市にとってかけがえのない景観資源です。広瀬川周辺の素晴らしい景観を守
るため、また「水と緑と詩のまち 」前橋のシンボルとして、さらに質の高い広瀬川河畔のまちなみ景観を創り、
後世に引き継ぐため、本区域を景観形成重点地区に指定しました。

（２）景観形成の目標
　○人々が自然と足を運びたくなるような、心地よい空間を創出します。
　○地区の歴史や文化を大切にしながら、現代的で落ち着きのある景観を形成します。

（３）景観形成の方針

区分 方針

土地利用 露天駐車場や空き地等の不活性な利用を避け、地区全体の価値を高める空間創出につな
がる土地利用を図ります。

公共施設 植栽の樹種や舗装などの素材、色彩に配慮するとともに、地区全体の統一感を意識した
公共施設・道路・緑地の整備を図ります。

街並み形成 広瀬川や河畔緑地と調和した、散策する人々が心地よく感じるゆとりある印象の街並み
を形成します。

建築物等の
形態意匠

周囲と調和し、人々の目線や街並みとの連続性に配慮された、地区景観の向上につなが
る形態・意匠・色彩とします。

屋外広告物 周囲や街並みに調和する配置・掲出方法・個数を定めるとともに、地区の魅力をより高
めるデザインとします。

緑化 それぞれの敷地で緑化に努め、河畔緑地との相乗効果により、心地よさと潤いを兼ね備
えた景観を創出します。

夜間景観 夜間の安全に配慮した照明設備と、周辺環境に配慮した河畔にふさわしい効果的演出を
図り、落ち着きのある魅力的な夜間景観を創出します。

景観管理 植栽や外壁等の汚損を放置しないなどの地区内の美観の維持管理を行うとともに、周辺
と調和した修景に努め、地区景観の向上を図ります。

再整備された広瀬川河 広瀬川河畔を会場に開催されたイベント
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4 指定区域における景観形成の基準

　景観形成重点地区では、「Ⅲ　行為の制限に関する事項 」に定める、市全体に適用される景観形成基準とは別
に、より詳細なルールが定められています。

広瀬川河畔地区

デザイン・配置

広瀬川や河畔緑地及び地区内の道路に面する建物は、散策する人々に圧迫感を
感じさせないようなデザイン・配置とする。

広瀬川や河畔緑地及び地区内の道路に面する建物低層部は、散策する人々の目
線を主眼に置いたデザインとする。

川に向いた側が表の空間となるよう、建物の顔となる部分を河川に向ける。

使用する色彩については「色彩のルール」による。

建築設備
＜照明設備＞

照明設備は、夜間の安全な歩行に配慮し、かつ、広瀬川や河畔緑地周辺のまち
なみの魅力をより引き立てるようなものとする。

１階部分が店舗や事務所となるときは、ショーウインドウや格子状シャッター
など夜間に建物から灯りが漏れるような意匠とする。

建築設備
＜設備機器等＞

建築物に付随する設備機器等は、広瀬川から視認できる位置に設置しない。や
むを得ず設置する場合は、植栽や目隠しなどにより修景を行う。

使用する色彩については「色彩のルール」による。

建築設備
＜太陽光発電設備＞

屋根や屋上に太陽光発電設備を設置する場合は、周囲に調和する色調かつ光の
反射に配慮した設置場所及び設置方法とし、反射の少ない素材を使用する。

建築設備
＜ゴミ集積所＞

ゴミ集積所は、広瀬川や河畔緑地及び地区内の道路から視認できる位置に設置
しない。やむを得ず設置する場合は、植栽や目隠しなどにより修景を行う。

使用する色彩については「色彩のルール」による。

建築物の周囲の
空地・外構

広瀬川や河畔緑地及び地区内の道路に面する部分は、緑化に努める。

植栽スペースを設置する場合は、四季を感じられる花木を選定・管理するよう
に心がけ、四季を通して心地よい空間となるよう努める。

垣、柵、塀などについては「工作物のルール」による。

使用する色彩については「色彩のルール」による。

大規模な建築物
（高さ13ｍ以上、延べ床面積

1000㎡以上の建築物）

※�大規模な建築物について
は、「建築物のルール」と「大
規模な建築物のルール」の
両方を適用します。

低層部は、開放的なデザイン、適度な壁面後退による植栽スペースや休憩スペー
スの確保など、ゆとりある空間を創出し、公共性の高い景観形成を心がける。

まちなみの連続性に配慮しつつ、オープンスペースの確保や植栽の配置等によ
り、周辺と調和する交流空間の創出、人の集まる快適性の高い景観形成に努める。

広瀬川に面する部分は、川側からの見え方に配慮した配置・デザインにするこ
とにより、川と建築物が一体をなすような景観形成に努める。

（１）建築物のルール
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広瀬川河畔地区

門、垣、柵、塀
など

広瀬川や河畔緑地及び地区内の道路に面する部分に設置する外構については、
川沿いを散策する人々からの見え方に配慮し、広瀬川や河畔緑地に調和する素
材や「色彩のルール」による色調とする。

・立体（機械式）駐車場
・立体（機械式）駐輪場

広瀬川や河畔緑地から視認できる位置に設置しない。やむを得ず設置する場合
は、「色彩のルール」による色調とするか、植栽や目隠しによる修景を行う。

自動販売機 広瀬川や河畔緑地に向けて設置しない。やむを得ず設置する場合は、「色彩のルー
ル」による色調とするか、修景を行う。

物　置 広瀬川や河畔緑地から視認できる位置に設置しない。やむを得ず設置する場合
は、「色彩のルール」による色調とするか、植栽や目隠しによる修景を行う。

その他の工作物 広瀬川や河畔緑地から視認できる位置に設置しない。やむを得ず設置する場合
は、「色彩のルール」による色調とするか、植栽や目隠しによる修景を行う。

広瀬川河畔地区

資材置き場

境界柵を設置する場合は、「垣・柵・塀などのルール」による。

敷地内は、川沿いを散策する人々からの見え方に配慮し、常に整理整頓を心掛
ける。

資機材等が川沿いを散策する人々から直接視認できないよう、植栽や目隠しな
どによる修景に努める。

日よけや雨よけのシートを使用する際は、広瀬川及び河畔緑地に調和する色調
とする。

平面駐車場

境界柵を設置する場合は、「垣・柵・塀などのルール」による。

敷地内に屋外広告物を設置する場合は、「屋外広告物のルール」による。

平面駐車場に付随する設備は、「色彩のルール」による色調とする。

駐車された車が川沿いを散策する人々から直接視認できないよう、植栽や目隠
しなどの修景に努める。

広瀬川河畔地区

色　彩

広瀬川や河畔緑地及び地区内の道路に面する部分に使用する色彩は、「前橋市色
彩ガイドライン」に定める範囲とする。
・�広瀬川や河畔緑地の樹木・花木などの自然が主役となるような色彩を選定し
ましょう。
・�交通標識などの認識を妨げないよう、標識などより目立つ色彩の使用は避け
ましょう。

（２）工作物のルール

（３）その他のルール

（４）色彩のルール
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広瀬川河畔地区

種　類

地区内において掲出できる自家広告物は、以下の種類のものに限る。
①広告板　②壁面広告物　③突出広告物　④塀広告
⑤置き看板　⑥簡易広告物（はり紙、はり札、広告旗、立て看板、広告幕）

※非自家広告物は掲出することができない。
　�ただし、国、地方公共団体、公共的団体、地元商工会等が公共的目的のため
に設置する、上記の種類のものは掲出できることとする。

大きさ
個数

地区内における屋外広告物の大きさ、表示面積等の基準は以下のとおりとする。
（１）高さ13ｍ以下に掲出する屋外広告物
　・�広告板は１面１㎡以下、かつ合計で２㎡以下、高さは２ｍ以下
　・�壁面広告物は１面１㎡以下、かつ合計で当該壁面の１/３以下
　　※�一連の意味を成す文字群を矩形で囲った切文字または箱文字表示で、面

積が１面２㎡以下、かつ合計で当該壁面の１/３以下
　・�突出広告物は１面１㎡以下、合計２㎡以下
　・�置き看板は１面１㎡以下、合計２㎡以下
　・�塀広告は１面１㎡以下、かつ合計で当該壁面の１/３以下
　・�ひとつの店舗、事業所等が掲出できる表示面積の合計は５㎡以下
（２）高さ13ｍを超える部分に掲出する屋外広告物
　・�壁面広告物は１面５㎡以下、かつ合計で当該壁面の１/３以下
　　※�一連の意味を成す文字群を矩形で囲った切文字または箱文字表示で、面

積が１面10㎡以下、かつ合計で当該壁面の１/３以下
　・�突出広告物は１面１㎡以下、合計２㎡以下
　・�ひとつの建築物において高さ 13ｍを超える部分に掲出できる表示面積の
合計は15㎡以下

デザイン等

周囲と調和する落ち着いたデザインや素材とし、使用する色彩については「色
彩のルール」による。

散策する人々の目線や人間の大きさの比率との調和に配慮した文字の大きさ、
配置とする。

光源の点滅、回転、動き、変化がないこと。

照明利用広告物については、周囲との調和やまちなみ全体の夜間景観を考慮し
たデザイン、配置とする。

ひとつの建築物において、複数の店舗・事務所等の広告物を掲出する際は、掲
出する広告物の集約や色彩・文字・形状の統一に努めること。

（５）屋外広告物のルール
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（５）屋外広告物のルール 
   広瀬川河畔地区 

種 類 

地区内において掲出できる自家広告物は、以下の種類のものに限る。 

①広告板 ②壁面広告物 ③突出広告物 ④塀広告 

⑤置き看板 ⑥簡易広告物（はり紙、はり札、広告旗、立て看板、広告幕） 

 

 

 

 

 

 

  

※非自家広告物は掲出することができない。 

ただし、国、地方公共団体、公共的団体、地元商工会等が公共的目的のために設置する、上記

の種類のものは掲出できることとする。 

大きさ 

個数 

地区内における屋外広告物の大きさ、表示面積等の基準は以下のとおりとする。 

（1）高さ 13ｍ以下に掲出する屋外広告物 

・広告板は１面 1㎡以下、かつ合計で 2㎡以下、 

高さは 2ｍ以下 

・壁面広告物は１面 1㎡以下、かつ合計で当該 

壁面の 1/3以下 

※一連の意味を成す文字群を矩形で囲った切文 

字または箱文字表示で、面積が 1面 2㎡以下、 

かつ合計で当該壁面の 1/3以下 

・突出広告物は１面 1㎡以下、合計 2㎡以下 

・置き看板は１面 1㎡以下、合計 2㎡以下 

・塀広告は１面１㎡以下、かつ合計で当該壁面の 

1/3以下 

・ひとつの店舗、事業所等が掲出できる表示面積の 

合計は 5㎡以下 

（2）高さ 13ｍを超える部分に掲出する屋外広告物 

・壁面広告物は１面 5㎡以下、かつ合計で当該壁面 

の 1/3以下 

※一連の意味を成す文字群を矩形で囲った切文 

字または箱文字表示で、面積が 1面 10㎡以下、 

かつ合計で当該壁面の 1/3以下 

・突出広告物は１面 1㎡以下、合計 2㎡以下 

・ひとつの建築物において高さ 13ｍを超える部分 

に掲出できる表示面積の合計は 15㎡以下 

デザイン等 

周囲と調和する落ち着いたデザインや素材とし、使用する色彩については「色彩のルール」による。 
散策する人々の目線や人間の大きさの比率との調和に配慮した文字の大きさ、配置とする。 
光源の点滅、回転、動き、変化がないこと。 
照明利用広告物については、周囲との調和やまちなみ全体の夜間景観を考慮したデザイン、配置と

する。 
ひとつの建築物において、複数の店舗・事務所等の広告物を掲出する際は、掲出する広告物の集約

や色彩・文字・形状の統一に努めること。 

屋上広告 

アーチ 
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5 指定区域における届出を要する行為

　景観形成重点地区では、「Ⅳ　行為の制限に関する事項 」に定める、市全体に適用される届出を要する行為と
は別に、より詳細なルールが定められています。

※上記以外は、景観条例に規定される大規模行為が届出対象となります。
※景観条例に規定される大規模行為については、届出のほかに事前協議が必要となります。

広瀬川河畔地区

建築物

新　築 地区内で行うもの全て

増築、改築又は移転 地区内で行うもので、増築、改築又は移転にかか
る床面積の合計が10㎡を超えるもの

外観を変更することとなる修繕または 地区内で行うもので、変更部分が5㎡を超えるも
の

工作物・
建築設備

門、垣、柵、塀、擁壁
その他これらに類するもの

・新設
・増設

・�外観変更を
伴う修繕、
模様替え

・色彩の変更

広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分
に設置するもので、高さ１ｍを超えるもの

記念塔、装飾塔
その他これらに類するもの

地区内で設置するもので、高さ 4ｍを超えるも
の

立体（機械式）駐車場
立体（機械式）駐輪場
(※建築物に該当するものは除く)

広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分
に設置するもので、高さ1.5 ｍを超えるもの

自動販売機 広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分
に設置するもの

物　置
(※建築物に該当するものは除く)

広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分
に設置するもので、高さが1.5 ｍを超えるもの

太陽光発電設備 地区内で設置するもので、設置面積が5㎡を超え
るもの

前各号に定めるもののほ
か、市長が指定し、告示
したもの

－

その他の
行為

平面駐車場
・新設
・増設

広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分
に設置するもので、駐車台数が５台以上のもの

資材置き場
広瀬川及び河畔緑地、地区内の道路に面する部分
に設置するもので、行為に係る土地の面積が 50
㎡を超えるもの

屋外
広告物

表示、設置、改造、移転
又は表示内容若しくは外観の変更

地区内で設置するもの全て
※�屋外広告物は、前橋市屋外広告物条例に基づく届出になりま
す。また、掲出する広告物の表示面積の合計が 15㎡を超え
る場合は、届出に代り、許可申請が必要です。

（１）対象行為一覧
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計　画

審　　査

指導・助言

勧告・変更命令等（※2）

罰則(※3)

行為の計画に反映
地元協議会

景観アドバイザー

行為の着手

届出の受理

景観法第16条に基づく
届　出

適合通知書
の発行

市民・事業者 市

景観形成重点地区の景観形
成の方針や基準に沿って計
画を立てます。
また、必要に応じて前橋市
景観アドバイザー制度を利
用することができます。

指定区域の景観形成の目
標、方針、基準等に適合し
ているか審査します。
また、届出の内容に応じて
地元協議会に報告・相談し、
意見等を求めます。

計画の内容について、指定
区域における景観形成の目
標、方針、基準にもとづき、
アドバイスを行います。
また、必要に応じて前橋市
景観アドバイザー制度の活
用を届出者に提案します。

届け出た計画について、指
導・アドバイスや地元協議
会からの意見等が合った場
合は、その内容を尊重し、
計画に反映させます。
また、変更命令を受けた場
合は、適合するよう計画を
修正します。

地元住民・事業者
の立場から、届出の
内容について景観
形成の目標等に基
づき、意見等を述べ
ることができます。

客観的・専門的な
立場からアドバイ
ス等を行います。

行為に着手する前に、必要な
書類を添えて届け出ます。（※1）

相談

指導
アドバイス
地元意見
の伝達

報告
相談

提出

適　合 不適合

相談

アドバイス

調整案
修正案

計画を修正

計画を修正

変更命令等に従わない場合

意見等

アドバイス

※１　大規模な行為については、届出のほかに前橋市景観条例第14条に基づく事前協議が必要となります。
※２　景観法第16条第３項に基づく勧告、景観法第17条第１項に基づく変更命令等
※３　景観法第102条第１項に基づく罰金等

（２）行為の計画から着手までの流れ
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新たな景観形成に向けて

　Ⅲ景観形成の方針にも示したとおり、本市ならではのさまざまな景観特性や景観資源を、将来にわたって守
り、育むための大きな方向性を「振り返りたくなる風景がある（計画のテーマ ）」とし、これに基づき、本市固
有の「前橋らしさを感じられる景観 」を更に磨き上げるための視点として、「４つの方針 」（【水と緑 】【風格と
質感 】【地域性と歴史性 】【やさしさと心地よさ 】）を設定し、それを具現化するため、市民、事業者、行政のそ
れぞれが主体的に取り組む行動指針を定めています。
　また、近年は、前橋市アーバンデザイン及び前橋クリエイティブシティ構想等により、公共空間や都市軸の
再編、歩行者中心の回遊性向上、アートや文化活動の誘発が進展しています。
　都市の魅力と持続性を高める景観形成には、関係する計画や取り組みを統合的に捉え、各主体が協働して取
り組むことが重要であることから、今後の取り組みを以下に示します。

方針①  水と緑が織りなす前橋らしい景観まちづくり【水と緑】
本市を象徴する雄大な自然を生かした景観まちづくりを推進します。

手 法
・赤城山景観ガイドラインの運用や、県立赤城公園グランドデザイン策定（予定 ）により景観誘導を行う。
・広瀬川河畔景観形成重点地区での制度周知や修景支援等、取り組みを強化する。

方針②  県都にふさわしい風格と質感のある街並みづくり【風格と質感】
県都にふさわしい形態・意匠・色彩により、貫禄と落ち着きのある街並みづくりを推進します。

手 法
・前橋クリエイティブシティ構想と協調した景観誘導施策を推進する。
・�デザイン性に優れた屋外広告物がアクセントになり街並みを彩るような地区の指定や基準作りを検討す

る。（屋外広告物活用地区指定等 ）

方針③  地域性と歴史性を生かした市民協働による地域づくり【地域性と歴史性】
市民や事業者と協働し、文化的・歴史的な景観資源を守り、活用する地域づくりを推進します。

手 法
・�前橋市歴史的風致維持向上計画の重点区域である厩橋地区、総社及び総社山王地区において、歴史的建造

物等の修景支援や、地域の歴史に対する機運醸成及び観光視点での活用に向けた施策を展開する。

方針④  人にやさしく心地よさのある生活環境づくり【やさしさと心地よさ】
地域のイメージにふさわしい生活空間を整え、楽しく歩ける環境づくりを推進します。

手 法
・�前橋市アーバンデザインを踏まえ、前橋クリエイティブシティ構想と協調し、緑化等で自然を感じられる

空間整備を支援するなどウォーカブルなまちづくりを推進する。

４つの方針と新たな取り組みの連携手法
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　ガイドライン周知、事前協議の仕組みづくり、段階的な社会実験の実施、市民・事業者の参画機会の確保な
どを通じて実効性を確保する。

※関係する計画や取り組みを次ページ以降に示します。

　人口減少や高齢化の進行に伴い、空き家や老朽建築物が増加する地域においては、従来の規制誘導だけでは
良好な景観形成が難しくなっている状況があります。一方、民間事業者によるリノベーションまちづくりや、
歴史的建築物を活用した飲食・物販等の取組が広がり、新たな賑わいを創出する動きが生まれている事例が
あります。
　前橋市歴史的風致維持向上計画では、歴史的風致が集積し、まちづくりの効果が大きい区域を重点地区とし
て指定し、観光誘客や民間投資の促進に取り組んでいます。今後は、重点区域である「厩橋地区 」と「総社及
び総社山王地区 」において、歴史的建築物のリノベーションを中心とした景観エリアリノベーションで、地域
固有の魅力を高めるまちづくりを検討します。
　（１）景観エリアリノベーションを行う区域（前橋市歴史的風致維持向上計画　重点地区 ）
　　①「歴史的風致重点区域・厩橋地区 」　面積：約218ヘクタール
　　②「歴史的風致重点区域・総社及び総社山王地区 」　面積：約150ヘクタール
　（２）将来の景観像
　　①「厩橋地区 」
　　　�同地区を含む中心市街地では「ローカルファースト 」が重要視されており、歴史的建造物や伝統行事な

どの固有資源をいかに活用するかが重要。このため、リノベーションによるまちづくりで、本市固有の
ローカルコンテンツを顕在化することで、前橋市アーバンデザインと整合し、民間の主体的なエリアマ
ネジメントを促進する。

　　②「総社及び総社山王地区 」
　　　�長年の懸案であったＪＲ群馬総社駅の西口開設と東西自由通路の整備事業が始動していることで、都

市計画における「地域拠点 」としての機能向上が見込まれるとともに、「歴史の宝庫 」に相応しいゲー
トウェイとしての役割が期待されている。このため、リノベーション手法を取り入れながら同地区の歴
史的風致を磨き上げ、新駅舎を含む街並み全体の歴史情緒を高めることで、より一層の観光誘客とそれ
に伴う商業的展開を促進する。

　（３）事業実施方針
　　・歴史的建築物の利活用（リノベーション ）を中心とした再生手法の導入
　　・民間事業者やまちづくり会社との関係構築、連携強化
　　・歴史的景観の形成によるプロモーションによる誘客、関係人口の増加
　　・地域の価値向上に繋がる民間投資の誘導、促進
　　・前橋市アーバンデザインとの整合を図ったエリア全体の景観形成推進（厩橋地区 ）

推進手段

地域の再生に向けた景観・歴史・文化の積極活用

Ⅶ 

新
た
な
景
観
形
成
に
向
け
て
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前橋市アーバンデザイン
ビジョンプラン編

2019年9月策定

馬場川通り

馬場川

馬場川通り～中央通り
千代田通り～銀座通り

馬場川通りイメージ

延長＝約２００ｍ 水路・歩道・道路等

公共施設を「民間資金」で「民間団体」が再整備

馬場川通りプロジェクト

■道路空間の再配分による利活用

馬場川通りプロジェクト

1 前橋市アーバンデザイン

　前橋市では、まちづくりに関する羅針盤「前橋ビジョン　めぶく。」を平成28年（2016年 ）に策定し、第七
次前橋市総合計画（平成30年３月策定（2018年 ））の基本理念に位置付けたことを契機に、官民連携で「前
橋市アーバンデザイン 」を令和元年９月に策定しました。
　アーバンデザインは、建築物、街路、樹木、公園などにより構成される都市空間（中心市街地約158ha）を
対象エリアとした、見た目の美しさ（意匠 ）に加え、街を使うことによる利便性・安らぎ・楽しさなどの価値
観を取り入れた、民間主体のまちづくりを推進する指針（デザイン戦略 ）です。
　アーバンデザイン策定以降、各所で民間主体のまちづくりの取り組みが加速しています。
　景観計画では、アーバンデザインの理念に相応しい高質な景観のあり方を検討することとします

○馬場川通りプロジェクト

官民連携で整備

延長＝約200ｍ
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 ２ 前橋市歴史的風致維持向上計画との連携 

 
歴史的風致維持向上計画（通称・歴史まちづ

くり計画、以下、歴まち計画）とは、「地域にお

ける歴史的風致の維持及び向上に関する法律」

に基づいて市町村が策定する行政計画のこと

で、地域における歴史的な街並みと一体となっ

て、風情、情緒、たたずまいのある良好な市街

地の環境を維持・向上させ、後世に継承してい

くことを目的としています。本市では、令和４

年１２月に主務大臣の認定を受けて歴まち計画

を策定し、以来、計画に基づく各種取り組みを

進めているところです。 
本市の歴まち計画では、市内における「歴史的風致（歴史的な風情・情緒・たたずまいが感じられる

一定のまとまり）」を９つ設定し、それぞれの維持向上を図ることとしていますが、取り組みを進める

に際しての「周辺環境の景観保全・形成に関する課題」として数点が挙げられています。中でも以下に

示すものは、解決に向けた方策を景観計画に委ねる方針が示されています。 
そこで今後、これらに対応する施策の立案を検討することとします。 
〔歴まち計画・第３章－１－（４） ※抜粋・加工〕 
・中心市街地では、三大まつり開催時以外は歴史的な趣を感じづらい状況にある。最近では、景観に対する意識が

官民ともに高まりつつあるが、具体的なガイドラインが無いために色彩やデザインにばらつきが見られる。 
・赤城南麓地域においては、「スローシティ」の取り組みを推進している一方で、民間事業者による太陽光発電設

備が次々と設置されており、周辺の自然景観との不調和が課題となっている。また、道路沿いでは適切な管理が

なされず老朽化した屋外広告物が散見され、景観阻害の一因となっている。 
 
（１）けやき並木通りにおける景観のあり方 
 けやき並木通り（駅前通り・本町通り・県庁前通り）は、ＪＲ

前橋駅から群馬県庁へ至る交通の要衝であり、本市にとって歴史

的・経済的・景観的に重要な場所であることから、県都のシンボ

ルロードにふさわしい高質な景観のあり方を検討することとしま

す。 
 
（２）歴史的風致が認められる範囲における規制・誘導策 
歴史的風致が認められる範囲における風情・情緒・たたずまいを維持向上するため、範囲内の歴史的

資源周辺における太陽光発電設備等の景観阻害要因の規制・誘導策を検討することとします。 
なお、歴史的風致が認められる範囲の中で広瀬川河畔の一部区間は景観形成重点地区に指定されてい

ますが、歴史的風致の維持向上に向けて対象範囲の拡張を検討することとします。  

歴史的風致の分布 

けやき並木通りは前橋市アーバンデザインの 

モデルプロジェクトに位置付けられている 
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二宮赤城神社

産泰神社

月田近戸神社

三夜沢赤城神社

大洞赤城神社

大胡神社

赤城大鳥居

阿久沢家住宅

大胡城址

八坂神社

大胡宿道標

養林寺

近戸神社外宮

原嶋屋総本家

臨江閣

前橋公園

るなぱあく

昭和庁舎

長昌寺

熊野神社

比刀根橋

昭和庁舎

原嶋屋

るなぱ
臨江閣

前橋公園

宝塔山古墳

龍海院

上毛倉庫

元景寺

西林寺 上泉城址

総社神社

山王廃寺跡

光巌寺

上泉郷蔵諏訪神社

御神幸の輿懸

Ⅲ 赤城山信仰と南麓集落にみる歴史的風致

Ⅱ「1500年都市　元総社・総社」にみる歴史的風致

１赤城山信仰
　にみる歴史的風致

大洞赤城神社、三夜沢赤城神社、
二宮赤城神社社地、月田近戸神社、
産泰神社など

御神幸、山開き、
月田のささら、
産泰神社太々神楽

２「大胡暴れ獅子」
　にみる歴史的風致

大胡神社、八坂神社
その他街並み建造物

大胡の暴れ獅子

３剣聖「上泉伊勢守」
　の顕彰活動にみる
　歴史的風致

上泉城址、諏訪神社、
上泉郷蔵

「剣聖」のふるさとづくり

建造物 営　み歴史的風致

建造物 営　み歴史的風致

１総社神社の祭礼に
　みる歴史的風致

総社神社
上宿の獅子舞
元総社成人会盆踊り

２総社地区の歴史顕
　彰活動にみる歴史
　的風致

光巌寺、力田遺愛碑
元景寺、天狗岩用水、
古墳群など

「歴史の宝庫」を形成する
ための活動

３総社山王地区の
　養蚕集落にみる
　歴史的風致

個人の養蚕農家建築
かしぐねの維持管理
年中行事

建造物 営　み歴史的風致

１街なかの伝統祭礼
　にみる歴史的風致

前橋八幡宮、熊野神社
その他街並み建造物

初市まつり、前橋まつり

２前橋公園の花見
にみる歴史的風致

前橋公園、原嶋屋、臨江閣
その他街並み建造物

花見と焼きまんじゅう

３シンボルとしての
　広瀬川河畔にみる
　歴史的風致

比刀根橋、柳橋、交水堰
その他街並み建造物

空襲慰霊、美しい河畔づくり
「詩のまち」イメージづくり

0 1 2
キロメートル

3 4 5

Ⅰ「関東の華」から「生糸のまち」への変遷にみる歴史的風致

歴史的風致の分布
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ジ
ッ
ク
が
成
立
す
る
。つ

ま
り
、本

市
の
歴
史
を
大
局
的
に
俯 ふ瞰 か

んす
る
と
、各

時
代
の
相
関
性
が
極
め
て
強
く
、

歴
史
が
複
層
的
に
折
り
重
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、本

市
の
中
心
市
街
地
と
称
さ
れ
る
エ
リ
ア
に
関
し
て
は
、す

で
に
都
市
化
が
進
ん
で
お
り
、規

模
の
大
き
な
歴
史

的
建
造
物
と
し
て
は
臨
江
閣
や
前
橋
城
の
土
塁
、寺

社
、教

会
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、落

ち
着
き
と
風
格
の
あ
る
街

並
み
は
「
前
橋
ら
し
い
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
実
際
に
ま
ち
を
歩
く
と
、
城
下
町
の
面
影
や
「
生
糸
の
ま
ち
」
の
風

情
、
復
興
に
尽
力
し
た
先
人
た
ち
の
足
跡
等
が
至
る
所
に
点
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

そ
こ
で
ま
ず
、中

心
市
街
地
エ
リ
ア
に
み
ら
れ
る
前
橋
ら
し
さ
が
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
、歴

史
的
風
致
の
定
義
か
ら
そ
の

源
泉
に
迫
る
こ
と
と
し
た
。こ

の
際
、本

市
の
歴
史
は
各
時
代
の
相
関
性
が
強
い
と
い
う
事
実
を
考
慮
し
、一

般
的
な
事
例

に
み
ら
れ
る
「
特
定
の
時
代
を
背
景
と
す
る
歴
史
的
風
致
」
で
は
な
く
、「

江
戸
初
期
か
ら
近
現
代
ま
で
の
変
遷
」
と
い
う

大
き
な
時
間
的
な
流
れ
を
捉
え
た
歴
史
的
風
致
と
し
た
。
さ
ら
に
、
各
歴
史
的
風
致
を
構
成
す
る
要
素
を
上
記
カ
コ
ミ
の

ア
イ
コ
ン
で
表
示
し
た
。

関
東

の
華

生
糸

の
ま
ち

復
興
の

心
意
気

食
文
化

城
下
町
の
面
影
や
風
情
が
残
る
も
の

「
生
糸
の
ま
ち
」
の
繁
栄
に
由
来
す
る
も
の

「
生
糸
の
ま
ち
」
の
面
影
や
風
情
が
残
る
も
の

歴
史
を
支
え
た
復
興
へ
の
心
意
気
に
由
来
す
る
も
の

歴
史
的
な
食
文
化
に
由
来
す
る
も
の

―
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二宮赤城神社

産泰神社

月田近戸神社

三夜沢赤城神社

大洞赤城神社

大胡神社

赤城大鳥居

阿久沢家住宅

大胡城址

八坂神社

大胡宿道標

養林寺

近戸神社外宮

原嶋屋総本家

臨江閣

前橋公園

るなぱあく

昭和庁舎

長昌寺

熊野神社

比刀根橋

昭和庁舎

原嶋屋

るなぱ
臨江閣

前橋公園

宝塔山古墳

龍海院

上毛倉庫

元景寺

西林寺 上泉城址

総社神社

山王廃寺跡

光巌寺

上泉郷蔵諏訪神社

御神幸の輿懸

Ⅲ 赤城山信仰と南麓集落にみる歴史的風致

Ⅱ「1500年都市　元総社・総社」にみる歴史的風致

１赤城山信仰
　にみる歴史的風致

大洞赤城神社、三夜沢赤城神社、
二宮赤城神社社地、月田近戸神社、
産泰神社など

御神幸、山開き、
月田のささら、
産泰神社太々神楽

２「大胡暴れ獅子」
　にみる歴史的風致

大胡神社、八坂神社
その他街並み建造物

大胡の暴れ獅子

３剣聖「上泉伊勢守」
　の顕彰活動にみる
　歴史的風致

上泉城址、諏訪神社、
上泉郷蔵

「剣聖」のふるさとづくり

建造物 営　み歴史的風致

建造物 営　み歴史的風致

１総社神社の祭礼に
　みる歴史的風致

総社神社
上宿の獅子舞
元総社成人会盆踊り

２総社地区の歴史顕
　彰活動にみる歴史
　的風致

光巌寺、力田遺愛碑
元景寺、天狗岩用水、
古墳群など

「歴史の宝庫」を形成する
ための活動

３総社山王地区の
　養蚕集落にみる
　歴史的風致

個人の養蚕農家建築
かしぐねの維持管理
年中行事

建造物 営　み歴史的風致

１街なかの伝統祭礼
　にみる歴史的風致

前橋八幡宮、熊野神社
その他街並み建造物

初市まつり、前橋まつり

２前橋公園の花見
にみる歴史的風致

前橋公園、原嶋屋、臨江閣
その他街並み建造物

花見と焼きまんじゅう

３シンボルとしての
　広瀬川河畔にみる
　歴史的風致

比刀根橋、柳橋、交水堰
その他街並み建造物

空襲慰霊、美しい河畔づくり
「詩のまち」イメージづくり

0 1 2
キロメートル

3 4 5

Ⅰ「関東の華」から「生糸のまち」への変遷にみる歴史的風致

歴史的風致の分布

2 前橋市歴史的風致維持向上計画との連携

　歴史的風致維持向上計画（通称・歴
史まちづくり計画、以下、歴まち計画 ）
とは、「地域における歴史的風致の維
持及び向上に関する法律 」に基づいて
市町村が策定する行政計画のことで、
地域における歴史的な街並みと一体と
なって、風情、情緒、たたずまいのあ
る良好な市街地の環境を維持・向上さ
せ、後世に継承していくことを目的と
しています。本市では、令和４年12月
に主務大臣の認定を受けて歴まち計画
を策定し、以来、計画に基づく各種取
り組みを進めているところです。
　本市の歴まち計画では、市内におけ
る「歴史的風致（歴史的な風情・情緒・たたずまいが感じられる一定のまとまり ）」を９つ設定し、それぞれ
の維持向上を図ることとしていますが、取り組みを進めるに際しての「周辺環境の景観保全・形成に関する
課題 」として数点が挙げられています。中でも以下に示すものは、解決に向けた方策を景観計画に委ねる方針
が示されています。
　そこで今後、これらに対応する施策の立案を検討することとします。

（１）けやき並木通りにおける景観のあり方
　けやき並木通り（駅前通り・本町通り・県庁前通り ）は、JR前
橋駅から群馬県庁へ至る交通の要衝であり、本市にとって歴史的・
経済的・景観的に重要な場所であることから、県都のシンボルロー
ドにふさわしい高質な景観のあり方を検討することとします。

（２）歴史的風致が認められる範囲における規制・誘導策
　歴史的風致が認められる範囲における風情・情緒・たたずまいを維持向上するため、範囲内の歴史的資源
周辺における太陽光発電設備等の景観阻害要因の規制・誘導策を検討することとします。
　なお、歴史的風致が認められる範囲の中で広瀬川河畔の一部区間は景観形成重点地区に指定されています
が、歴史的風致の維持向上に向けて対象範囲の拡張を検討することとします。

歴史的風致の分布

けやき並木通りは前橋市アーバンデザインの
モデルプロジェクトに位置付けられている

〔歴まち計画・第３章－１－（４）　※抜粋・加工〕
・�中心市街地では、三大まつり開催時以外は歴史的な趣を感じづらい状況にある。最近では、景観に対する意識
が官民ともに高まりつつあるが、具体的なガイドラインが無いために色彩やデザインにばらつきが見られる。
・�赤城南麓地域においては、「スローシティ」の取り組みを推進している一方で、民間事業者による太陽光発電設
備が次々と設置されており、周辺の自然景観との不調和が課題となっている。また、道路沿いでは適切な管理
がなされず老朽化した屋外広告物が散見され、景観阻害の一因となっている。

Ⅶ 

新
た
な
景
観
形
成
に
向
け
て
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　赤城ウェルグラウンド構想とは、『県立赤城公園の活
性化に向けた基本構想』内で掲げている、県立赤城公
園の今後のビジョンを示したものです。赤城ウェルグラ
ウンド構想では、自然を中心として、幅広い世代が集ま
り、地域の魅力を高める場を創造することを目的として、
ハードとソフトの両施策を推進することを謳っています。
　本ガイドラインは、構想実現に向けた景観保全を担う
ソフト施策のひとつです。

持続可能で幸福な未来のためのビジョン

1-1　赤城ウェルグラウンド構想 1-2　赤城山景観ガイドラインワークショップ

1：『県立赤城公園の活性化に向けた基本構想』より 2〜7：ワークショップの様子

　赤城山の景観ガイドラインを策定するにあたり、地元
住民や地元事業者、自然環境団体、地権者などを対象
としたワークショップを開催しました。全5回実施され
たワークショップでは、専門家のレクチャー、調査を含
めたフィールドワーク、グループワークなどを行い、その
調査結果や議論の内容から、ガイドラインの方針を決
定しました。ガイドライン策定プロセスの一部を体験す
ることで、景観について考え、行動するきっかけを得ら
れるワークショップを目指しました。

●第１回　事例紹介：レクチャー、グループワーク（赤城の魅力、
ガイドラインに織り込んでほしいこと）など

●第２回　フィールドワーク：建築物、広告物、工作物などを対象
とした調査、課題の抽出など

●第３回　赤城山カラーハンティング：自然物の測色とカラーパ
レット制作など

●第４回　目指すべき景観：イメージパースを元にした目指すべき
景観についての議論

●第５回　景観ガイドライン策定会議：景観ガイドラインの骨子
案についての理解と議論

地元関係者とともに景観を考える

2

1

4 6

3 5 7

―　4

例えば、ひとくちにサッシ、
といってもメーカーによって
様々な色があります。ほとん
どのメーカーは現物の見本
を提供してくれますので、取
り寄せて実際の色や質感を
確認しましょう。

※サッシ以外の外装材についても同様です。

壁だけ、屋根だけ、など部分ごとに素材や色を選ぶ
のではなく、使用する建材や色見本を全て揃えて並
べて選んでみましょう。基調となる部分、塗装等の
見本は2〜3色の候補があると、比較できるので少
し多めに用意することをおすすめします。

調和ある配色を意識する 色、素材の選び方

● 建築物の外観は隣り合う建築物や風景と調和する「地の色」でまとめる

● 建築物の外観はできる限り全体で「色相（色み）」を合わせる

● 建具や屋根はできる限りより暗く、より色味を抑える

全てのエリア共通

5-1　全てのエリア共通のデザインコード

8：様々な色のアルミサッシ／9：建材、塗装見本など。実際の状況に近いよう、屋外で並べて見ることが大切。

建築物全体の色相（色み）を揃えると、まとまりのあ
る印象となります。基調となる外装材がYR（黄赤）系
のブラウンやベージュであれば、屋根や建具、アクセ
ントカラーも同じ黄赤系で揃えましょう。
建材メーカーでは製品のマンセル値が確認できるも
のが多くあります。ぜひ確認してみてください。

赤城山の豊かな緑の中では、自然の基調色（暖色系の
低彩度色）が馴染みがよく、穏やかな印象をつくること
ができます。また、明るさを十分に抑えると落ち着きの
ある印象となり、飲食店ではゆっくりと時間を過ごせ
る雰囲気が生まれるでしょう。外観全体の印象を考え
た上で、周辺の建築物とも「よりよい関係性」をつくれ
るよう、調整することが大切です。

赤 城

AKAGI

う
ど
ん

屋根は落ち着いた色に

建築物全体で色相（色み）を揃える

屋根：19-30D（10YR 3.0/2.0）
外壁：19-80A（10YR 8.0/0.5）
外壁：19-40B（10YR 4.0/1.0）

8

9

―　28
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 ３ 県立赤城山公園活性化に向けた基本構想 

 
 群馬県は「県立赤城公園の活性化に向けた基本構想」を

令和４年に策定しました。この基本構想は、「赤城ウェル

グラウンド」をビジョンに掲げ、県市連携のもと、ソフ

ト・ハード両軸から地域の魅力を高める場を創出すること

を目標としています。これを受け、令和６年には県・市・

地元関係者によるワークショップを開催し、自然豊かな赤

城山の価値を守り繋ぐため、景観保全の目安となる「赤城

山景観ガイドライン」を策定しました。今後、県立公園エ

リアでは、このガイドラインに基づく景観誘導を進めま

す。 
また、同構想のビジョンを実現するための指針（グランドデザイン）の策定を予定しており、策定に

際しては、長期的な公園の維持管理を視野に入れ、地元関係者の皆様に加え、未来を担うこどもや若者

の意見もワークショップなどを通じて取り入れる予定です。 
 
（１）赤城山景観ガイドラインの運用と連携 
 まず、赤城山景観ガイドラインを本計画の景観 
形成基準における特別配慮事項として位置付け 
（Ⅳ－２－（２）－⑧）、県立公園エリア内で届 
出を要する行為が行われる場合には、ガイドライ 
ンとの適合状況を確認することとします。 
 
 
 
  

基本構想に掲げるビジョン 

 

【ガイドラインのデザインコード（一例）】 

 
 

【景観的効果の検証】 
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3 県立赤城公園活性化に向けた基本構想

　群馬県は「県立赤城公園の活性化に向けた基本構想 」を令
和４年に策定しました。この基本構想は、「赤城ウェルグラウ
ンド 」をビジョンに掲げ、県市連携のもと、ソフト・ハード両
軸から地域の魅力を高める場を創出することを目標としてい
ます。これを受け、令和６年には県・市・地元関係者によるワー
クショップを開催し、自然豊かな赤城山の価値を守り繋ぐた
め、景観保全の目安となる「赤城山景観ガイドライン 」を策定
しました。今後、県立公園エリアでは、このガイドラインに基づく景観誘導を進めます。
　また、同構想のビジョンを実現するための指針（グランドデザイン ）の策定を予定しており、策定に際して
は、長期的な公園の維持管理を視野に入れ、地元関係者の皆様に加え、未来を担うこどもや若者の意見もワー
クショップなどを通じて取り入れる予定です。

（１）赤城山景観ガイドラインの運用と連携
　まず、赤城山景観ガイドラインを本計画の景観
形成基準における特別配慮事項として位置付け

（Ⅳ－２－（２）－⑧ ）、県立公園エリア内で届出を
要する行為が行われる場合には、ガイドラインと
の適合状況を確認することとします。

基本構想に掲げるビジョン

【ガイドラインのデザインコード（一例）】

【景観的効果の検証】
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4 前橋クリエイティブシティ構想

　群馬県と前橋市では「前橋市アーバンデザイン 」で掲げるまちの将来像の具現化に向けて、群馬県庁からＪ
Ｒ前橋駅までのけやき並木通りを、歩行者と公共交通を中心とした道路空間へと再編し、多様な人々の交流の
場と賑いを創出する「前橋クリエイティブシティ構想 」の実現に向けて取り組んでいます。
　この取り組みの一環として実施された「前橋クリエイティブシティ 県庁～前橋駅都市空間デザイン国際コ
ンペ 」では、前橋のアイデンティティ（ハイポイント ）を見つけ、創出することを序章とし、市民とともにハ
イポイントを結び、線から面へと広げていくことが提案された、作品テーマ「稜線がつなぐ まちづくり_前橋
リッジライン 」が最優秀作品として選定されました。
　今後は、本構想に基づく各種事業と連携し、「稜線がつなぐ 」本市ならではの景観の保全と誘導に努めます。
　【Ridge Line（リッジライン ）：稜線。一連の山の高い地点（ハイポイント ）を結んだ線、山の背。】

イメージパース
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5 屋外広告物規制の弾力化

　屋外広告物は景観を形成する要素の一つであり、良好な景観形成・風致の維持・公衆に対する危害の防止
の観点から、適切な規制・誘導措置が必要であることは、「屋外広告物に関する行為の制限に関する事項（Ⅳ
－３－（２））」で述べたとおりですが、その一方で、デザインが優れた屋外広告物は街並みを彩り、スクリー
ンに映る映像広告や建物に投影される鮮やかな映像は、街のにぎわいを演出してくれます。
　そこで、そうした「優良屋外広告物 」を活用した景観形成に取り組めるよう、屋外広告物の規制・誘導だけ
ではなく、弾力的に運用できる仕組みを検討することとします。

（１）屋外広告物活用地区の指定（前橋市屋外広告物条例第 24 条）
　屋外広告物活用地区（以下、活用地区 ）は、活力ある街並み
を維持する上で屋外広告物等が重要な役割を果たしている地
区を指定し、屋外広告物を掲出する位置や形状、面積、色彩、
意匠等について、当該地区だけに適用される事項を基本方針
として定めることができる仕組みです。
　本市では現在、活用地区に指定された地区はありませんが、
街並みのアクセントやにぎわいの創出に向けて、地区の指定
を検討することとします。

（２）デジタルサイネージ・プロジェクションマッピングの基準づくり
　近年、スクリーンに映像が流れる形式の屋外広告物

（デジタルサイネージ ）や、建物の壁面等に映像を投
影する「プロジェクションマッピング 」を目にする機
会が増えてきています。これらは、多くの人の目を楽
しませてくれる一方で、光の明滅による道路交通への
影響や近隣住民の生活環境への影響が懸念されていま
す。
　現在、本市の屋外広告物条例では、これらに対する
具体的な基準がありませんので、具体的な基準づくり
を検討することとします。

独自の基準が定められた事例（札幌市 ）

群馬県庁昭和庁舎に投影された
プロジェクションマッピング作品
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Ⅷ  計画の推進にあたって



1 審議会と庁内連携

（１）景観審議会（前橋市景観条例第 25 条）
　本市では、景観の形成に関し必要な事項を調査審議するため、「前橋市景観審議会（以下、審議会 ）」を設置
しています。審議会の委員は、景観分野を専門とする学識経験者のほか、景観形成に関わりのある各分野の専
門家、公募市民で構成（資料編参照 ）し、これまでに各種の協議、報告、意見聴取などを行ってきたほか、重要
事項については市長から諮問され、審議会として答申することとしています。
　本計画は、審議会からの答申を受けて作成（前計画を改定 ）したものであり、今後の計画の推進にあたって
は、審議会と連携し効率的・効果的な推進に努めることとします。

（２）景観計画推進庁内連携
　本計画の作成に際しては、景観形成に関わりのある庁内関係所属の意見を集約するなどして作業を進めま
した。今後は、景観計画の進行管理を中心に、本市における良好な景観の形成に向けて庁内連携を継続するこ
ととします。

　本計画は、人が生きる風景を守り、育むことで、前橋にふさわしい良好な景観を実現するとともに、これか
らも良いものが育つまちであることを支え、新しい価値の創造に寄与する景観形成に向け、本市関連施策全般
にわたり景観行政を機能させるため、庁内外での連携に取り組みます。
　景観形成の成果については、それが目に見える形になるには長い時間がかかります。
　景観行政は、その性質上、都市計画の他、農業政策、産業政策、商業振興、環境政策、観光政策、文化財保護、
教育施策、その他公共施設整備など多岐にわたるとともに、市民の景観に対する高い認識、深い理解、協力が
必要であり、さらに、人の生活に根ざした将来にわたり持続可能な景観形成を行うためには、その主役である
市民の景観づくりへの主体的な取り組みなくしては、実現することが難しい状況にあります。
　このため、景観行政を推進する上で重要となる、「全市的に景観に係わる事業・活動をフォローする運用体
制づくり 」、「それらを具現化するための取り組み推進 」、「景観形成重点地区などの制度活用 」などに取り組
みます。
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2 推進体制

　本市では、都市計画課が中心になって、前橋市景観条例に係る業務などの景観行政施策を進めています。
都市計画課は、庁内関係所属、第三者機関、専門アドバイス機関、関係団体等を調整し、景観形成を行う多様
な主体の活動を支援します。

【都市計画課】
　庁内関係所属・第三者機関・専門アドバイス機関、関係団体等と、多様な活動主体の間を繋ぎ調整する役割
を担う。
【庁内関係所属】
　関係所属と情報共有しながら、関係所属所管の事業で景観に配慮した取り組みを進める。
【第三者機関】
　景観審議会は、景観形成に関し必要な事項を調査及び審議する機関として、市長が設置する諮問機関。
　都市計画審議会は、都市計画との整合性や景観基準等の強制力担保のための都市計画制度等の適用などに
ついて市の要請に応じて審議。
【専門アドバイス機関】
　景観アドバイザー制度は、建築等の行為に際し、良好な景観の形成に向けたアドバイスを行う仕組み。
【多様な主体】
　民間は、市民、町内会・自治会、NPO、企業、大学関係、建築士会、商工会議所など。公共は、庁内関係所属
や群馬県などの関係機関を視野に入れた活動主体。

推進体制イメージ

前橋市
景観アドバイザー制度

前橋市
都市計画審議会

前橋市
景観審議会

前橋市都市計画課 庁内関係所属

多様な主体による
景観形成活動

答申

支援 連携

諮問
情報共有

連携

指導・助言

指導・助言

意見

報告

民間 公共
景観形成
取組推進
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3 景観形成に係る取り組み

　Ⅲ－２「行動指針 」で示したとおり、良好な景観を実現するためには、市民、事業者、行政のそれぞれが景観
形成の主体であることを認識するとともに、本計画の考え方や方針を広く共有し、それぞれが協働していくこ
とが重要です。
　そこで、さまざまな機会を捉えて、本計画の周知はもとより、景観に対する関心を高めてもらうための各種
啓発活動や景観形成を具現化するための取り組みを推進することとします。

（１）景観に関する学習機会
　⃝それいけ！前橋出前講座　講座メニュー：みんなで守ろう前橋の景観　ほか
　⃝景観まちづくり講演会等の開催
　　・「本の街 」にふさわしい景観のあり方を考える（令和６年度 ）
　　・「景観を活かしたまちづくりシンポジウムin前橋 」の開催（令和７年度 ）
　　　（群馬県、群馬県都市計画協会と共催 ）
　⃝景観資産展の開催
　⃝多世代を対象とした対話型説明会の開催

（２）景観に関する情報提供
　⃝「景観の日（６月１日 ）」にあわせた広報誌等での啓発記事掲載
　⃝「ぐんま景観・まちづくり展 」への景観啓発情報の出展

（３）実践的な景観形成
　⃝広瀬川河畔景観形成重点地区での景観形成
　⃝赤城山景観ガイドラインの運用
　⃝景観アドバイザー制度の利用促進
　⃝景観資産登録制度への応募促進
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5

4

景観形成重点地区の役割

建築等行為などに対する審査・監察・アドバイス体制

（１）景観形成重点地区の役割
　景観を質の高いものにしていくためには、行政が地域住民等の想いや地域の現状を丁寧に汲み取りながら、
地域住民が主体的に景観づくりに取り組んでいける仕組みが必要であることから、平成29年度に広瀬川河畔
景観形成重点地区を指定しました。（Ⅵ 景観形成重点地区を参照 ）
　地区の指定は、行政の一方的な押し付けとならず地域住民の自主性が活かせるよう、日常的に行う市民への
情報発信・広報活動を通じて地域住民の要望等を十分に把握したうえで住民との協議により行います。
　さらに「景観形成重点地区 」に指定した地域は、地域住民の景観に対する意識が高まり、更なる景観保全を
望む声が大きくなった段階では、より具体的な施策支援やルールづくり、施設整備等が必要になってきます。

　民間による建築等行為などは、「届出を要する行為」に示す大規模行為（Ⅳ 行為の制限に関する事項を参照）
の届出が必要な行為としています。
　また、本計画では、届出が必要な大規模行為以外の建築等行為についても、大規模行為と同様に良好な景観
形成への配慮を求めているため、大規模行為の届出を必要としない建築等行為についても、アドバイスが得ら
れる体制を検討します。

大規模行為事前協議、その他事前相談

建築等行為の概要、外観デザイン等を確認

届出「景観計画区域内行為届出書 」の提出

工事完了

建築確認申請など 行為の着手

事前協議

景観アドバイザー

デザインコードとの整合をチェック

前橋市都市計画課

希望により活用

赤城山景観ガイドライン対象区域
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（２）景観形成重点地区の指定と段階的活動の流れ

景観形成重点地区の抽出条件の整理

景観形成重点地区への指定

景観づくり活動の活発化

景観形成重点地区候補地区の選定

景観形成重点地区候補地区における
地域住民との協議・勉強会の実施

景観形成重点地区候補地区における
地域住民の合意

景観地区・準景観地区
の指定

より法的拘束の
強い地区指定

景観協定の
締結など

よりきめ細やか
なルールによる

景観形成
重要な建築物での

イベント開催による
機運醸成など

イベントや活動
を中心にした

景観形成
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4-2　対象区域

m
N

県立赤城公園境界線※

県道

遊歩道、山道など

回遊エリア

保全エリア

市境

その他道路

賑わいエリア

・ 赤城山総合観光案内所

・ 大沼

・ 小沼

・ 覚満淵

・ 鳥居峠
　 赤城山頂駅記念館

▲ 陣笠岳

▲ 薬師岳

▲ 出張峠

▲ 鈴ヶ岳

▲ 鍬柄岳

▲ 小地蔵

▲ 長七郎山

沼 田 市

桐 生 市

前 橋 市

渋 川 市

赤城少年自然の家
・ ▲ 見晴山

・ 赤城神社

・ 大洞商店街

▲ 地蔵岳

▲ 黒檜山

▲ 駒ヶ岳

※公園境界線内には、公園に含まれない民有地も存在しています。

―　23

賑わいや彩りと、ほのかに赤城山らしさを感じる色。このよ
うな赤城山の自然景観から抽出した色は突飛にならず、華
やかで馴染みのよい雰囲気をつくることができます。複数
の色をむやみに使うのではなく、潔く1色でまとめると、洗
練された印象になります。
アクセントとなる色もなるべく明度を下げた「深みのある
ちょっと渋い色」を、小さな面積で使用することを推奨し
ます。

自然景観を美しく見せる「地の色」の推奨色

※3：景観配慮色＝建築物や道路の附属物等については、国土交通省発行の「景観に配慮した道路付属物等の整備ガイドライン」にて、全4色が選定されており、公共空間の「地の色」を整えることで、景観形成に役立てられている。／
4：ファニチャー参考事例。TATTAHOMEウェブサイトより／5〜7：自然に映えるサインなどの参考事例

19-60B
（10YR 6.0/1.0）（景※3）

19-30A
（10YR 3.0/0.5）（景※3）

25-70A
（5Y 7.0/0.5）

公共空間の設備の推奨色 ファニチャーやサインなどのアクセントカラーの推奨色建築物屋根の推奨色

5-1　全てのエリア共通のデザインコード

全てのエリア共通

09-30D
（10R 3.0/2.0）

19-30D
（10YR 3.0/2.0）

65-20B
（5B 2.0/1.0）

15-30F
（5YR 3.0/3.0）

22-40B
（5G 3.0/2.0）

N-20
（N2.0）

屋根の色は、低明度・低彩度（暗く・鈍い色）であること、また、外壁
等の建築物の外観は、あくまで自然の背景に馴染む落ち着いた雰囲
気となるように留意しましょう。
公共空間の工作物や舗装材は既製品のカタログから選ぼうとすると
どうしても色味の強い（彩度の高い）製品を選びがちですが、屋外で
大きな面積で見ると思ったより色が鮮やかだった、ということが少な
くありません。主張を控えるものは極低彩度かつ、できるだけ明るさ
も抑えるようにしましょう。

自然に映え、馴染むアクセントカラー

● ファニチャーやサインなどのアクセントカラーを使用する場合は、推奨色を活用する

10R 4.0/6.0 2.5YR 3.0/4.0

10YR 6.0/6.0 10Y 6.0/4.0

5GY 4.0/4.0 5BG 3.0/6.0

4

6

5

7

―　27

6 赤城山景観ガイドラインの運用

　群馬県及び前橋市は、「県立赤城公園の活性化に向けた基本構想 」（令和４年度策定 ）に基づき、将来に向け
て自然豊かな赤城山の価値を守り繋ぎ、良好な景観形成を図ることを目的として、赤城山デザイン協議会を組
織し、地元の住民や環境団体と協力してガイドライン及びその運用のためのデザインコードを策定しました。
　赤城山の良好な景観を守るため、このガイドラインの遵守を促します。

赤城山景観ガイドライン対象区域

デザインコードの一例
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資料編



1 計画の策定（改定）体制

委嘱区分 氏名 勤務先・職業 専門分野 備考

市民代表

　牛込謙一郎 会社役員 —

　田畑　千春 医療関係 —

　山田　幸子 宅地建物取引士 —

学　識

　柴崎　　薫 サンデン株式会社
日本事業所　総務課　ECOSチーム 自然環境

　小林　　享 前橋工科大学名誉教授 景観工学 R7.9 月まで

　野口　華世 共愛学園前橋国際大学心理・人間文化コース教授 歴　史

　川住　岳央 弁護士、風の詩法律事務所 法　律

◎吉橋　　浩 日本造園修景協会 緑地土木

　井上　和真 群馬工業高等専門学校環境都市工学科准教授 環境工学 R7.3 月まで

　橋本　　薫 （一社）前橋まちなかエージェンシー代表理事 まちづくり

各種団体

○前田　　修 群馬県屋外広告美術業協同組合 広    告

　小須田久子 群馬建築士会 建    築

　細野　幸子 前橋商工会議所 経    済

関係行政
　群馬県県土整備部都市計画課長 —

　国土交通省関東地方整備局  高崎河川国道事務所長 —

◎会長　○会長職務代理者

（１）前橋市景観審議会� （任期　令和６年１月17日～令和８年９月30日 ）

計画策定段階　からの市民参加

前橋市議会 前橋市議会景観計画推進委員会（庁内組織 ）
都市計画課 景観・歴史まちづくり係（事務局 ）

報告
指摘

報告
意見

景観審議会

答申 諮問

自治会を通じた
内容確認

オープンハウスに
よる市民参加

広報まえばし等
による情報提供

パブリックコメント
による意見聴取
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2 計画策定（改定）の経緯

年 月 会議等

平成22年 ７月 前橋市景観条例制定

　　 〃　 10月 前橋市景観計画（前計画）策定

平成30年 ４月 第七次前橋市総合計画策定

令和　元年 ９月 前橋市アーバンデザイン策定

令和　２年 ４月 第七次前橋市総合計画2021年度改訂版策定

　　　〃　 ５月 前橋市都市計画マスタープラン2020策定

令和　４年 12月 前橋市歴史的風致維持向上計画策定

令和　６年 ４月 敷島エリアグランドデザイン策定（群馬県）

令和　７年 １月 前橋市景観審議会への景観計画改定基本方針（案）の説明

　　　〃　 ３月 赤城山景観ガイドライン策定（赤城山デザイン協議会）

　　　〃　 ７月 庁議　前橋市景観計画改定方針（案）の説明

　　　〃　 ８月 前橋市議会（建設水道常任委員会）　前橋市景観計画改定方針（案）の説明

　　　〃　11月 対話型説明会の実施
自治会への説明実施

　　　〃　12月 対話型説明会の実施
自治会への説明実施
前橋市景観審議会への経過報告

令和　８年 ２月 庁内関係各課へ景観計画の内容照会

　　　〃　 ３月 前橋市景観審議会にて素案に関する審議
景観計画素案策定

　　　〃　 ４月 前橋市議会（建設水道常任委員会）へのパブリックコメント実施予告

　　　〃　 ５月 景観計画素案に対するパブリックコメントの募集

　　　〃　 ６月 景観計画案策定
前橋市景観審議会へ景観計画案の諮問・答申

　　　〃　 ７月 前橋市都市計画審議会への意見聴取

　　　〃　 ９月 前橋市景観計画決定
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 ３ 市民参加 

１１．．対対話話型型説説明明会会  

 景観計画の改定にあたり、前橋市の景観に関する対話型説明会を開催し、前橋市の景観に対してどのよ

うに感じているのか、最新の状況を把握するためアンケートを実施した。（本計画書Ｐ.１１参照） 

（１）一般向け対話型説明会 

  ①開催日：令和 7年 11月 22日（土）、23日（日）9:00～15:00 

  ②会 場：前橋プラザ元気２１ ３階通路 

（２）高校生を主な対象とした対話型説明会 

  ①開催日：令和 7年 12月 6日（土） 17:00～18:30 

  ②会 場：アクエル前橋 2階 前橋市高校生学習室 

開催後、12月 26日まで説明パネルを会場に設置しアンケートを募集した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２．．各各地地区区自自治治会会連連合合会会及及びび自自治治会会へへのの説説明明  

  前橋市内各地域における景観に関する特徴（地区の目カルテ）の内容更新を目的としたアンケートを

実施するため、以下のとおり、市内各地区自治会連合会及び自治会の説明を実施し、延べ１３４件の回

答をいただいた。 

 ○主な開催日程 

11月 12日 東地区自治会連合会 12月 2日 清里地区自治会連合会 

城南地区自治会連合会 上川淵地区自治会連合会 

芳賀地区自治会連合会 元総社地区自治会連合会 

11月 13日 敷島地区自治会連合会 岩神地区自治会 

11月 19日 粕川地区自治会連合会 12月 4日 南橘地区自治会連合会 

11月 20日 天川地区自治会 中川地区自治会 

宮城地区自治会連合会 12月 5日 永明地区自治会連合会 

11月 21日 総社地区自治会連合会 12月 11日 富士見地区自治会連合会 

11月 27日 大胡地区自治会連合会  

11月 28日 下川淵自治会連合会 

桂萱地区自治会連合会 

  
一般向け対話型説明会 高校生を主な対象とした対話型説明会 

3 市民参加

１．対話型説明会
　景観計画の改定にあたり、前橋市の景観に関する対話型説明会を開催し、前橋市の景観に対してどのように
感じているのか、最新の状況を把握するためアンケートを実施した。（本計画書P.11参照 ）
（１）一般向け対話型説明会
　　①開催日：令和７年11月22日（土 ）、23日（日 ）９:00～15:00
　　②会　場：前橋プラザ元気21　３階通路
（２）高校生を主な対象とした対話型説明会
　　①開催日：令和７年12月６日（土 ）　17:00～18:30
　　②会　場：アクエル前橋２階　前橋市高校生学習室
　　　開催後、12月26日まで説明パネルを会場に設置しアンケートを募集した。

２．各地区自治会連合会及び自治会への説明
　前橋市内各地域における景観に関する特徴（地区の目カルテ ）の内容更新を目的としたアンケートを実施
するため、以下のとおり、市内各地区自治会連合会及び自治会の説明を実施し、延べ134件の回答をいただい
た。

11月 12日

東地区自治会連合会

城南地区自治会連合会

芳賀地区自治会連合会

11月 13日 敷島地区自治会連合会

11月 19日 粕川地区自治会連合会

11月 20日
天川地区自治会

宮城地区自治会連合会

11月 21日 総社地区自治会連合会

11月 27日 大胡地区自治会連合会

11月 28日
下川淵自治会連合会

桂萱地区自治会連合会

○主な開催日程

一般向け対話型説明会 高校生を主な対象とした対話型説明会

12月　2日

清里地区自治会連合会

上川淵地区自治会連合会

元総社地区自治会連合会

岩神地区自治会

12月　4日
南橘地区自治会連合会

中川地区自治会

12月　5日 永明地区自治会連合会

12月 11日 富士見地区自治会連合会
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（１）アンケート結果の概要
　意見の内容は、各地区の自然環境、歴史的資源、生活
環境に関する評価のほか、地域の維持管理や安全面に
関する課題の提起を中心にいただいた。

（２）地区別景観特性の傾向
　　①中心市街地（本庁管内 ）
　　　�広瀬川や馬場川などの整備された空間、臨江閣

をはじめとする歴史的建造物等の集積が地区の
景観的特徴として多く挙げられている。

　　②郊外の住宅・団地を含む地区（下川淵、東、元総社、南橘地区 ）
　　　�交通の利便性や商業施設の集積が評価される一方、狭路の交通量の増加による安全性、空き家の増加、

雑草の繁茂など景観管理面の課題が挙げられている。
　　③郊外、山麓の田園地区（上川淵、芳賀、桂萱、総社、清里、永明、城南、大胡、宮城、粕川、富士見地区 ）
　　　�田園風景や赤城山をはじめとする山々の眺望、古い寺社仏閣や古墳などの歴史資源が地域の魅力とし

て認識されている。その一方、耕作放棄地、空き家の増加などへの懸念が挙げられている。

３．前橋市景観資産の募集と前橋市景観資産展
　前橋市景観資産登録制度は、前橋らしい良好な景観を創り出している素晴らしい景観資源について市内外
へのＰＲのほか、その把握と保全を目的として令和元年度に創設された。（本計画書Ｐ.６３参照 ）
（１）前橋市景観資産の募集
　前橋市景観資産登録制度では、景観資産として登録すべき「建造物等 」「樹木 」「風景と視点場 」について市
民から募集したものを審議の上、景観資産に登録している。令和７年度までに建造物等32件、樹木５件、風景
と視点場21件、合計58件の景観資産を登録している。
（２）前橋市景観資産展
　前橋市景観資産及び登録制度の周知のため、令和６年度から前橋市役所１階市民ロビーにおいて「探訪！
まえばしの風景 」と題してパネル展示を実施した。また、開催期間内は会場において、景観資産と前橋市の景
観に関するアンケートを実施した。
　実施期間：令和７年８月26日（火 ）から９月22日（月 ）の開庁時間内
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４．景観シンポジウム
　赤城山の稜線や、都市と歴史が調和する本市の景観の特徴を再認識するとともに、まちづくりに活かす意義
を考える契機とするため、シンポジウムを開催している。

（１）景観まちづくり講演会
　　①開催日：令和６年10月19日（土 ）
　　　　　　　15:30～17:00
　　②会　場：前橋中央イベント広場
　　　　　　　（BOOK FESイベント会場内 ）
　　③基調講演
　　　・「本 」の中にみる盛岡の「景観 」
　　　　（盛岡市滝村都市整備部長 ）
　　　・HERALBONYの取組み（松田文登HERALBONY共同代表 ）
　　　・前橋の官民連携まちづくり（田中　仁　JINS HOLDINGS CEO）
　　④座談会
　　　テーマ「本に親しめる創造的な景観まちづくりとは 」
　　　小川晶（前橋市長 ）、内舘茂（盛岡市長 ）、松田文登（HERALBONY共同代表 ）、
　　　田中　仁（JINS HOLDINGS CEO）
　　　コーディネーター：橋本　薫（前橋BOOK FES実行委員会事務局 ）

（２）景観を活かしたまちづくりシンポジウムin前橋
　　①開催日：令和８年１月17日（土 ）
　　　　　　　14:00～16:15
　　②会　場：前橋市中央公民館ホール
　　③基調講演
　　　原田麻魚（MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO）
　　　「「稜線 」でつなげるまちづくり
　　　風景を起点としたビジョナリーデザインとめぶく前橋」
　　④パネルディスカッション
　　　テーマ「景観がつくる前橋の個性～赤城山の稜線と都市のスカイラインの調和～」
　　　パネリスト：原田真宏（MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 主宰 ）
　　　　　　　　　三橋一仁（盛岡市都市整備部景観政策課長 ）、高橋　綾（群馬県立女子大学教授 ）
　　　　　　　　　林　萌那（Next Generation 副理事長 ）
　　　ファシリテーター：青柳美保
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4 色彩基準

　本市では、市内の各地区計画区域における色彩基礎調査を令和２年度に実施しました。
　以下に色彩基礎調査の調査結果として、各地区計画区域における地域特性を示す色彩とあわせて、建築物の
外壁基調色と屋根基調色の傾向についてまとめました。本調査結果を指標として、一部の地区計画区域におい
ては色彩に関する制限を設けています。

①前橋駅南口地区

②新前橋駅南地区

地域特性を示す色彩

・地区計画によって統一されたベージュなど茶系統を基本とするあたたかく穏やかな街並み
・街並みに季節の彩りを与え前橋駅南口を印象づける美しい銀杏並木

地域特性を示す色彩

・暖色系色相を主体としつつやや幅のある色相が用いられた変化が感じられる街並み
・にぎわいを演出する色彩をエントランス付近などに効果的に用いた商業施設
・形態に合わせて色彩を使い分けるなど長大な面積を分節化した業務ビル等
・街並みに季節の変化を与える街路樹の彩り

建築物・外壁基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・屋根基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・外壁基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・屋根基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲
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③富田地区

④五代南部団地地区

⑤多田山産業団地

地域特性を示す色彩

・あたたかくやすらぎが感じられる暖色系低彩度色を基調とした住宅地の街並み
・住宅の色彩と共通するあたたかく落ち着いた色彩を基調とした商業施設
・落ち着いた暗い色調で街並みの連続性を感じさせる屋根色
・庭木や生垣など住宅敷地内の豊かな緑
・街並みに調和するタダークブラウンで統一された電柱などの柱類

地域特性を示す色彩

・あたたかく穏やかな印象の暖色系低彩度色を基調とした住宅地の街並み
・落ち着いた暗い色調で街並みの連続性を感じさせる屋根色
・周辺の田畑や遠景に見える赤城山など豊かな自然の緑
・庭木や生垣など住宅敷地内の豊かな緑

地域特性を示す色彩

・�多田山丘陵と周辺に広がる田園風
景などの豊かな緑

・遠景に望む雄大な赤城山の山並み

建築物・外壁基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・屋根基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・外壁基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・屋根基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・外壁基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・屋根基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲
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⑥千代田町三丁目地区（広瀬川河畔地区を含む）

⑦前橋問屋団地地区

地域特性を示す色彩

・広瀬川と河畔緑地の連続する緑
・歴史を感じさせる石積みの護岸
・落ち着いた色彩を基調としながらも高い意匠が印象に残る橋梁などの公共施設等
・石材や木材などの自然素材を用いた建築物等
・あたたかい印象の暖色系色相に集中しているまとまりが感じられる街並み
・明るさを抑えたしっとりと落ち着きのある色彩を基調とした街並み

地域特性を示す色彩

・暖色系低彩度色を主体とした落ち着きが感じられる建築物の基調色
・小さな面積に効果的にアクセントカラーを活用した建築物
・形態に応じて色彩を分節化するなど外観を工夫した店舗
・石材やガラスなどの素材色を活用した意匠性の高い業務ビル
・古い施設のビンテージ感や釉薬タイルなどの表情を活かして改修した店舗

建築物・外壁基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・屋根基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・外壁基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・屋根基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲
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⑧新前橋第二・第三地区

⑨ＪＲ前橋駅周辺地区

地域特性を示す色彩

・暖色系色相を主体としつつやや幅のある色相が用いられた変化が感じられる街並み
・建築の形態に応じて材料や色彩を使い分けて色彩を分節化した建築物
・街並みに季節の変化を与える街路樹の彩り
・街路樹とともに連続性を創出している沿道の敷地内緑化

地域特性を示す色彩

・風土を感じさせるアーチ形状の駅舎柱部分や１階部分に採用されたレンガ
・風格が感じられる落ち着いた色彩で統一された駅周辺の公共施設
・広々とした開放感を創出する暖かく落ち着いた色彩を基調とした北口ロータリー付近の舗装
・銀杏などの豊かな緑と調和したしっとりとした雰囲気の南口の公共施設
・レンガなどの風土色と調和し歴史・文化を彷彿とさせる木製フレームを用いたレトロなバス車両
・前橋を象徴するけやき並木（地区外）
・歴史的な価値のあるレンガ造りの上毛倉庫（地区外）

建築物・外壁基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・屋根基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・外壁基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲

建築物・屋根基調色

多く見られる色彩の範囲

特に多く見られる色彩の範囲
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